


学校歯科医制度 80 周年
社団法人日本学校歯科医会設立 40 周年

記念式典

式辞を述べる中田郁平会長

　本年は，昭和６（1931）年6月22日に日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが「学校歯科医及幼
稚園歯科医令」によって制度化されてより80周年，また昭和46（1971）年に社団法人日本学校歯科医会
の設立が認可されてより40周年にあたります。
　これを記念し，平成 23 年６月22 日（水），アルカディア市ヶ谷私学会館（東京都千代田区）６階「阿蘇の間」
において，学校歯科医制度 80 周年・社団法人日本学校歯科医会設立 40 周年記念式典を執り行いました。
　本会の山科透副会長による開式の辞，中田郁平会長による式辞に続き，来賓としてご臨席を賜った文部科
学省 布村幸彦スポーツ・青少年局長，社団法人日本歯科医師会 大久保満男会長，財団法人日本学校保健会 
原中勝征会長より，それぞれご祝辞をいただきました。
　続いて，この二つの周年を記念した文部科学大臣表彰の表彰式が行われ，学校歯科保健の向上に長年寄与
されてきた 190 名の功績をたたえました（被表彰者名簿

▲

P79）。また，本会の発展にご尽力いただいた学
識者の先生方に対する社団法人日本学校歯科医会会長表彰，日頃より本会の事業推進にご協力をいただいて
いる関係企業・団体に対する感謝状の贈呈が行われました。
　被表彰者のみなさまの益々のご活躍と関係諸団体各位のご発展をお祈りいたしますとともに，心よりお慶
び申し上げ，遠路ご出席くださった加盟団体長各位に感謝申し上げます。
　子どもたちの歯・口の健康を守るため，本会はこれからもさまざまな活動に取り組んでまいりますので，
関係各位には倍旧のご支援・ご協力をお願い申し上げます。
　なお，これまでの本会の歩みを本号でご紹介しております（

▲

P70）。是非併せてご覧ください。
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日本学校歯科医会　山科透副会長

式典風景
（文部科学省　布村幸彦スポーツ・青少年局長）

日本歯科医師会　大久保満男会長

表彰審査結果を報告する金森市造副会長兼専務理事

感謝状贈呈

表彰式の様子
（文部科学大臣表彰被表彰者代表の北本純司氏）

式典出席者の様子

日学歯会誌109号_カラー口絵.indd   2 11/09/06   15:39



グラビア 学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年記念式典 1

巻 頭 言 （社）日本学校歯科医会 会長 中田 郁平 5

望ましい生活習慣形成のための歯・口の健康づくり

● 学 識 者の立場から 戸田芳雄 8 赤坂守人 15

● 学校現場の立場から 早乙女雅彦 25 齋藤小百合 33

● 執 行 部の立場から 今井健二 38

解 説 『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）の改訂について

明海大学 学長 安井利一 42

喫煙防止シリーズ３部作の完成にあたり
『学校歯科医からの話―健康とたばこ―ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない』

● 学校歯科医の立場から 齋藤秀子 ● 養護教諭の立場から 中村智子

埼玉県 学校における事後措置の普及についての考察
―養護教諭へのインタビューによるCO事後措置状況調査を中心に―

NPO法人オーラルヘルスプロモーション研究会
土田俊哉・中村 孝・丹羽ひさゑ・熊谷英子・野上隆憲

学校歯科医に望むこと

福岡県大野城市立御笠の森小学校 教頭 山本達也

学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年に寄せて

■メッセージ （社）日本学校歯科医会 会長 中田郁平 67

（社）日本歯科医師会 会長 大久保満男 68

■日本学校歯科医会の活動に関する年表 70

■周年記念文部科学大臣表彰被表彰者名簿 79

名 簿 加盟団体 82 役員・名誉会長・顧問 83

●学校歯科で使用する用語 45

●ご存知ですか？ 学校現場の学校歯科保健教材 62

●インフォメーション 予告 第７５回全国学校歯科保健研究大会 64 予告 第６１回全国学校歯科医協議会 81

●出版物案内 59 ●加盟団体だより 80 ●編集後記 84

109平成２３年度 ●№１

地域レポート

特 集

日学歯広場

シリーズ

地域レポート50

学校歯科医に
望 む こ と60

名 簿82

日学歯広場46

特 集6

周年記 念65

資 料

周年記念



６月２２日は

学校歯科医の日

平成２２年度 歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
入賞作品より 福永雄斗さん（三重県・小２）の作品

昭和６年（１９３１年）６月２２日，

日本で初めて各学校に学校歯科医を置くことが

「学校歯科医及幼稚園歯科医令」により

制度化されたことを記念しています。
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８月も終わり朝夕は秋の気配が少しずつ感じられるようになって

きたもののまだ残暑厳しい中，会員の皆様におかれましては，益々

ご健勝にてご活躍のこととお慶び申し上げます。また，日頃より本

会の事業推進に特段のご理解とご協力を賜っておりますことに厚く

御礼申し上げる次第です。

月日の経つのは早いもので，未曾有の被害をもたらした東日本大

震災の発生からまもなく半年が過ぎようとしておりますが，時間が

経過するにつれ，あらためてその被害の甚大さに慄然とすると共

に，原子力発電所の被災に伴う放射能被害が途轍もなく長期にわた

ることを知るにつけ，自然の底知れぬ力と人智の浅はかさを感じざ

るを得ません。あらためて哀悼の意を表すと共に，本会としてもこ

の悲しい出来事を風化させず，引き続き会員各位をはじめ被災地の

方々のために，少しでも支援をして行きたいと考えております。

さて，この度は本年４月からの新執行部として最初の会誌１０９号

をお届けいたします。

本号の特集では「望ましい生活習慣形成のための歯・口の健康づ

くり」を取り上げました。近年，「咀嚼など口腔機能の未発達」，「歯

肉炎の増加」，「スポーツによる歯・口の外傷の多発」などの課題が

指摘され，従来に増して集団または個別に多様な対応が必要とさ

れ，「食べる」，「話す」など「口」の機能の健全な発達を促すため

の適切な保健指導や健康相談，望ましい生活習慣や生活リズムの形

成，安全な環境づくりと歯・口の外傷防止等に努めることなどが重

要となってきています。歯・口の健康づくりを契機にして食生活を

はじめとする生活習慣を見直すとともに，望ましい生活習慣を学齢

期のうちに確立することは，生涯の健康づくりの基礎となります。

本特集では，本会が全国の加盟団体各位と教育委員会との連携のも

とで進める「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」に

かかわる方々から，それぞれの立場でご執筆いただきました。ま

た，文部科学省の学校歯科保健参考資料『「生きる力」をはぐくむ

学校での歯・口の健康づくり』が約７年ぶりに改訂されたことか

ら，この改訂に深くかかわられた方からの解説もあわせて掲載して

おりますので，会員の皆様はじめ学校歯科保健関係者の今後の活動

の一助になれば幸いです。

結びに，本号インフォメーションにもございます第７５回全国学校

歯科保健研究大会への多くのご参加をお願いし，また，会員各位の

さらなるご健勝とご活躍を祈念して発刊の言葉とさせていただきま

す。

社団法人 日本学校歯科医会

会長 中田 郁平

「
見
直
す
」
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
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特集

学識者の立場から

各 論 ① 学校，家庭，地域ぐるみで取り組む
歯・口の健康づくり推進事業の意義と効果的な展開について
戸田芳雄 東京女子体育大学 体育学部体育学科 教授

各 論 ② 子どもの生活習慣と歯・口の健康づくり
～発育段階を視点に，学校・家庭・地域の連携を考える～
赤坂守人 日本大学 名誉教授

社団法人日本学校歯科医会 常務理事

学校現場の立場から

学校歯科医 平成２１・２２年度「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康
つくり調査研究事業」報告
―学校歯科医としての取り組みを中心に―
早乙女雅彦 栃木県栃木市立家中小学校 学校歯科医

（平成２１・２２年度「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業」実施校）

養 護 教 諭 「自らすすんで健康な体づくりに取り組む子」を目指して
―２年間の取り組みを通して―
齋藤小百合 京都府京都市立祥豊小学校 養護教諭

（平成２１・２２年度「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研究事業」実施校）

執行部の立場から

担 当 役 員 生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業
―健康教育のさらなる充実を目指して―
今井健二 社団法人日本学校歯科医会 常務理事

（平成２３・２４年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進委員会」担当）

解 説 『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）の改訂について

安井利一 明海大学 学長
（文部科学省『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』作成委員会 座長）

望ましい生活習慣形成のための
歯・口の健康づくり
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わが国の幼児・児童生徒の歯・口の健康づくりの取り組みは，こ
れまでむし歯予防を中心に展開され，成果を上げてきました。しか
しながら，近年，歯周病や咀嚼・摂食にかかわる口腔機能の未発達
などの課題が指摘され，とりわけ，生活習慣に起因する歯周病等の
生活習慣病の予防は国民的な課題となっています。また，平成７年
度より学校における歯科健康診断に導入された「CO」「GO」につ
いても，その事後措置の在り方等にかかわる課題が残されており，
幼稚園，小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校
等の各学校で子どもの発達段階や特性に応じた継続的な教育・指導
を進めるとともに，望ましい生活習慣の形成を目指して学校・家
庭・地域社会が連携して子どもの生きる力をはぐくむ歯・口の健康
づくりをより効果的に展開していくことが求められています。

本会では，これまでの「むし歯予防推進指定校」や「歯・口の健
康つくり推進指定校」の成果と学校保健安全法の趣旨を踏まえつ
つ，平成１７年度より実施していた「生活習慣病予防等を目指した
歯・口の健康つくり調査研究事業」を発展的に継続し，生涯にわた
る健康づくりの源である望ましい生活習慣の形成につながる歯・口
の健康づくりの取り組みについて研究を進め，学校歯科保健のさら
なる充実と子どもの生きる力の育成に資することを目的として，本
年度より「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業～望ま
しい生活習慣の形成を目指して～」（以下，「本事業」という。）を
実施することといたしました。
そこで，本事業の意義やこれまでの成果を振り返りながら，望ま

しい生活習慣形成のための歯・口の健康づくりに関して，学校現場
でどのように取り組んでいけばよいのかといった点について考えて
みたいと思います。まず，学識者の立場から，従前より推進事業の
委員としてご協力いただいている戸田芳雄先生に本事業の意義や効
果的な展開について，また，赤坂守人先生には子どもの生活習慣と
歯・口の健康づくりの関係について，その知見をご披露いただきま
す。学校現場の立場からは，前期の推進校より，学校歯科医の早乙
女雅彦先生，同じく養護教諭の齋藤小百合先生にそれぞれの学校に
おける実践事例をご報告いただきます。さらに，本会執行部より，
担当役員である今井健二常務理事に事業の歩みや今後の発展に寄せ
る期待などを述べていただきます。
最後に，文部科学省の学校歯科保健参考資料『「生きる力」をは
ぐくむ学校での歯・口の健康づくり』改訂版作成の座長を務められ
た安井利一先生に今般の改訂の要点についてご解説いただきますの
で，今後の学校歯科保健活動にお役立ていただければ幸いです。

＊編集注
「歯・口の健康つくり」……今年度より
「歯・口の健康づくり」と表記しますが，
過去の事業名称や前年度の取り組み報告に
関しましては，従前通り「歯・口の健康つ
くり」という表現を使用しております。
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1.歯・口の健康づくり推進事業の意義

歯・口の健康づくりを通して，生活習慣を改善
し，「生きる力」の基礎を培うことを目的とする本
事業は，昭和５３年から文部省（のちに文部科学省）
で実施してきた「むし歯予防推進校」，「歯・口の健
康つくり推進校」を発展させたもので，全国の幼稚
園，小・中・高等学校，特別支援学校およびそれら
を含む地域を対象に，平成１９年度から社団法人日本
学校歯科医会が実施している事業である。
学校における歯・口の健康づくり（学校歯科保

健）は，子どもが自分の歯や口の健康状態に関心を
持ち，歯や口の健康上の問題を自分で考え，処理で
きるような資質や能力を身に付け，生涯を通じて健
康で活力のある生活を送る基礎を培うことをねらい
としている。そのためには，子ども自らが，歯・口
の健康を題材にした学習によって健康の大切さに気
付き，歯みがきや食生活などの生活行動を主体的に
改善し，他律的な健康づくりから徐々に自律的な健
康づくりができるよう指導するとともに，教職員の
体制を整備し，家庭，地域の関係者と連携して子ど

もの歯・口を入り口に，心身の健康づくり全体に積
極的に支援していく必要がある。
近年，むし歯以外にも咀嚼など口腔機能の未発達
や歯肉炎の増加，多くの歯牙傷害（障害）の発生など
「口（口腔）」にかかわる新たな課題が指摘されて
おり，集団または個別に多様な対応が必要となって
いる。とりわけ，生命を維持し，健康を保持増進す
るとともに，豊かな社会性や人格の形成を図るため
にも重要な「食育」とも関連させながら，これまで
のむし歯の早期発見・早期治療など疾病対応に終わ
らず，食べる，話すなど「口」の機能の健全な発達
を促すための適切な指導や対応，基本的な生活習慣
や生活リズムの形成，安全な環境づくりと歯・口の
防護等に努めることなどが重要となってきている。
従来から「子どもの歯・口から生活が見える」と
言われ，いじめや虐待など子どもの生活を取り巻く
人間関係上の課題なども見えてくることがある。食
習慣を含む基本的な生活習慣や生活リズムの形成
は，成長期にある子どもにとってきわめて重要であ
り，学習指導要領第１の３「体育・健康に関する指
導」の趣旨を踏まえ，疾病の予防にとどまらない生

学識者の立場から
各論①

学校，家庭，地域ぐるみで取り組む
歯・口の健康づくり推進事業の
意義と効果的な展開について
戸田芳雄 東京女子体育大学 体育学部体育学科 教授

心身の健康を保持増進し，子どもの健康づくりを支援する学校づくりを目指す「生
きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」は，歯・口の健康づくりを中核として，教
育を通して子どもの自律的な健康づくりのための能力や態度の育成を図るとともに，学校で
の健康教育の推進（支援）に必要な体制づくりや環境の改善に努め，学校そのものを健康的
な（子どもの心身の健康づくりに配慮された，あるいは，支援できる）場とすることを目指
している。わが国では従前から学校，家庭，地域が一体となって子どもの健康教育や必要な
支援に力を入れている。昨今の子どもを取り巻く状況や心身の健康の実態等から一層その必
要性が高まっていると言える。
このような趣旨を踏まえ，本事業を進めるに当たっては，学校における健康教育の基本的

な進め方について理解を深めるとともに，学校経営に健康教育をしっかりと位置付け，歯・
口の健康づくりを中核（基礎・基本，あるいは主たる内容）として，保健教育，保健管理お
よび組織活動を含む学校保健活動のマネジメントと評価に力を入れ，指定終了後にも継続で
きる健康教育に関する取組の基礎づくりを目指す。

要約
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2.学校全体で進める
組織的で効果的な展開について

涯にわたる健康の基礎を培うもので，本事業が生活
習慣病の予防等を目指しているのは，そのような理
由からである。
また，指導を進める際に，子どもに主体的な課題
解決の能力など「生きる力」をはぐくむための指導
の工夫とヘルスプロモーションの理念を踏まえ，
歯・口の健康づくりにかかわる健康的な個人の生活
行動（ライフスタイル）の実践および環境と支援体
制改善への取組が重要となることは，言うまでもな
い。以下，『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づく
り推進マニュアル』１）（日本学校歯科医会 平成２３年
３月発行）を元に，学校全体で進める歯・口の健康
づくりの組織的で効果的な展開について述べる（図
１）。

１）見通しを持って，計画的に研究（実践）を進める
歯・口の健康づくりの取組や研究を円滑かつ効果
的に進めるためには，学校保健に関する総合的な企
画・調整（マネジメント）を担う保健主事と，専門
的な識見を有し関係職員や地域の関係者・関連機関
等とのコーディネーターとしての役割を果たす養護
教諭と密接に連携しながら，研究主任等をリーダー
として，学校健康教育を活性化し，計画的で組織的
な取組を推進する必要がある。

具体的には，準備 Preparation（実態等の把握，
課題の焦点化）を行った上で，計画 Plan（目標や
重点の設定，計画の作成），実施 Do（校務分掌，
組織体制の整備），評価 Check（組織的な評価と情
報の共有），改善 Action（修正，改善）のサイクル
を重視し，常に見直し，改善していくことが大切で
ある（図２）。
特に，準備のための調査等による情報収集が重要
であり，前年度までの健康診断結果の集約と課題の
整理，歯みがき，おやつや間食，生活リズムなど基
本的な生活習慣の実態調査，歯・口の健康の状態（健
康診断結果），これまでの学校等の取組の経過や課
題，家庭や地域の歯・口の健康への関心や支援の状
況等について，子ども，保護者，教職員，地域の関
係機関・団体等の関係者を対象に実施する。方法と
しては，アンケート（質問紙）調査，統計整理，観
察，聞き取り等があり，学校保健委員会，職員会
議，PTA活動時，学級懇談会等の際に実施するこ
とが考えられる。

図２ 学校保健活動とマネジメント
図１ 『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり
推進マニュアル』（表紙）

『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進マニュア
ル』１）P２より
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また，調査の時期としては，準備の段階として，
研究指定の取組前あるいは初期に行うことから始
め，その後の取組中，個々の取組直後，取組終了時
などに観察や調査を実施し，結果を蓄積していく。
それらをもとに，学期または毎年度末等に調査を実
施し，学校経営の評価に組み入れ，翌年度の計画作
成や実施の改善に役立てる。

２）子どもの実態（現状）等を把握し，課題を整理
する
「むし歯が少ないのに，学校では何をすればよい
のか」という声を聞くことがある。確かに，近年，
むし歯は少なくなっているが，むし歯以外にも咀嚼
など口腔機能の未発達や歯肉炎の増加，多くの歯牙
傷害（障害）の発生など歯・口にかかわる新たな課
題が指摘されており，集団または個別に多様な対応
が必要となっているのである。また，むし歯の早期
発見・早期治療など疾病対応に終わらず，「食育」
とも関連させながら，食べる，話すなど「口」の機
能の健全な発達を促すための適切な指導や対応，基
本的な生活習慣や生活リズムの形成，安全な環境づ
くりと歯・口の防護等に努めることなど「健康を志
向した」取組により，総合的に心身の健康づくりに
努めることが重要となってきている。
そのためには，むし歯の有無などの疾病の状況だ
けでなく，もっと幅広く健康な生活習慣の形成状況
とそれに関連する実態等を調査し，課題を焦点化し
て，健康づくりを通して生きる力をはぐくむという
大きな方向を持って本研究（実践）に取り組む必要
がある。

３）目標・重点を設定し，研究（実践）の計画を立
てる
効果的な実践を行うためには，整理した課題を中
核に多様な視点から検討し，適切な目標や重点を設
定するとともに，学校保健計画，歯・口の保健指導
計画，それらを受けた（包含した）研究計画等を作
成し，教職員の共通理解を図りながら，連携して
歯・口の健康づくりの個々の実践に取り組む必要が
ある。
目標設定をすることにより，目標への到達度とそ
の評価と適切な評価法が選択でき，教職員，家庭，
学校保健関係者の役割が明確になり，連携しやすく

なる。発達段階に応じた重点は，文部科学省の学校
歯科保健参考資料『「生きる力」をはぐくむ学校で
の歯・口の健康づくり』２）（平成２３年３月改訂）を参
考にされたい。
その際，実態調査結果等を踏まえ，学校教育目標
の具現化の視点から，歯・口の健康づくりを通して
目指す子どもの姿（子ども像）を描き，具体的な目
標や重点を設定する。
留意すべきこととしては，むし歯治療率など疾病
状況のみに留まらないこと，健康によい生活習慣の
形成と改善，生活習慣病予防の視点を含めること，
さらに，子ども自身の生活習慣形成のみにとどまら
ず，家庭や地域の取組・支援などもイメージできる
広がりをもつことなどヘルスプロモーションの考え
方を取り入れることなどがある。
また，いくつかの達成しやすい数値目標なども検
討すると，活動が進めやすいものと考えられる。
なお，歯・口の健康づくりを進めるために，国や都
道府県市区町村などの政策との整合性，効果的な組
織づくりと組織運営，効果的な取組や行事の実施，
学校内外の人的・物的資源，資料や情報の活用など
の多様な視点からマネジメントが進められるような
目標や重点を設定することも大切である（図３）。

４）発達段階を考慮した指導内容を整理し，具体的
な指導計画を立てる
学校教育目標を踏まえた歯・口の健康づくりの目
標・重点をもとに，発達課題等から指導内容を整理

図３ 学校保健活動と保健主事のマネジメント
『保健主事のための実務ハンドブック』３）（文部科学省）
P２３より

政策等との
整合性の検討

学校組織
学校保健活動
保健主事

効果的な
組織づくり
と組織運営

効果的な取組や
行事などの展開

資源の調査と
その有効活用

学校保健活動と保健主事のマネジメント
（４つのマネジメントの対象と業務）
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して，見通しを持って実践することで，大きな成果
が期待できる。
学校ごとに，発達段階を考慮し，到達目標や内容
を整理するためには，前述の『生きる力をはぐくむ
歯・口の健康づくり推進マニュアル』（P５～７）
が参考となる。

５）組織体制を整備し，学校，家庭，地域が連携し
て実践する
学校における歯・口の健康づくりを効果的に推進
するためには，教職員の共通理解を図り，校内の協
力体制を確立することが不可欠である。そのために
は，教職員の共通理解に基づいて役割を明確にし，
協力し合って推進していくことが重要である。ま
た，望ましい生活習慣を育てるには，家庭や PTA
との連携も不可欠である。さらに歯・口の病気の予
防や管理，治療を適切に進めるためには，地域の歯
科医療機関・団体等との連携を密にし，実行力ある
組織活動を展開していかなければならない。これら
の校内外の組織活動は，それぞれが個別に検討され
るものではなく，地域と連携した学校を目指して総
合的に推進する必要がある（図４）。

① 校内の組織整備としては，例えば，「学校保健

部」など学校保健を推進する核となる教職員の組
織を位置づけ，健康診断等を通して明らかになっ
た，それぞれの学年の発達やう蝕や歯肉の病気，
歯・口の健康に関する児童生徒の習慣や特徴など
を共通理解し，推進する。
② 家庭との連携の場面としては，例えば，家庭訪
問や個人面談，保護者会や学校参観，学級 PTA
や学校保健委員会などがあり，それらを通して定
期健康診断結果や歯みがきの状況，歯・口の健康
づくりの最新情報を随時発信し，啓発する。
③ 地域との連携の機関として，学校保健委員会が
重要である。保健にかかわる学校関係者の他，保
護者や地域の保健医療関係者が意見を交換し，協
議・研究するとともに，課題解決のために実践活
動を行うのが，学校保健委員会である（メンバー
構成例は図５を参照）。

また，地域にある幼稚園，小学校，中学校，高等
学校等の学校保健員会が連携して，地域全体の子ど
もの健康課題に取り組む組織として，地域学校保健
委員会も有効である。保健所・保健センター等との
協力関係ができ，異種学校間の交流・情報交換を通
して歯・口の健康づくりに取り組むことができる。
学校保健委員会では，定期歯科健康診断とその事

図４ 学校保健活動の構造の例
『保健主事のための実務ハンドブック』３）（文部科学省）P２５より

環境との協働（PTA，学校医，学校歯科医，学校薬剤師，教育委員会，教育関係団体，自治会 など）

学校保健活動・事業

◇生活習慣の乱れへの対応
◇メンタルヘルスをめぐる課題への対応
◇不登校への対応
◇アレルギー疾患への対応
◇性に関する健康問題への対応
◇薬物乱用への対応 など

学校経営組織
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リーダーシップ

学校保健計画

PDCAサイクル

経営資源
（人材・物財・財源・情報）
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心身の健康の
保持増進

児童生徒

保健管理・保健教育



12

後措置が終了した時期や，中間評価の時期，次年度
の年間行事計画を立てるまとめの評価の時期等に定
期的に開催していくと，学校の教育活動の中に定着
していくことができる。
歯・口の健康づくりをテーマにする場合，「CO,

GOの事後措置の方法」「噛むことと歯の健康」「歯
のけがの応急手当てや防止」など議題は委員全員が
分かりやすく，興味関心が持てる具体的なものにす
ることで，話し合いは活発になる。
また，学校における歯の保健指導は，むし歯や歯
肉炎の予防に必要な基礎的知識を理解させ，実践意
識を高めるものであり，その実践は家庭において行
われるものである。そのためには保護者が子どもの
歯・口の健康づくりに関心を持つような意識啓発や
養育態度の変容を促すようなものを効果的に取り入
れたり，さらに拡大して多くの保護者や子どもが参
加できる講演会や講習などを実施したりすることも
有効である。

６）教職員や関係者で評価し，成果と課題を共有す
る
各学校が，自らの教育活動その他の学校運営につ

いて，目指すべき目標を設定し，その達成状況や達
成に向けた取組が適切であったかどうかを評価する
ことにより，学校として組織的・継続的な改善を図
ることが益々重要となってきている。このことか
ら，歯・口の健康づくりの取組に関しても，多様な
側面から評価を実施し，その結果に基づいて指導や
管理，組織活動など学校運営の改善を図ることや評
価結果等を広く保護者等に公表し，より充実した取
組につなげていくことが求められている。
また，学校健康教育に関する評価においては，学
校経営の中での総括的な評価を実施し，結果を広く
公表・説明するとともに，個々の教育活動ごとの児
童生徒の意識や行動の変容，健康度や指導内容に関
連する医科学的検査結果なども含めた，より具体的
で多様な評価を実施し，PDCA（Plan-Do-Check-
Action）のサイクルの中で，日常の教育活動等の改
善に役立てることも重要と考えられる。
具体的には，指導・研究体制，指導の経過や方法
等，成果や課題，学習環境などに関して各学校で評
価の観点を設定して，観察や質問紙，健康診断結果
などを元に，全教職員による自己評価，保護者など
の学校の関係者による評価（「学校関係者評価」）を
実施する。
評価項目としては次のようなものが考えられる。

① 指導の評価
○指導計画の評価
○指導・実践の方法や取組過程等の評価
○指導の成果の評価
・児童生徒の意識，行動，健康度の変容
・保護者（および地域の人々）の意識，行動
の変容
・むし歯，歯肉等の状況その他

② 研究の体制，過程（手順）等の評価
○研究体制と各組織の活動の評価
○研究の計画および過程（手順）等の評価
○研究の成果の評価
○学校歯科医，家庭，地域社会等との連携状況
の評価

③ 歯・口の健康づくりにかかわる学習環境等の

評価
○掲示物の内容と時期
○洗口場等の整備，活用の工夫

図５ 学校保健委員会の構成メンバー例
『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進マニュア
ル』１）P９より

学校保健委員会の構成メンバー例
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3.おわりに
なお，子ども自身の自己評価や指導の双方に役立
つセルフチェックなども有効である（図６）。

７）成果と課題を元に，取組を改善する
教職員および保護者，地域の関係者などの積極的
な参画を進め，評価の結果等から目標・重点，計画
や組織，取組の方法等を改善することが重要であ
る。手順の一例を図７で紹介する。

健康・体力は，生きる力そのものであるととも
に，生きる力を支えるために不可欠なものである。
新学習指導要領では，確かな学力の育成が叫ばれて
いるが，その基盤として，豊かな心や健康・体力の
育成との調和のとれた教育が必要であると強調され
ている。健康は，直接，目に見えず，健康なときは

組
織
的
な
評
価
と
情
報
共
有

学
校
保
健
委
員
会
・
職
員
会
議
等
で
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等
の
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決
定
・
校
長

��

保
健
部
等
で
の
検
討

目標・重点の修正

�� ��

計画の修正・改善

組織や役割分担の修正・改善

指導や管理の方法の改善

校内の役割分担や協力体制の構築

家庭や地域との連携による組織活動の改善

図６ セルフチェックカードとレーダーチャート
『歯・口の健康と食べる機能Ⅱ』１３）（財団法人日本学校保健会）P６，P１０より

図７ 学校保健活動改善の手順の一例
『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進マニュアル』１）P１１より
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自覚もほとんどない。健康が当たり前の大多数の子
どもにとって分かりにくく，学習しにくいというの
が一般的である。
しかしながら，歯・口は直接目に見え，触れるこ
とのできる優れた学習材（教材）である。とりわ
け，GO（歯周疾患要観察者）やCO（要観察歯）
は，子ども自身が観察できる上，健康な状態に回復
させることさえでき，自身の努力による目標達成で
自己効力感も体験させることができる。また，マウ
スガード等の歯・口のけがの防止に関する学習で
は，自分自身を守り，大切にする方法を身に付ける
ことができる。
本事業を受託いただいた学校・地域で，この優れ
た学習材である歯・口を入り口に，健康の大切さに
気付き，歯みがきや食生活などの生活行動を主体的
に改善し，自律的な健康づくりができ，ひいては，
健康教育を通じて子どもに生きる力をはぐくむこと
につながるような取組を展開し，生涯にわたる健康
な生活を営む実践力の育成を目指して，大きな成果
を上げられるよう期待している。
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３）文部科学省：保健主事のための実務ハンドブック，
２０１０．
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ル，２０００．

１５）財団法人日本学校保健会：学校保健活動推進マニュ
アル，２００３．

１６）山本幹夫監訳，島内憲夫翻訳：ヘルス・フォー・
オール，垣内出版株式会社，１９９０．
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1.はじめに

従来の学校歯科保健活動は，主に子どもに広く蔓
延し急性に進行するむし歯に対応したもので，した
がって児童生徒の健康診断を中心にしたむし歯の診
査と判定にあり，早期に発見し治療勧告するという
保健管理を重視したものであった。平成７年，学校
保健法施行規則の改正に伴い，『児童生徒の健康診
断マニュアル（改訂版）』１）が発刊されており，この
ときの健康診断の考え方と事後措置が大きな転換点
になっている。すなわち，健康であるか否かのふる
い分けを目標にした健康度をスクリーニングすると
いう取り組みに変わり，さらに診断後の事後措置と
して学校での健康相談や保健教育を通じて，一次予
防による健康増進と疾病予防に力点を置くように
なった。而して，健康診断による結果が，教育活動
の一貫として位置づけられる時代となった。さらに
近年では，各学校種の「学習指導要領」２）の改正が行
われ，「学校保健法」も一部改正され「学校保健安
全法」３）として施行されている。また，学校関係者に
広く読まれている文部科学省の学校歯科保健参考資
料『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康

づくり』４）も上記の改正に伴って，平成２３年３月に改
訂されている。このような改訂の基盤には，学校で
の子どもたちの健康教育をさらに重視し，推進する
ために，家庭，地域との連携を深めながら，小児期
の基本的生活習慣の形成期に，生涯保健を見据えた
学校保健活動を展開しようというねらいがある。
現代の児童生徒の健康課題は，多様化し深刻化し
ている。すなわち現代では児童生徒の日常の生活習
慣に起因する健康問題すなわち生活習慣病が課題に
なっている。生活習慣病の定義として公衆衛生審議
会答申（厚生省）では，「生活習慣病とは，食習慣，
運動習慣，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣が，その
発症・進行に関与する疾患群をいう」５）としている。
社会環境の変化により発病する高血圧，脂質異常
症，２型糖尿病など過去には「成人病」と言われ成
人期以降にみられる疾病とされていたが，現代で
は，それらの発病時期は低年齢化し，すでに小児期
にその徴候はみられることが報告されている。歯科
領域でも，歯周病は成人の生活習慣病との認識で
あったが，現在，小児期の歯周病が増加し，発病時
期も低年齢化していると報告されている。
食生活の乱れ，運動不足，不規則な生活リズム，

学識者の立場から
各論②

子どもの生活習慣と
歯・口の健康づくり
～発育段階を視点に，
学校・家庭・地域の連携を考える～

赤坂守人 日本大学 名誉教授
社団法人日本学校歯科医会 常務理事

現代の児童生徒の心と身体の健康問題が多様化・深刻化するなかで，子どもたちの
日常の生活習慣に起因する，すなわち生活習慣病が多くの課題になっている。現在，歯・口
の健康づくりにとって関係深い生活習慣としては「食習慣」，「清潔・清掃習慣」，「運動習慣
と障害」，「メンタルヘルス」などであろう。それぞれの生活習慣について，歯・口の健康づ
くりの視点から保健教育で取り組むべき具体的な課題を挙げた。さらに発育段階別に生活習
慣づくりの形成についての問題点，あるいは配慮すべき点などに言及し，それぞれの歯・口
の健康づくりの課題を挙げた。また，子どもたちの望ましい生活習慣形成にとって，学校で
の保健活動の意義を述べ，さらに家庭および地域との強い連携が必要であることと，課題と
すべき具体的な内容とともに述べた。

要約
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2.現代の児童生徒の生活習慣と
歯・口の健康づくりとの関係

ストレス等によって発症や進行に関与する疾病を生
活習慣病としているが，疾病の早期発見・早期治療
という二次予防の視点ではなく，発症以前の自主的
な健康づくりの取り組みが必要である。とりわけ，
幼児期から学齢期にかけての基本的な生活習慣を身
につける時期に，学校や家庭でのよりよい生活習慣
づくりの教育を行うことが重要である。
この点，学校歯科保健が推進している歯・口の健
康づくりは，望ましい生活習慣づくりにとっても関
連が深く重要な課題であって，今後の学校歯科保健
活動に期待したい。

口腔の疾病や口腔内環境をみると，子どもの生活
習慣や暮らしを知ることができるとも言われるよう
に，歯・口の健康づくりと生活習慣とは深い関係に
ある。
学校保健がかかわる課題，とくに学校が中核とな
り，家庭・地域が連携して取り組む課題としては「食
育推進」，「安全・安心な生活，遊びの空間の確保」，
「子どものメディア漬けの影響」の対策，「子どもの
体力・運動能力の低下傾向をくい止める」方策な
ど，子どもの生活習慣にかかわることが多い。学校
歯科保健としてこれに関係深い生活習慣としては，
１）食習慣，２）清潔・清掃習慣，３）運動習慣と
障害，４）メンタルヘルス などであろう。

１）夜型生活の低年齢化，「早寝早起き」を
わが国は比較的短期間のうちに経済成長を遂げ，
われわれの生活は豊かに便利になった。一方では働
き盛りの世代の父親の帰宅時間は遅くなり，就労す
る母親も多くなってきたために，わが国の家庭生活
の習慣やリズムは大きく変わってきており，都市
型・夜型生活化し（図１），メディアや IT化の普
及とともに，子どものからだやこころへの影響７）が
みられるようになった。
夜型生活の低年齢化も深刻である。ここ３０年ほど

の間に小・中・高校生とも起床時刻は３０分ほど遅く
なり，就寝時刻は１時間半から２時間ほど遅くなっ
ている。高校生の半数は０時を過ぎてから寝ている

図１ 学年別就寝時刻と起床時刻の平均値８）

夜型生活は，なぜいけないの？

図２ 夜型生活の影響６）
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（図２）。その結果，「朝すっきり目が覚めた」と
いっている中・高校生は１５％前後に過ぎず，３０％前
後は「眠くて朝起きられない」としている。この朝
寝坊型の生活は，午前中の体調不良，朝食の欠食，
気分のイラ立ちや落ち着きのなさなどを招き，さら
には学習能力に影響を及ぼす６）ことになる。
ヒトの生体時計の周期は，２４時間より長いため，

これに同調させる必要がある。同調に際し重要な因
子は，朝の光と食事などである。「夜ふかし→睡眠
不足・朝寝坊→昼間の活動量低下→眠れない」７）とい
うセロトニンの活性低下の悪循環を断つには，以下
のような生活習慣が重要である。

① 早起きして朝日を浴びる。
② 朝ごはんはきちっと食べ，しっかり噛んで咀
嚼筋の活動を活発にする。
③ 日中はたっぷり活動・運動する。
④ 夜ふかしになるなら，お昼寝は早めに切り上
げる。
⑤ 入眠儀式を行う（就寝前の歯みがきなど）。
⑥ テレビ，ビデオはけじめをつけて，時間を決
める。

（日本小児科学会の緊急提言より）

※なお，アンダーラインした箇所は著者が歯科保健の立場か
ら改変したものである。

現代の都市化・夜型化した生活が，現代の成人に
限らずあらゆる世代の生活習慣に関係し，影響を及

ぼしている。子どもは，大人の生活習慣に引きずり
込まれているとも言えよう。

２）食生活リズムの乱れ，「食育・食教育の推進」
生活習慣の乱れ，家庭機能の低下などを要因にし
て，子どもの食生活は変化し，心身の健康に大きく
影響している。食生活リズムの乱れのなかでも，朝
食の欠食は中・高校生の１０％前後にみられる。朝食
を食べない理由としては，男女とも「食べる時間が
ない」と「食欲がない」を理由にしているものが約
８５％を占めている（図３）。朝ごはんを十分に食べ
ないと，脳を働かせるエネルギー源であるブドウ糖
が足りなくなり，朝寝坊と同様に気分がイラ立った
り，キレやすくなって，落ち着いて勉強に集中でき
ない。つまり，朝食をしっかり食べることが午前中
落ち着いて勉強するための秘訣と言える。
現代は働く母親が増え，食事のための料理に十分
な時間をかけられなくなっている。一方，食の価値
観は多様化し，レトルト・缶詰などの調理済み食品
の使用が増加している。これら加工食品は高温で加
熱されるために，食物の組織が破壊されて噛む必要
がなく軟らかくなっている。さらに喉越しをよくす
るためにも油脂を過剰に加える傾向にある。現代の
子どもたちは食べ物をよく咀嚼しないため，唾液の
分泌も低下し，食べ物をおいしく味わい食感を生か
す食べ方が少なくなっている。食育推進・食教育は
今後の歯科保健の健康教育の主要な課題でもある。
歯科保健からは以下のようなアプローチが必要であ
る。

図３ 朝食を食べない理由９）
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① 歯・口の発育と咀嚼機能との関係
② 食物の物性，大きさ，調理形態と咀嚼機能と
の関係

③ 食器・食具，食事姿勢との関係
④ 食事時の飲み物類の飲み方，食事マナーの伝承
⑤ 五感（味覚）で食べ，五感を育む食教育
⑥ 歯・口の疾病（むし歯・歯周病）予防と健全
保持のための食事・間食指導（甘味の間食・
飲料類の食べ方・飲み方）

⑦ 学校給食（食べ方，姿勢，食具・食器）と食
教育

⑧ 窒息・誤嚥予防の食べ方教育

⑨ 栄養教諭との食育体験学習の展開のための連
携および協働活動など

⑩ 食教育の計画と実施法の具体例（図４を参照）

３）日常的な身体活動の不足から，
「日常的な運動習慣」を
日常的な身体活動が不足することは，体力の低下
につながっている。これは毎年発表される文部科学
省の「体力テスト」の結果をみても明らかである。
身体活動の不足は消費エネルギーの減少につなが
り，学齢期肥満が増加する原因の一つにもなってい
る。運動習慣は，生活習慣病のリスクファクターに

歯・口の健康づくりとしての食教育・食指導
１．よく噛んで（噛ミング３０）安全な食べ方の食支援
２．「よく味わい五感で食べ五感を育む」食体験学習
３．歯・口の健全および疾病予防の食事・間食指導

⇩
健康診断事前調査

保健調査，生活・食習慣調査（セルフチェック調査票）

⇩
⇨ 学校全体・個人

の「食」の課題 ⇨ 次年度保健
安全計画定期健康診断

⇩
保健管理 保健教育 組織活動
⇩ ⇩ ⇩

リスク児（個別）を対象
にした健康相談

集団・学級を対象にした
保健学習，保健教育

学校保健委員会・父母会
職員健康・安全部
児 童 会

教科による保健学習 特 別 活 動 学校給食指導
�
�
食生活の関心を深め�

�
，

知識の習慣化を図る
◎保健：生活習慣と病気
咀しゃくと健康

◎体育：健康な体づくり
歯周病について
その他

�
�
�
�
�

学級活動：指導計画に基づ�
�
�
�
�

き基本的な食習慣を身につ
け，食生活の理解を深める。
T. T., G. T. として歯科医も
参画する
学校行事：諸行事を通し啓発
児童会活動：給食間食について
（テーマ）
◎「咀しゃくと健康」
◎「噛ミング３０運動」
◎「歯周病と歯みがき」
◎「五感で食べる」料理体験

�
�
�

給食時に栄養教諭と�
�
�

T. T., G. T. として歯
科医も参画
（テーマ）
◎献立の多様化，栄養バ
ランス

◎皆で食べる楽しさ体験
◎よく噛みよく味わう
◎安全・安心な食べ方
◎箸，食器の正しい使い
方

地域・行政 家庭（保護者）

・地域保健委員会の活用
・地域「食・親子」フェア
・地域保健「食」健康教育
・生活習慣確立・改善運動

・保健だより（保護者
への連絡）
・噛ミング３０運動
・健康手帳の活用

図４ 食教育の計画と実施法のフロー図１０）
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影響する。パソコンやテレビゲームなど友達との遊
びも室内で過ごす時間が多く，家の掃除，料理など
家の手伝いにより，身体をこまめに動かすことが少
ない。身体活動の不足は，現在の子どもたちの体力
低下のみならず，老後の生活の質（QOL）をも著
しく低下させる。また，わが国ではときに過剰なス
ポーツ・運動が発育期における障害・外傷の原因に
なっている。近年スポーツによる顎顔面口腔の外傷
が増加，複雑化しており，これに対応して，怪我に
よる歯・口の外傷およびスポーツによる外傷予防の
ために学校での安全・安心教育の実施や指導教材の
作成と，とくにコンタクト・スポーツをする児童生
徒へのマウスガードの着用を推進する運動を勧める
べきである。さらに重度の障害が起きた場合の対処
として，日頃から学校および学校歯科医は地域の
「かかりつけ歯科医」あるいは専門性の高い歯科お
よび医科の医療機関との連携を強化しておくことが
必要になる。

４）ストレスの多い生活に
「メンタルヘルス・ケア」の重視
現代の子どもたちは，学校の宿題はもちろんのこ
と，塾過いや習いごと，パソコンやテレビゲームな
ど，勉強に遊びにと忙しく，さらに中学生は高校入
試を，高校生は大学入試を控え，受験勉強などで忙
しい。また，少子化のため集団遊びの機会が減り，
仲間をつくれないことも，ストレスの原因の一つに
なっている。ストレスを解消するよい方法は，悲し
いこと，つらいこと，楽しいことなどを一緒に感じ
てくれる人や仲間を身近に持つことである。ストレ
スによって口腔領域の諸器官に，様々な生理的な変
化が起こる。
⑴ 唾液分泌量の低下や性状の変化
〔影響：むし歯，歯周病，口臭，摂食嚥下機
能・消化機能の低下，味覚障害，感染症〕

⑵ 咀嚼筋など筋活動の緊張・疲労
〔影響：クレンチング・くいしばり，歯の咬耗
症，顔面痛〕

⑶ 下顎運動の異常
〔影響：歯ぎしり，歯の咬耗症〕
⑷ 口腔習癖の誘因
〔影響：歯列不正・咬合異常（図５），顎関節
症状，歯周病など〕

５）身体の清潔は，「歯・口の清掃習慣」から
身体の清潔は，感染から身を守るための基本的習
慣であり，皮膚における発汗などの生理的機能を維
持するためにも重要である。また，他人に対するエ
チケットとして社会生活の基本でもある。
身体の清潔に関する健康教育は必要な理由を知る
だけでなく，意識しなくても生活の中で実践する習
慣を身につけさせることが重要であり，健康教育の
出発点でもある。そのなかでも歯・口の清潔のため
の習慣は歯・口の健康づくりの最も基本となる生活
習慣である。歯と口の清掃は，食生活による歯や口
に残った食片あるいは歯や歯肉に形成され付着した
歯垢を除去し，むし歯や歯周病など口腔疾患を予防
し，また，口臭を予防するなど，人間関係のコミュ
ニケーションにも役立っている。
口腔内は細菌やウイルスなどの経口感染経路にあ
るため，各種の細菌が歯や歯肉など口腔軟組織に多
数棲息している。この点からも歯みがき，うがいな
どによる口のケアを日常の生活習慣として形成する
ことが呼吸器系感染予防の面で大切である。児童生
徒にとって歯および口の汚れ，あるいは歯肉の健康
状態などを自ら観察し確認し，その汚れを取り除
き，健康状態を維持することは，健康教育，保健指
導には最も適している。とくに学校での歯みがき指
導の展開例には古くから多くの蓄積があり，今後の
歯周病の増加と低年齢化が予測されるなか，最も実
践されるべき課題である。安井１１）は，「歯肉炎は比
較的短期に生活習慣の問題があると判断でき，むし
歯は比較的長期にわたる生活習慣に課題があると判
定される。したがって，歯肉炎では課題の発見から
解決方法の学習そして実践から改善までが短期に学

図５ 爪噛みによる開咬（７歳女児の例）
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3.児童生徒の生活習慣
および歯・口の健康状態の実態把握

4.発育段階別（領域別）
歯・口の健康づくりと生活習慣

習できる。一方，むし歯はCOであっても，長期間
の生活習慣から発生してくるので，改善といっても
むし歯の進行状態を判断することは容易ではなく，
子どもたちの理解が難しい。COがあれば歯肉炎の
ある場合が普通なので，最初に，歯肉炎の指導から
入るほうが容易である。正しい生活習慣を学習する
よい機会となるし，自己努力によって，短期に改善
されることから学習効果も高い」と述べている。

学校における健康診断はリスク・スクリーニング
であるが，その健康診断の結果を十分に踏まえ，教
育の力によって子ども全体の健康の保持増進を図る
方法（ポピュレーション・アプローチ），一方，問
題のある子どもに対しては学校保健関係者が健康相
談や家庭や医療機関との連携の中で個々の対応（ハ
イリスク・アプローチ）（図６）を行う方法がある。
子どもたちへの健康診断の事後措置あるいは保健指
導を進めるためには，上記のアプローチ手段による
が，これらの手段を検討するためにも，児童生徒の
健康状態の把握が必要になってくる。さらに児童生
徒の健康課題は，生活習慣を要因にすることが多い
ため，生活環境調査や食生活調査などを行うことも
ときに必要である。それは，児童生徒への保健教
育，保健管理の効果を評価する面から必要である。
したがって児童生徒に限らず，学校から家庭への啓
発的な保健情報を伝える際でも，できるだけ学校で
の健康調査や診断結果あるいは学校保健委員会の報

告を織り込みながら，身近なこととして感じ考えて
もらうためにも大切である。
⑴ 学級担任，養護教諭など学校関係者による健

康観察から

歯・口の健康状態の健康観察のポイント（顔
貌，姿勢，歯・口腔の傷，口臭など）
⑵ 学校健康診断時の保健調査票および生活習慣

調査票から

チェック項目のうち「歯並びが気になる」，「歯
肉から血が出る」，「学校歯科医に相談したいこ
とがある」などにとくに注意する。
⑶ 学校歯科健康診断結果から

むし歯被患率，一人平均むし歯数（一人平均
DMF歯数），CO所有者率，歯肉炎所有者率な
ど。
⑷ その他，歯・口の健康課題別の保健指導調査

から

〔例：食べる（間食）指導，歯肉炎指導のセル
フ・チェックシートを使用する。図７，図８を
参照。〕

児童生徒の歯・口の健康づくりはそれぞれの発達
段階の心と体の特性を理解し，さらに子どもたちの
生活状況や生活習慣を知って，それに応じた歯・口
の健康づくりを進めることが必要である。本稿で
は，発育段階による歯・口の健康づくりの課題につ
いて，文部科学省の学校歯科保健参考資料『「生き

教育力
子どもの集団人

数

改 善
健康教育等によるリスク低下
（ポピュレーション・アプローチ）

ハイリスク者
専門的な管理等によるリスク
低下の支援
（ハイリスク・アプローチ）改 善

高い健康レベル 低い健康レベル

図６ ポピュレーション・アプローチとハイリスク・アプローチ１２）
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る力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』を
参考にしている。

１）幼児期（幼稚園）
乳歯のむし歯の発生をみると，現状では１歳から
４歳までに約４割の幼児がむし歯を持ち，さらに６
歳までに約６割の幼児がむし歯を持つようになる。
したがって，この時期は乳歯のむし歯予坊の重要な
時期である。この点で保護者の仕上げみがきと共
に，幼児の歯みがき習慣と正しい間食習慣の形成が
望まれる。
歯・口の健康づくりからの食教育では，食べる機
能の基本を獲得する「食べ方」の支援を中心に，味
覚など五感を育む最も重要な時期であるので，五感
を刺激する食べ方の支援を行う。
なお，幼児期は積極的かつ自律的な健康づくり行
動は困難であることから，母親に依存する他律的な
健康づくりになるため，基本的な生活習慣や態度づ
くりを，家庭および地域社会との連携の中で育成す
ることが必要である。とくに就労する母親がますま
す多くなる現代では，家庭での育児と幼稚園・保育
所での集団保育による役割分担の育児が重視され

る。そこで，幼児の子育ては「地域社会で育てる」
という体制づくりが重要であって，育児支援を地域
社会と共有することが今後の課題になろう。
＜歯・口の健康づくり課題＞
⑴ よく噛んで食べる習慣
⑵ 好き嫌いを作らない
⑶ 食事と間食の規則的な習慣
⑷ 乳歯のむし歯予防と管理
⑸ 歯の清掃の開始と習慣化
⑹ 歯・口の外傷を予防する環境づくりなど

２）児童期（小学生）
児童期は，基本的な生活習慣の確立を図りなが
ら，さらに歯・口の健康づくりに対しては，自律的
に取り組むことを支援することが重要である。「生
きる力」をはぐくむための健康課題としての歯・口
の健康づくりは，児童にとっては日常的で共通性の
ある題材であり，課題の発見が容易であって，解決
には自律的な判断と行動が要求される。
小学校低学年においては，幼児期と同じように児
童自らが自律的に気づき行動し問題を解決すること
は困難が伴うので，学校，家庭で正しい行動が学習で

図７ 歯肉の状態や生活習慣のセルフ・チェック１３） 図８ 歯肉の状態や生活習慣のセルフ・チェックのレー
ダーチャート１４）
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きるような周囲の人々との支援や連携が必要になる。
中学年においては，基本的な生活習慣の確立を図
りながら，理解度が増してくるので，「なぜ」「どう
して」というような原因についても考えるようにす
る。しかし，生活行動の拡大に伴い生活習慣が崩れ
たり，頭で理解しても実践行動に結び付かない場合
も多いので注意が必要である。
高学年においては，社会性の発達が著しく，自己
中心型から自・他あるいは個・集団を理解し，判断
力も増加し自律的な生活が可能になってくる。この
時期は基本的生活習慣をさらに意識化し，確立させ
る段階でもある。体験を通しての達成感を持つこと
が必要であるので，家庭との協働が重要である。
＜歯・口の健康づくり課題＞
○低学年：
⑴ 好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣
⑵ 規則的な食事と間食の習慣
⑶ 第一大臼歯のむし歯予防と管理
⑷ 歯の萌出と身体の発育への気付き
⑸ 自分の歯・口を観察する習慣
⑹ 食後の歯・口の清掃の習慣化の自律
⑺ 衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防

○中学年：
⑴ 好き嫌いなく，よく噛んで食べる習慣の確
立
⑵ 規則的な食事と間食の習慣の確立
⑶ 上顎前歯や第一大臼歯のむし歯予防と管理
⑷ 歯肉炎の原因と予防方法の理解
⑸ 自分に合った歯・口の清掃の工夫
⑹ 歯の形と働きの理解（歯の交換期）
⑺ 衝突・転倒等による歯・口の外傷の予防

○高学年：
⑴ 咀嚼と体の働きや健康とのかかわりの理解
⑵ むし歯の原因とその予防方法の理解と実践
⑶ 第二大臼歯のむし歯予防と管理
⑷ 歯周病の原因とその予防方法の理解と実践
⑸ 自律的な歯・口の健康的な生活習慣づくり
の確立
⑹ スポーツや運動等での歯・口の外傷予防の
大切さや方法の理解

３）生徒期（中学生）
この時期は健康を意識する場面が少なく，健康行

動よりも外面的な美しさを求めるような行動様式を
取ることが多くなる。また，生活範囲の拡大や課外
活動等への参加に伴う生活時間の変化や夜型の生活
になりがちなど生活習慣に大きな変化がみられる時
期でもある。
またストレスへの感受性が高くなって心理的な影
響が現れやすくなり，さまざまな健康問題が顕在化
してくる。健康行動が希簿化すると，とくに口腔内
は不潔となり，性ホルモンの影響もあって歯肉炎の
発症から歯肉出血さらに口臭がみられるようにな
る。近年の歯肉炎発病時期の低年齢化などを考慮す
ると，今後，生涯歯科保健の視点からも，中学生を
対象にした歯肉炎予防の歯科保健教育は最も重要な
課題になり，これらの課題を達成することによって
食習慣など望ましい生活習慣づくりにも良い影響を
及ぼしてくる。
＜歯・口の健康づくりの課題＞
⑴ 咀嚼と体の働きや健康とのかかわりの理解
⑵ 歯周病の原因と生活習慣の改善方法の理解と
実践
⑶ 第二大臼歯および歯の隣接面のむし歯の予防
方法の理解
⑷ 歯周病や口臭の原因と予防等に関する理解
⑸ 歯・口の清掃方法の確立
⑹ 食事や間食の習慣，生活リズムの確立
⑺ 運動やスポーツでの外傷の予防の意義・方法
の理解

４）生徒期（高校生）
歯列不正や不正咬合あるいは顎関節症や口臭に関
して興味・関心を持つ生徒がみられるようになり，
歯肉炎で歯みがき時に出血するような場合にはとく
に関心を持つようになる。高校生では，中学生にも
増して疾病の背景因子について科学的な説明が必要
である。成人期を間近に控えて，生涯にわたる健康
づくりの視点が必要であって，口腔の健康，とくに
歯周病と全身の健康との関係（図９）をこの時期か
ら理解・認識していることが大切である。また高校
生期になるとバスケットボールなどのコンタクト・
スポーツや野球などで「歯・口の傷害」の件数が圧
倒的に多くなるので，生涯にわたる安全確保の視点
から，安全学習・安全指導を推進し，理解を深める
ことを考慮する。また，実際的な外傷予防のために
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5.望ましい生活習慣づくりと
歯・口の健康づくりとしての
家庭および地域との連携

マウスガードの装着が効果的であることを理解させ
たい。
また，近年では，十代後半の出生率が一つのピー
クとなっているので，子どもを産み育てる時期を前
にして，妊娠や胎児への理解と健康への注意，また
親になることについての教育なども必要になってく
る。とくに十代の妊娠による低出生体重児が増加し
ており，その要因にもなる喫煙・薬物服用，歯周
炎，痩身のための過剰なダイエットには注意し，そ
の予防のための学習をすることが重要である。
＜歯・口の健康づくりの課題＞
⑴ 生涯にわたる健康づくりにおける歯・口の健
康の重要性の理解
⑵ 歯・口の健康づくりに必要な生活習慣（咀
嚼，規則的な食事と歯・口の清掃等）の確立
⑶ 歯周病の予防の意義と方法の理解と実践
⑷ 自分の歯・口の健康課題への対応
⑸ 運動やスポーツでの歯・口の外傷の予防の意
義や方法の理解と実践

５）特別な支援を必要とする子ども
特別な支援を必要とする子どもの歯・口の健康づ
くりは，生涯にわたる健康づくりの基礎として，ま
た生活の自立やQOLの向上あるいは社会参加の視
点から，さらには二次的な障害を防止するためにも
重要な課題であると言える。一人ひとりの障害の種
類や程度に応じた個別の目標を設定することが重要
である。基本的には学校歯科医あるいは専門家等の
指導・管理の下で，学校と家庭が連携し，障害がも
たらす口腔環境への影響の理解と，その悪化を防止
するための支援方策への配慮が必要である。

＜歯・口の健康づくりの課題＞
⑴ 歯・口の健康の大切さの理解
⑵ 歯・口の発育と機能の発達の理解
⑶ 歯・口の健康づくりに必要な生活習慣の確立
と実践
⑷ むし歯や歯周病の原因と予防方法の理解と実践
⑸ 障害の状態，発達段階を踏まえた支援と管理
の実践
⑹ 必要な介助と支援の実践
⑺ 歯・口の外傷の予防の支援と管理

子どもの歯・口の健康に対する望ましい態度と習
慣の育成は，特に家庭における保護者の養育態度に
負うところが大きい。学校における歯・口の健康づ
くりの指導は，歯のみがき方を始め，むし歯や歯肉
の病気の予防，食生活の在り方など歯・口の健康づ
くりに必要な基礎的な事項について正しく理解させ
るものであり，その主な実践の場は家庭である。し
かし，保護者の関心や意識，養育態度には差がある
と考えられるので，学校における歯・口の健康づく
りの方針や内容が保護者に十分周知され，理解され
ることが大切で，家庭で実践できるような情報の提
供を行い，保護者の意識啓発や養育態度の良好な変
容を促す必要がある。学校と家庭が一体となり，連
携協力しながら，歯・口の健康づくりの推進に努め
ていくことが大切である。
藤井ら１６）は「児童生徒と両親の生活習慣病危険因
子の相関に関する研究」を報告しているが，平成１８
年に長野県のある町の子どもとその保護者の健康調
査に参加した小学生１１７人，中学生９９人計２１６人とそ
の父親１９７人，母親２１３人を対象としている。その結
果，就寝時刻・起床時刻・睡眠時間といった生活リ
ズムは，母親と小・中学生で有意な正の相関がみら
れ，小学生よりも中学生とのより強い関連が認めら
れた。小学生は平均して親よりも就寝時刻が早く睡
眠時間は長いが，中学生になると部活動や塾の影響
で就寝時刻が遅く夜型生活になる反面，起床時刻は
長距離の通学になるため小学生よりも早くなり，相
対的に睡眠時間は短くなっていた。食習慣で両親と

図９ 口腔の健康と全身の健康との相互関係１５）
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小・中学生との間で有意な関連がみられた項目は，
朝食や野菜の摂取頻度，インスタント食品や清涼飲
料水の摂取頻度であった。さらに母親とは，間食・
夜食やスナック菓子の摂取頻度で有意な関運がみら
れ，とくに中学生よりも小学生の方が母親の食習慣
が大きく影響していた。
＜歯・口の健康づくりの課題＞
⑴ 学校保健委員会の活性化と学校歯科医の参加
⑵ 地域学校保健委員会の重視（各学校種間，行
政，医療機関）
⑶ 家庭と学校の連携（例：歯科健康診断結果の
健康相談の重視）
⑷ 幼稚園と保育所の一体化の推進。幼稚園，小
学校，中学校間の一貫性ある保健管理，保健教
育の推進（例：幼児から中学生までの歯・口腔
健康手帳の作成など）。
⑸ 地域のかかりつけ医（歯科医），専門医療機
関との連携
児童生徒・教職員の多様化する健康および安
全・事故に対し，学校および学校歯科医と地域
のかかりつけ歯科医および専門的医療機関との
対応を行い，継続的な支援のためにも連携を強
化する。
① 歯科医師会と学校歯科医会（部会）の連携
および協働活動。

② かかりつけ歯科医と学校歯科医の情報交
換，学校歯科医研修会へのかかりつけ歯科
医参加。

③ 専門的な歯科・医科医療機関との連携・協
働作業。

④ 学校歯科保健活動についての啓発事業。教
育・保育，福祉，歯科・医科の医療分野，
栄養分野，行政など各関係者への広報およ
び啓発活動など。
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1.はじめに

2.研究目標と全体計画，
学校歯科医としての目標

日本学校歯科医会より委託を受けて，本校が平成
２１・２２年度の「生活習慣病予防等を目指した歯・口
の健康つくり調査研究事業」の実践校となった。
本校の所在地，栃木市都賀町は市の中心からは少
し離れた農業を中心とする町であり本校ものどかな
田園風景の中にある。明治２０年の創立で歴史のある
古い学校であり，平成２２年度における児童数は２４４
人，２年，３年，５年生が１クラス，他は２クラス，
特別支援学級２クラスの合計１１クラスである。
本校の学校歯科医である著者の歯科医院は，本校
より５００メートル程度の至近距離にあり，本校の先
生方も医院スタッフも必要があればいつでも行き来
できる利便性を有している。また，歯科医師４名，
歯科衛生士７名，総スタッフ２５名と地方ではやや大
規模な歯科医院である。医院は現在，定期管理・予
防歯科診療を推進しており，「地域の人々の歯・口

の健康を守るためには予防歯科の概念を地域に啓発
する必要がある」との認識から歯科衛生士を中心と
して，産婦人科医院や私立幼稚園等において定期的
に予防歯科に関するセミナー等を行っており，小学
校における今回の研究事業への協力活動もその一環
としてとらえ，医院の総力を挙げて取り組んだ。

本校では，研究主題を「自分の生活を見つめ，生
き生きと活動できる子どもの育成―歯・口の健康つ

平成２１・２２年度「生活習慣病予防等
を目指した歯・口の健康つくり調査
研究事業」報告
―学校歯科医としての取り組みを中心に―
早乙女雅彦 栃木県栃木市立家中小学校 学校歯科医

本校が委託を受けた平成２１・２２年度「生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つ
くり調査研究事業」の実践概要につき，学校歯科医としての取り組みを中心に報告する。
学校歯科医がかかわった主な取り組みとして，学校歯科医や医院スタッフがゲストティー

チャーとして多くの授業に参加し，歯・口の健康つくりのためのアドバイスを行った。ま
た，約１０年間継続していたブラッシング指導の改善策として保護者にも参加してもらい，児
童の口腔内写真を添付した報告書を児童の家庭に配布した。さらに教職員に対しては歯科健
康診断とブラッシング指導を実施した。その他，予防歯科に関する講話や学校での日常指
導，児童活動，家庭・関係諸機関との連携活動などあらゆる面で児童や保護者に対し歯・口
の健康のための望ましい生活習慣を身につけるための取り組みを実施した。
これらの取り組みを行ったことにより以下のような結果が得られた。

１．歯科健康診断において乳歯・永久歯ともに未処置歯数の大幅な改善がみられた。
２．教職員の歯科健康診断およびアンケート調査の結果から，歯・口の健康に関する意識の

向上と口腔環境の改善がみられた。
３．児童ならびに保護者へのアンケート調査の結果から，双方に歯・口の健康に関する意識
の向上がみられた。

学校現場の立場から
学校歯科医

要約

※研究事業への協力活動は，学校歯科医（著者）１人
ではなく，勤務医，歯科衛生士を中心とする医院全
体がチームとしてかかわったものであるため，学校
歯科医としての法的な立場は理解しているが，本稿
では「学校歯科医」ではなくあえて「学校歯科医
院」と表現させていただく。
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3.研究の実践内容

くりをとおして―」とし，さらに「学校教育目標」
ならびに「健康教育目標」に基づいて本研究の目標
を「自分の生活を見つめ正しい知識をもって健康つ
くりに意欲的に取り組む子どもの育成を図るため
に，家庭や関係諸機関と連携し『歯・口の健康つく
り』のための効果的な指導の在り方を探る」とし
た。
上記のような目標のもとに事業計画を策定し，具
体的内容として児童の健康だけでなく，家族や地域
との連携を図り，その人々の心身の健康への関心を
高めていくこと，さらに健康つくりだけではなくこ
の研究から多くのよい影響を派生させ「生きる力」
を育てていくこと１）も研究を行う上での課題とし
て，以下の４つの内容について研究活動に取り組ん
だ。
⑴ 授業における取り組み
⑵ 日常指導の取り組み
⑶ 児童主体の活動についての取り組み
⑷ 家庭，関係諸機関との連携
図１に研究全体構想図を示す２）。
本校における平成２０年度の健康診断結果によれ

ば，児童全体のむし歯の有病者率は７８．３２％，一人
平均DMF歯数は３．４６本であり，COや GOの児童

も増加傾向にある。平成１０年から学校歯科医院※と
して毎月各クラスごとにブラッシング指導を継続し
て行っているが，ブラッシングの技術的指導のみで
はむし歯予防等に効果は表れにくく，望ましい生活
習慣が身についているとは言えない状況であり，児
童の歯・口に関する意識改革が必要であると感じて
いた。さらに児童の意識を変えるには教職員や保護
者への意識改革のためのアプローチも必要であると
考え，研究事業への医院の協力活動の目標として「児
童・保護者・教職員の予防歯科（歯・口の健康管
理）への意識の向上を目指す」ことを設定し活動に
臨んだ。

１）学校歯科医の協力活動を中心に
⑴ 授業における取り組み

学校では歯・口の健康つくりに関連した教科領域
を洗い出し，各学年の発達段階に応じた内容の指導
計画を作り，授業研究会の実施・指導法の工夫を
行った上で専門家（学校歯科医，歯科衛生士，栄養
教諭等）と連携した授業を何度も行った。著者ら学
校歯科医院のスタッフがゲストティーチャーとして

図１ 研究全体構想図
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かかわった授業について表１に示す。
研究授業の一例を示すと，平成２１年１０月に行った

３年生の研究授業では，テーマが「楽しくけんこう
で長生きできるひみつを見つけよう」というもので
あった。児童が地域にある特別養護老人ホームを訪
問し，入居しているおじいさん，おばあさんに子ど
ものころの遊び，食べ物，歯の様子，趣味や運動，
気を付けていることなどについてインタビューした
内容をもとに楽しく健康で長生きできるひみつをみ
つけ，これからの自分の生活に生かすことのできる
ことをグループごとに発表した（図２）。
また，授業のゲストティーチャーとして参加した
学校歯科医と歯科衛生士からは，いつまでも自分の
歯で健康な生活を送るためのアドバイスを行った。
この研究授業は，翌年４年生になって「生き生き元
気プランを考えよう」というテーマで継続された。
４年生でも特別養護老人ホームを訪問し，インタ
ビューや介護体験から，さらには本やインターネッ
トで調べたことをもとに，高齢者に生き生きと元気
でいてもらうためにグループごとに「食生活」「運
動」「趣味」「生活習慣（歯みがき）」というテーマ
で計画を立て発表を行った。ここでも学校歯科医が
ゲストティーチャーとして参加し，咀嚼・嚥下につ
いて，歯を多く残すことの意義や利点，歯を多く残
すために必要な生活習慣等についてのアドバイスを
行った。

⑵ ブラッシング指導

ブラッシング指導はこれまでと同じように毎月１
回１クラスずつ１時限の授業をいただいて継続した
が，内容の改善を行った。第一に保護者に対する啓
発活動を取り入れた。平成２１年度はブラッシング指

導時に各クラスにおいて保護者に参加していただ
き，ブラッシング指導を見学していただいた後に２０
分程度の講話を行った。しかし，この企画において
は保護者があまり集まらなかったことから，平成２２
年度は１年生のブラッシング指導に限り「親子歯み
がき教室」という形で保護者に参加を呼びかけたと
ころ，ほとんどの保護者が参加してくれた（図３）。
第二に，ブラッシング指導は歯科衛生士，勤務医
が３～４名のチームで行い，それまで行ってきたブ
ラッシング指導に加えて，指導時に児童一人ひとり
の口腔内写真撮影を行った上で（図４），指導内容
を記入した報告書と口腔内写真をすべての児童の家
庭に配布した（図５）。またこの報告書には保護者

表１ ゲストティーチャーとして参加した研究授業
平成２１年１０月２２日

１１月１３日

１２月２日

平成２２年１月１３日

３月１２日

６月７日

７月１日

１１月２５日

１１月２５日

３年生

６年生

２年生

５年生

６年生

１年１組

１年２組

４年生

６年生

健康で長生きできるひ
みつをみつけよう
６年生でも無関係では
ない歯肉炎
第一大臼歯をまもろう

歯や口のけがを防ぐ方
法を考えよう
「働く人に学ぼう」歯科
衛生士としてのしごと
親子歯みがき教室

親子歯みがき教室

「生き生き元気プラン」
の発表をしよう
生活のしかたと病気
「歯ぐきの病気」

担当：院長
DH柴田

担当：DH柴田

担当：院長
DH柴田

担当：岡村

担当：DH川津

ブラッシング
指導チーム
ブラッシング
指導チーム
担当：院長

担当：田代
DH柴田・川津

図３ 親子歯みがき教室

図２ 研究授業

図４ ブラッシング指導における口腔内写真撮影
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からの感想や質問を記入する欄を設け，児童を通じ
て担任の先生に返却してもらった。さらに各クラス
ごとに集計した質問に対して医院でその回答を作成
し，再度担任の先生を介して全児童の家庭に返して
もらうという方法を取り入れた（図６）。このこと
により，報告が一方通行でなく，学校歯科医院と保
護者とのコミュニケーションをとることができたの
はないかと考えている。

⑶ 予防歯科に関する講話

学校歯科医が中心となり，教職員，保護者，児童
に対して３０分～１時間の予防歯科に関する講話を２
年間で６回行った（表２）。
特に教職員に対しては平成２１年・２２年ともに医院

に来院していただき，すべての教職員の歯科健康診
断を行った。健康診断の内容については，自治体で
行っている歯周疾患検診を準用し，合わせてアン
ケート調査も行った。その後平成２１年には，教職員
のみを対象として健康診断の結果をもとに学校歯科

医の講話と歯科衛生士によるブラッシング指導を
行った（図７）。平成２２年度は学校保健委員会の中
で，保護者，児童とともに教職員についてもブラッ
シング指導を行った。
また，平成２１年・２２年ともに入学前の就学時健康

診断の際には，学校歯科医が保護者に対して予防歯
科に関する講話を行った。この講話を行ったことが
保護者の歯・口の健康への意識を高め，１年生に
なってからの「親子歯みがき教室」に多くの保護者
が参加してくれたことにつながった一つの要因では
ないかと考えている。さらに，学校保健委員会や歯
の衛生週間においても保護者や児童に対し講話を
行った。

２）その他，本校が実践した内容
学校歯科医院が協力した活動は，本校で実践され
た内容の中ではごく一部であり，学校ではその他に
も日常指導，児童活動，家庭や関係諸機関との連携
において種々の取り組みを行った（表３）。

図５ ブラッシング指導報告書

表２ 予防歯科に関する講話

図７ 教職員を対象としたブラッシング指導

図６ 保護者の質問に対する医院からの回答
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その取り組みは児童の日常生活のあらゆる面に及
んでおり，常に歯・口の健康つくりを児童や保護者
に対し意識づけできるような内容であった。主な内
容を以下に説明する。

◎養護教諭によるCO・GO該当者への個別指導
平成２２年度歯科健康診断の結果から，歯科健康診

断においてCO・GOと判定された児童が多数みら
れたため，養護教諭による個別指導を行った。
昼休みに２～４名ずつ保健室において，給食後の
歯みがきがきちんとできているか，歯の染め出しを
行って確認した後に個々の歯並びに合った歯みがき
の仕方を指導した（図８）。なお，CO・GO該当者
には毎月のブラッシング指導時にも歯科医師または
歯科衛生士が口腔内の確認と指導を行った。

◎手作り歯みがきカルタ，すごろく
歯や口の健康について低学年から親しめるよう

に，全児童と保護者が一緒に考え，手作りカルタと

すごろくを作成した（図９）。
歯みがき集会時に実際にカルタやすごろくを行
い，楽しみながら歯と口の健康について学んだ。

◎からだ情報室
児童が主体的に健康つくりについて学習できる環
境として，資料に直接触れたり視察したりできる
「からだ情報室」を設置した（図１０）。

◎歯っぴーいえなか
児童・保護者向けの啓発紙「歯っぴーいえなか」
を毎月１回以上発行した。内容は学校での研究の取
り組み紹介，授業実践報告，アンケート調査の実施
と分析結果などの報告である（図１１）。

◎生活科校外学習―歯科医院訪問―
２年生の生活科「わくわくどきどきまちたんけ
ん」では，児童が３グループに分かれて歯科医院を
訪問し，院内の設備や治療器具などの見学をし，歯
科医師や歯科衛生士，歯科技工士への質問等を行
い，歯科医院の仕事について学んだ（図１２）。

図８ CO・GO該当者への養護教諭による個別指導

図１０ からだ情報室

表３ 学校が実践した授業以外の主な取り組み

図９ 歯みがきカルタ
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4.研究事業の成果について

本校で２年間にわたり行った研究事業において一
定の成果を得ることができた。教職員の歯科健康診
断，児童・保護者へのアンケート調査の結果から
歯・口の健康に対する意識の変化がみられた。
平成２１年７月と平成２２年７月に教職員に対し歯科

健康診断を行ったが，同時に行ったアンケート調査
の結果について平成２１年と平成２２年を比較してみる
と，「かかりつけ歯科医を決めている」，また「この
１年間に歯科健康診断を受けた」と答えている教職
員が増加している。また，「歯石をとってもらっ
た」，「デンタルフロスや歯間ブラシを使っている」
と答えた教職員も増加している（図１３）。
さらに教職員の口腔内の状況については，大きな
変化とは言えないが口腔衛生状態（プラーク付着状

態）が「不良」の割合が大幅に減少し，「良好」また
は「普通」の割合が増加した。歯周疾患の指標であ
るCPI コード最大値の数でもわずかな変化ではあ
るが平成２１年は最大値４の割合が最も多かったが，
平成２２年は最大値４が減少し，最大値３が増加して
おり，歯周疾患のわずかな改善がみられた（図１４）。
次に，児童や保護者の意識変化の主なものとし
て，本校が児童に対して実施したアンケート調査の
結果から，おやつの回数が２１年度では「２回」，「３
回」と答えた児童が比較的多かったが，２２年度では
「３回以上」という児童がほとんどなく，「１回」と
答えた児童が増加しており，う蝕予防のための食生
活に関しても意識の向上がみられたのではないかと
思われる。また，保護者に対するアンケート調査
で，「歯科医院に定期的に健康診断のために連れて
行く」と答えた保護者が増加しており，平成２２年の

図１１ 啓発紙「歯っぴーいえなか」

図１４ 教職員への歯科健康診断の結果
図１３ 教職員へのアンケート調査結果

図１２ 児童の歯科医院訪問
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5.結果と考察

結果では回数の差はあるが合計６２％の保護者が定期
健康診断に連れて行くと答えている（図１５）。
短期間の取り組みであったので，児童のむし歯の
罹患率等に大きな変化はみられなかったが，注目す
べきは乳歯・永久歯ともに未処置歯の数が大きく減
少したことである。とくに４年生においては，平成
２１年度３年生だった時には学年全体で合計９５本あっ
た乳歯の未処置歯が平成２２年度は３５本に減少してい
る。永久歯も同様に平成２１年度３年生時に２９本あっ
たものが平成２２年度は１６本に減少している。この傾
向はほぼ全学年にみられた（図１６）。

本校で研究事業を行い，以下のような結果が得ら
れた。
⑴ ２年間という短期間の活動であるため，歯科健
康診断において児童のむし歯の罹患率等に関する
大きな改善はみられなかったが，乳歯・永久歯と
もに未処置歯数の大幅な改善がみられた。
⑵ 教職員の歯科健康診断およびアンケート調査結
果から，歯・口の健康に関する意識の向上と口腔
環境の改善がみられた。
⑶ 児童ならびに保護者へのアンケート調査結果か
ら，双方に歯・口の健康に関する意識の向上がみ
られた。
今回の研究事業においては本校の校長や研究主任
の先生が歯・口の健康つくりの重要性を深く認識
し，事業に積極的に取り組んで下さったことなどか
ら，教職員全員が毎年歯科医院に来院しての歯科健

康診断やブラッシング指導を受けられたことによ
り，先生方の歯・口の健康に関する意識が高まった
ものと思われる。
保護者の方々にはブラッシング指導時の報告書に
質問や感想を記入していただき，質問に対しては学
校歯科医院が回答するという方法を通じてブラッシ
ング指導の内容を十分理解していただいた。また，
学校保健委員会や就学時健康診断などを通じて予防
歯科に関する講話を数回にわたり行った。これらの
取り組みにより学校と家庭だけでなく，間接的では
あるが学校歯科医院と家庭との連携もある程度とれ
たのではないかと考えている。さらに，学校では
「歯っぴーいえなか」という啓発紙を発行したり，「わ
が家の歯っぴー情報」「歯っぴー日記」など，歯科
に関する情報を学校と家庭が共有することを目指し
た。このような取り組みを行ったことにより保護者
の歯・口の健康に関する意識が高まり，未処置歯数
の大きな減少につながったものと考えられる。
また，児童に関しては研究授業だけでなく，委員
会活動として歯みがきカルタやすごろくの作成など
を行った。そのほか，「からだ情報室」という歯科
に関する資料室や，「歯と健康に関する図書コー
ナー」を設けるなど児童が常に学習できる環境を整
備した。このように日常のあらゆる面で予防歯科を
意識させる取り組みを行ったことにより歯・口の健
康つくりに対する意識が高まったものと思われる。
以上のように，児童・保護者・教職員の歯・口の
健康つくりに関する意識は格段に向上したものと思
われ，医院の研究事業への協力活動は当初の目標を
達成することができたものと考えている。

図１５ 児童・保護者へのアンケート調査結果 図１６ 歯科健康診断の結果（未処置歯数の変化を同一児
童で比較）
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さらに本校ではこの研究事業を行う上で，歯・口
の健康つくりだけにとどまらず，児童の「生きる
力」を育てていくことにも課題として取り組んだ。
歯・口の健康を考える上で高齢者とのふれあいや歯
科医療担当者，栄養教諭等専門家からの学習を通じ
て生活習慣の形成，将来の自分の健康つくり，さら
には地域の高齢者の健康つくりについて考えるな
ど３），「生きる力」をはぐくむことに関しても十分に
成果を上げられたのではないかと感じている。
学校歯科医院としての今回の研究事業への協力は
学校歯科医１人が行ったものではなく，勤務医や歯
科衛生士によるチームとして医院が活動したことは
前述した通りである。学校におけるこれらの活動は
具体的には予防歯科に関する啓発や教育が主体であ
り，歯科医師だけでなく歯科衛生士の業務でもあ
る。実際の活動においてもブラッシング指導はほと
んど歯科衛生士主体で行っており，すべての子ども
の健康の保持・増進ができるように予防歯科活動を
行うには学校歯科医１人では限界があり，歯科衛生
士の協力があってこそ，よりきめ細やかな指導も可
能となるのではないかと考えている。しかし，すべ
ての学校において歯科衛生士の協力が得られるとは
限らないのが現状のようである。歯科衛生士の協力
を得るためには地域の歯科医師会や歯科衛生士会，
さらには自治体との協力も視野に入れた対応が必要
なのではないかと考えている。
また，医院では予防歯科の推進のために地域の産
婦人科医院や私立幼稚園においても啓発活動を行っ
ているが，これらの活動と学校歯科医院としての学
校における活動がうまくつながることが望ましいと

考えている。この問題はさらに広くとらえるならば
地域行政としても考えていただけると良いのではな
いだろうか。学校保健と地域保健の連携が４）母子保
健事業と幼稚園・小・中・高等学校の連携など縦の
つながりに良い影響を及ぼすのではないかとも思わ
れる。
最後に，２年間の取り組みの成果が得られたこと
により真の結果を出すためのスタートラインに到達
できたのではないかと考えている。私たち歯科医療
担当者の使命は，少しでも多くの人々からむし歯と
歯周病をなくし生涯にわたる健康な口腔を守ること
であり，そのためには得られた望ましい生活習慣が
長く継続するための取り組みを今まで以上に行うこ
とが求められているのではないだろうか。

＊編集注
「歯・口の健康つくり」……今年度より「歯・口の健
康づくり」と表記しますが，本稿は前年度の取り組
みを報告するものであるため，本文中では「歯・口
の健康つくり」という表現を使用しております。

参 考 文 献
１）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康つくり，社団法人日本学校歯科医会，２００６．
２）栃木市立家中小学校：生活習慣病予防等を目指した
歯・口の健康つくり調査研究事業 研究紀要，２０１０．
３）安井利一：歯・口の健康つくりのための学校歯科保
健活動について―「生きる力」をはぐくむ学校での
歯・口の健康つくり―，日本学校歯科医会会誌，９６：
１１３～１１８，２００６．
４）特集１座談会 学校歯科保健参考資料「『生きる
力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」が目指
すもの，日本学校歯科医会会誌，９４：９～２０，２００５．
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1.はじめに

2.児童の実態

本校は京都盆地の中南部に位置し，多数の中小工
場を校区に抱えている。児童数３７０名，学級数１４の
中規模校である。
健康教育目標として「自らすすんで健康な体づく
りに取り組む子の育成」を掲げ，朝のさわやかジョ
ギングや業間体育である「元気モリモリタイム」で
基礎体力をつけ，健康な生活リズムを習慣化させて
いる。
また「生活ふりかえりカード」で自分の生活習慣
をふりかえり，自らの健康課題を考えさせることな
ど，年間を通し健康教育に熱心に取り組んでいる。
平成２１年度・２２年度は「自らすすんで歯と口の健

康づくりに取り組む子」を研究主題に，むし歯のな
い健康な歯とよくかむことで健康な体づくりを目指
し，研究を進めた（図１）。

本校の児童は，市内中心部に位置し歯科医院が近
隣に多くあること，また京都市独自の「学童う歯対
策事業」でむし歯の治療が無料であることもあり，

永久歯のむし歯が少なく（平成２２年度の全校の永久
歯未処置率５．１％），むし歯の処置率も高い（平成２２
年度の全校の永久歯処置率６０％）。
しかしながら近年，入学前の児童の中に，乳歯の
ほとんどがむし歯に罹患している児童が見られる。
また歯列の異常が認められる児童は中学年からその
数が多くなり，矯正をしている児童の数も増えてい
るなど，気になる点がある。
担任からは，給食を食べ終えるまでに時間がかか
る児童が目立ち，その原因として「かむ力」の弱さ
を指摘する声も出ている。

学校現場の立場から
養護教諭

「自らすすんで健康な体づくりに
取り組む子」を目指して
―２年間の取り組みを通して―

齋藤小百合 京都府京都市立祥豊小学校 養護教諭

本校は京都市の中心部に位置し，核家族で共稼ぎ家庭が多い。生活調べをすると，
規則正しい生活を送れていない児童が少なくない。本校では「自らすすんで健康な体づくり
に取り組む子の育成」を健康教育目標にして，これまで様々な健康面での取り組みをしてき
たが，平成２１年度・２２年度は歯と口の健康に焦点をあてた取り組みを行った。
その中で子どもたちは，歯と口は生活習慣と密接なかかわりがあり，現在の取り組みが将

来にわたっての健康な体の基礎となることを学習した。また学校だけでなく家庭と連携する
ことで，より保護者の意識を高め，児童の実践につながることがわかった。
今後もこうした取り組みを継続し，自らすすんで健康な体づくりに取り組む子どもの育成

に努めたい。

要約

図１ 歯みがき学習の様子
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3.取り組みの重点

4.取り組みの実際

本校での取り組みの重点としたのは，以下の３点
である。
・成長に合わせた歯みがきの技能の習得
・歯と口の健康の維持・向上に必要な知識の学習
・歯と口の健康から生活習慣の見直し

また，低・中・高学年・育成部会にわかれ，各部
の目標を設定した。

低学年
・歯の大切さに気づき，すすんで歯をみがく。
・効果的な歯のみがき方について知る。
・第一大臼歯や前歯外側のみがき方を身につける。
・歯や口の健康に適した生活習慣を考える。
中学年
・前歯・犬歯・小臼歯のみがき方を身につける。
・歯の形やむし歯の治療について理解する。
・咀嚼の効果について理解する。
・歯や口の健康に適した生活習慣を考える。
高学年
・第二大臼歯を中心にすべての歯をきれいにみが
く。

・歯周炎の原因と予防方法について理解する。
・歯と口の健康についていろいろな知識を身につ
け，自分の体を大事にしようとする。
育成部
・上手な歯ブラシの使い方を身につけ，口の奥や内
側もみがけるようになる。

１）児童が自らの歯・口の様子を理解する学習
① 歯科健康診断の事前・事後指導

事前に歯の用語について学習し，事後ではむ
し歯・COの歯の部位の確認をした（図２，
３）。
② 歯垢染め出し検査

染まった部位の確認・歯肉の観察を行い，デ
ジタルカメラで記録した（図４）。

③ １年間の学習の記録
デンタくんノートという冊子にして残した。

２）フッ化物洗口と給食後の歯みがき
① 希望児童を対象に週１回１分間のフッ化物洗
口の実施（平成２２年度の実施率９８％）。

② 給食後全校児童が歯みがきを行っている。
③ 年１回歯科衛生士による指導があり，歯みが
きの技能向上に努めている。

３）保健委員会の取り組み
① 歯科健康診断の結果および治療状況のポス
ターづくり

図２ 歯科健康診断の事後学習の様子
鏡で確認しながら，むし歯やCOの部位にシー
ルをはる。１年に２回歯科健康診断があるため，
前回の結果と比較することができる。

みぎ

右
ひだり

左

図３ 歯科健康診断の事後学習用紙
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② 歯みがきをよびかける放送
③ 給食前に「かむことの効果とかむかむメ
ニューの紹介」の放送
④ 児童朝会で「歯と口の健康について」の発表
（図５）
⑤ 治療をすませた児童に対する歯の表彰状づくり

４）家庭との連携
◎歯みがきふりかえりカード（年２回）
歯みがきや生活の様子を親子でふりかえること
により，歯と口の健康づくりへの意識を高めた
（表１，資料）。

◎親子歯みがき教室
２年生を対象として，参観日に歯科衛生士の指
導による親子歯みがき教室を行った。
むし歯になりやすい部位，仕上げみがきの方法
やデンタルフロスの使い方などを教えていただ
き，保護者にも大変好評であった。
仕上げみがきについては「子どもがいやがる」，

「どこをみがいていいかわからない」など保護者
にもとまどいの声があったが，実際にやり方を学
ぶことで，家庭でもやってみようという前向きな
感想が聞かれた。

◎歯みがきカレンダー
夏休みと冬休みには家庭での歯みがきを記録し
ている。毎日色をぬることを目標にして，しっか
り歯みがきができた。
歯みがきカレンダーの結果から，規則正しい生
活リズムを身につけている児童は，歯みがきを忘
れずに行っていたことが再確認された。
保護者の感想でも，「歯みがきカレンダーをつ
けることで規則正しい生活習慣を意識することが
できた」とあった。

表１ 歯みがきふりかえりカードでわかったこと

ア）生活リズムが夜型の児童が多いため，朝の歯みが
きができていない。
イ）１年生の児童は給食を食べるのに時間がかかり，
食後の歯みがきができていない児童が多い。
ウ）「よくかんで食べている」と答えた児童は８割近
くいたが，食事中テレビを消している家庭は半数に
も満たなかった。
エ）おやつについては，１年生は決まった時間に食べ
ている児童が８割もいるが，他の学年では時間を決
めている児童が半数にも満たなかった。

図４ 染め出しの結果の写真 図５ 保健委員会提示資料づくり
開口器を使用することで歯の奥の様子や歯肉の
状態を確認する。年２回染め出し検査をするの
で，前回の結果と比較することができる。

低学年の児童にもわかりやすいようにクイズな
ども混ぜ工夫を重ねた。テーマに合った資料集め
なども，子どもたちが自主的に行った。
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5.取り組みの成果
５）総合の時間を使った学習
⑴ １・２年

１年生は，「じょうずな歯のみがき方」につい
て学習した。２年生は，「よくかんで食べること
の大切さ」について学習した。給食時，意識して
よくかんで食べる姿が見られる。また給食後の歯
みがきでは，鏡を見ながらていねいにみがくよう
になった。
⑵ ３・４年

歯科健康診断でわかることを学んでから歯科健
康診断に臨み，歯科健康診断の結果確認にも力を
入れた。歯を大切にする意識が高まり，給食後の
歯みがきもしっかり行う児童が増えた。「かむこ
との大切さ」についても学習し，歯と体によい生
活を実践する態度を身につけた。
⑶ ５・６年

歯周病になる原因を理解し，予防を意識した歯
みがきの仕方を学習した。また，自分の大切な歯
を守るために注意することを考え，生活習慣を改
善するための実践目標を立てた。
歯と口の健康について考え，歯を大切にしよう
とする気持ちを作文に書き，児童朝会で発表した。

⑴ 給食後の歯みがきの定着化

全校で給食後の歯みがきに取り組んでいる。入
学前に一年生の保護者に対して，給食後全校で歯
みがきに取り組んでいることを知らせ，給食後の
歯みがきの定着化を図っている。
給食後の歯みがき記録表をつけることで，児童
に歯みがきの意識をより高めている学級もある。
⑵ 染め出し検査の結果：歯垢の少ない児童の増加

染め出し検査は３段階で評価しているが，高学
年になるにつれてきれいにみがける児童が増え，
また自分のみがき残しから自分の歯みがきのくせ
に気づき，みがき方を改善しようとしている姿が
見られる。
⑶ 歯や口の健康に対する意識の向上

歯並びに合わせた歯みがきなど，工夫してみが
く児童が増えた。
歯の生えかわりや歯肉の腫れなどについて，保
健室に知らせに来る児童が多くなった。
⑷ 治療率の向上

春の健康診断後に多くの児童が治療を終了させ

資料 歯みがきふりかえりカード
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6.今後の課題

7.おわりに

るため，秋の健康診断では未処置者は減ってい
る。また乳歯に多くのむし歯があった児童の中に
は，根気よく治療に通って完治した事例があった。
⑸ 学んだことを生活の中で生かす意識の向上

低学年・中学年では「かむことの大切さ」を学
習した。成果として，給食をよくかんで食べよう
とする姿が多く見られている。「かむかむメ
ニュー」の放送も熱心に聞き取り，意識してかん
でいる。
高学年では「歯肉の病気」の学習をした。生活
習慣が歯や歯肉の健康に関係していることを知
り，規則正しい生活をしようと心がけている。

① よりよい生活習慣の定着しにくい児童は，歯
みがきをしっかりできず，むし歯の治療にもな
かなか行かない傾向がある。
② 乳歯のむし歯のある児童は，永久歯のむし歯
へと移行しやすい傾向がある。歯科医院に行く
ことに恐怖心があり，治療に行けないままむし
歯が進行してしまう事例もある。

③ 給食時のかみ方を見ると，まだ食物をしっか
りかめない児童が多く，低学年からしっかりか
む教育を継続して行う必要がある。
④ 中学年では歯肉炎の傾向のある児童が増えつ
つあり，歯肉炎を予防するための指導を継続し
て行っていくことが必要である。

学童期は乳歯が永久歯に生え変わる大きな変化の
時期である。児童も関心と意欲を持って歯と口の健
康の学習をすすめることができた。
その成果として子どもたち自身が，自分のかみ方
や食生活にも目をむけ，生涯にわたって健康な歯と
口であるために，規則正しい生活をしようと努力し
ている。
保護者にも今回の取り組みを通して，これまで以
上に児童の歯と口の健康に関心を持っていただけた
と感じている。
今後も学校と家庭の連携を図りながらこうした取
り組みを継続し，「自らすすんで健康な体づくりに
取りくむ子」の育成に努めたい。
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1.はじめに

長寿社会に突入したわが国では，国民の「健康寿
命」の延伸が求められているところです。生涯にお
ける健康づくりの基本となるのは，幼児児童期にお
ける望ましい生活習慣と健康観の育成であることは
言うまでもないでしょう。未来を担う子どもたちが
心身の健康とたくましく生きる力を身につけ成長し
てくれることは大きな願いです。
日本学校歯科医会では，従来より口腔衛生思想の
普及向上を活動の柱として，学校での歯・口の健康
づくりを基本とし様々な保健教育・管理に関する資
料を作成すると共に，子どもたちの生きる力をはぐ
くむための学校歯科保健活動を全国に発信し支援し
ています。特に日本各地の学校，地域を核とした健
康づくりを推進し，今後の取り組みにおける方向性
の調査研究を念頭に置いた推進校に対する事業を最
重要課題と考え，長年にわたり実施してきました。
今年度から事業名を「生きる力をはぐくむ歯・口の
健康づくり推進事業」と改め，日本学校歯科医会の
主催事業として全国の幼稚園，小学校，中学校，高

等学校，特別支援学校およびそれらを含む地域を対
象に実施していきます。

１）むし歯予防推進校
この事業の原点は昭和５３年に文部省が開始した

「むし歯予防推進校」に遡ります。その当時は多く
のむし歯を持つ子どもであふれ，まさにむし歯が国
民病と認識された時代であり，歯科医師のアプロー
チとして早期発見・早期治療の考え方が根付いてい
ました。文部省より発刊された『小学校 歯の保健
指導の手引』１）は，教育による生活行動の改善が重要
であることを歯科保健教育の中に明示し，現在の学
校歯科保健の原点を作り上げた画期的なものであ
り，それと時を同じくして，教育という視点に立っ
た研究指定校の取り組みが開始されました。さらに
平成４年に本手引の改訂版２）が発刊され，その中で
は生涯にわたる健康で充実した生活を送るための健
康教育が重視され，むし歯のみならず歯肉炎の予防
など歯や口の健康を自ら育てる態度や習慣を身につ
けさせ，意識や行動の変容を促し，生涯を通じて健
康な生活を送るための基礎を培うことが明示されま

生きる力をはぐくむ歯・口の
健康づくり推進事業
―健康教育のさらなる充実を目指して―
今井健二 社団法人日本学校歯科医会 常務理事

（平成２３・２４年度「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進委員会」担当）

昭和５３年に「むし歯予防推進校」の事業が開始されてから３０年を経過したが，現在
の事業に継続されていく中で，そのねらいもむし歯の対応を中心とした疾病志向から健康志
向へと移り変わってきた。近年の子どもの歯や口の健康課題はむし歯のみならず，不規則な
食習慣や生活習慣のリズムが子どもの歯・口の状態に影響し，歯肉炎や口腔機能の未発達に
よる咀嚼，嚥下機能への影響，さらに子どもの頃の生活習慣が以後の全身の健康状態にも影
響することが懸念されてきている。これまでの指定校の事業では歯・口を通して健康づくり
を実践し，子どもの生きる力をはぐくむことに成果を上げてきたが，日本学校歯科医会では
さらなる成果を期して本年度から「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」と事
業名を改め，全国の教育委員会，歯科医師会，学校歯科医会との連携のもとで幼稚園，小，
中，高，特別支援学校およびそれらを含む地域を対象に実施していくこととした。本事業の
推進により全国の学校や地域において子どもの生涯を通じての健康，安全で活力のある生活
を送るための基礎が培われ，豊かな心と健やかな体に裏付けられた生きる力がはぐくまれ，
さらに歯・口の健康づくりの取り組みが大きな広がりと成果に繋がることを期待したい。

執行部の立場から
担 当 役 員

要約
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2.「生きる力をはぐくむ歯・口の
健康づくり推進事業」のねらい

した。さらに平成７年には学校保健法施行規則の一
部改正に伴い，学校歯科健康診断へのCO・GO等
の導入も含め，子どもを健康の側から支援する大き
な健康観の転換が行われ，学校歯科医の考え方も転
換が求められました。

２）平成９年以降の事業継続状況
本事業は平成９年より「歯・口の健康つくり推進
校」として継続され，学校での歯科保健活動が子ど
もの人間性の陶冶に優れた成果を上げてきました。
平成１６年には文部科学省より学校歯科保健参考資料
『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つく
り』３）が発刊されました。この中ではヘルスプロモー
ションの理念を基盤としてさらに健康志向への方向
性が明確にされ，歯・口の健康づくりの生活習慣と
の深いかかわりや「生きる力」の重要性が強調され
ました。平成１７年に指定校を発展的に解消し「生活
習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業」として事業が継承され，１９年度からは日本
学校歯科医会の主催事業として実施してきました。
平成２１年４月に学校保健法が学校保健安全法に改正
されたことにより，養護教諭を中心とした関係職員
等と連携した組織的な保健指導の充実，地域の医療
関係機関等との連携による児童生徒等の保健管理の
充実，そして学校安全の充実が明記され，地域，家
庭，学校保健関係者間の共通認識と連携，保健教
育，安全教育の充実による子どものスキルの向上等
が求められてきています。
こうした状況の中，平成２３年３月に文科省より改
訂版の『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の
健康づくり』４）が発刊されましたが，本事業も今年度

より「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進
事業」と名称変更し，全国の学校や地域の学校歯科
保健活動の充実と活性化を期待し実施していくこと
としました（図１）。

学校における歯科保健活動は教育の一環として行
われ，健康づくりの基盤を形成し心身ともに健全な
国民の育成を期する活動であり，その目標は子ども
が自分の健康課題を発見し，解決のための工夫・実
践を行い，その過程を体験し，学び，自らを評価す
ることにより，健康な生活を送る基礎を培うととも
に，社会の一員として他人を思いやる豊かな心を身
につけ，健康な社会の形成に貢献できる資質や能力
を養うことです。
むし歯や歯周炎といった歯や口の題材は，自らが
鏡を使えば容易に見ることのできる健康情報であ
り，子どもにとって健康教育活動を実践していくた
めの理解しやすい共通性に富んだ題材として教育現
場で活用されています。子どもが自らの体を題材と
して健康の大切さに気づき，食習慣や生活習慣を主
体的に改善し，他律的な健康管理から自分の健康を
自律的に管理できるように改善することにより，一
人ひとりが正しい健康観を身につけることができま
す。
一方，生活環境の急速な変化に伴い不規則な食習
慣や生活リズムを引き起こし，歯肉炎の増加，口腔
機能の未発達等の健康課題が露呈してきており，食
を通じての健康教育の重要性が増してきています。

図１ 生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業連絡協議会の様子
協議会では各学校・地域から集まった事業関係者を対象にレクチャーが行われる。
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3.歯・口の健康づくりの実践のために

4.おわりに

さらに，学校安全の視点からは，自らの健康をはぐ
くみ生涯にわたり安全を確保することのできる基礎
的な素養を育成していくことが求められ，歯・口の
健康づくりにおいても，自らの安全や他人の安全に
ついて学習し，より人間性に根差した態度や習慣を
育成していくことが必要だと考えられます。
これらの学校歯科保健を通じての健康課題を改善
し子どもの健康教育を達成するためにはヘルスプロ
モーションの考え方を積極的に取り入れ，学校を中
心として家庭，地域，学校保健関係者，学校歯科医
さらに地域の歯科医師会，学校歯科医会，関係機
関，団体等と計画的かつ組織的に学校の教育活動を
実施し，密接な連携を構築・推進していくことが望
まれます。本事業が指定校や地域での歯・口の健康
づくりを通して生きる力をはぐくむ取り組みを具現
化した事業として展開され，学校歯科保健活動を活
性化し，子どもの健全なる育成に成果を上げられる
ことを願っています。

学校や地域の置かれる状況や環境は様々であり，
大規模校，小規模校といった規模の違い，校種の違
い，その地域の歴史，伝統，地域性にも大きく左右
され，取り組み方も一様ではないでしょう。実際に
事業を教育過程に位置付けて組織的，計画的に推進
していくためには，準備の段階で明確な目標を設定
し，その目標を具現化するための全体計画や年間指
導計画を作成しなくてはなりません。さらに本事業
を学校，地域で実践していくためには，学校を中心
とした体制を整備し，家庭，地域の方々の共通認識
のもと連携して子どもの心身の健康づくりを支援し
ていく必要があります。実際の企画，調整を担う保
健主事や養護教諭の役割が重要なことは言うまでも
ありませんが，教育委員会，学校歯科医を含む地域
の歯科医師会，関係諸団体の協力は欠かせないで
しょう。実際に拝見させていただいた推進校の取り
組みでは，各々の役割分担を明確にすることにより
保護者のスムーズな参加を生みだし，素晴らしい２
年間の成果を上げられています。
日本学校歯科医会では指定校や地域での事業を効
率よく取り組んでいただくために，新たに推進マ
ニュアル５）を作成いたしました（図２）。このマニュ

アルでは，事業実践の進め方を PDCA（Plan-Do-
Check-Action）サイクルを基本にしてまとめてい
ます（図３）。具体的には準備 preparation（実態等
の把握，課題の焦点化），計画 plan（目標や重点の
設定，計画の作成），実施 do（校務分掌，組織体制
の整備，具体的な取り組みの実践），評価 check（組
織的な評価と情報の共有），修正・改善 action
（フィードバック）のサイクルを重視した内容で構
成されています。事業の実施に際して推進マニュア
ルを活用していただければ幸いです（マニュアルの
内容については，本特集の各論①をご参照くださ
い）。

「むし歯予防推進校」の事業が開始されてから３０
年を経過し，そのねらいはむし歯の対応を中心とし
た疾病志向から健康志向へと移り変わってきまし
た。いつの時代でも子どもは家族の宝であり，未来
を担っていく社会の宝であることは言うまでもあり
ません。子どもは親の背中を見て，大人をお手本と
して成長し，その時代の社会構造を映し出す鏡のよ
うな存在でしょう。しかし，社会や生活環境の急速
な変化は生活習慣や食習慣に影響を及ぼし，子ども
の食を含む生活習慣の乱れ，規範意識の低下など
様々な課題となり露呈してきています。この様な現
代の健康課題に対応していくために，健康教育を通
じて健康の大切さに気づき，自らの生活行動を改善
し，自律的健康づくりができる資質を培うことが重

図２ 『生きる力をはぐくむ歯・口の健康づく
り推進マニュアル』（目次）
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要であると考えられます。
本事業を推進するに際しては子どもの生きる力を
はぐくむことを重要な目標と定め，それぞれの学校
や地域の課題を明確にし，ヘルスプロモーションの
理念のもとに学校を中心として家庭や地域社会が共
通認識と連携のもと取り組んでいくことが重要であ
り，特に子どもと日常を共にする保護者には積極的
に協力していただく必要があるでしょう。また学校
を飛び越えて地域での連携を考える時，校種，校区
を超えた拡大型の学校保健委員会を実施すること
で，地域における組織的な活動がスムーズに実施で
きるのではないでしょうか。さらに，歯・口の健康
づくりを専門的な立場で指導し支援していく役割を
担う学校歯科医はもちろん，地域の歯科医師会，学
校歯科医会のさらなる連携が必要不可欠であります
ので，加盟団体の皆様には積極的なご協力をお願い

したいと存じます。今年度から生まれ変わった本事
業が日本各地の学校や地域に根付き，さらに大輪と
なって広がり，子どもたちの健やかなる成長の一助
になることを心より期待しております。
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３）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康つくり，社団法人日本学校歯科医会，２００５．
４）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康づくり，２０１１．
５）社団法人日本学校歯科医会：生きる力をはぐくむ
歯・口の健康づくり推進マニュアル～指定校・地域の
実践的な研究推進のために～，２０１１．

図３ 研究推進のサイクル（推進マニュアル P２より）



１ 文部科学省の学校歯科保健参考資料の
歴史と改訂のねらい

文部科学省は平成２３年３月に学校歯科保健参考資
料『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康
づくり』を改訂した。
歯・口の健康づくりについて，発達の段階や障害
に応じた適切な指導や管理ができるような内容とし
て，平成１６年８月に初版の学校歯科保健参考資料
『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つ
くり』が作成された。当時の文部科学省スポーツ・
青少年局体育官であった戸田は，この資料の作成に
ついて４つの特徴を述べている１）。すなわち，「１つ
目は，ヘルスプロモーションの考え方に立って，学
習を通して自律的な健康管理ができるような資質や
能力を育成するという視点を重視しています。２つ
目は，むし歯予防を継続することは当然ですが，歯
肉炎の予防，摂食などの口腔機能の健全な発達，歯
牙の外傷防止等の子どもの歯科保健の多様な課題に
即した内容としています。３つ目は，『生きる力』
の育成を目指した学習指導要領の趣旨に即した内容
としています。４つ目は，幼稚園，小学校，中学
校，中等教育学校，高等学校および盲，聾，養護学
校等を対象とする資料ということで，発達段階，あ
るいは障害等に応じた課題を明らかにし，適切な指
導や管理ができるような内容としています。これら
の４つの特徴を踏まえて，内容的には，総説から始
め，歯科保健管理，歯科保健指導，組織活動までを
含めた構成としています。」とまとめている。
一方，今般の改訂では，その理由として「近年の
子どもの現状をみると，咀嚼など口腔機能の未発達
や口腔の疾病の増加，食育の重要性などが指摘され
ており，その指導や対策についても，今後，一層の

充実が求められています。また，歯・口の健康づく
りは，子どもの生活環境や食生活の影響を受けるも
のであることから，これらの課題に学校が適切に対
応するためには，家庭や地域社会との連携が不可欠
となっています。このことを踏まえ，学校全体とし
ての取組体制を整備充実させるとともに，学校のみ
で解決が難しい課題について地域の医療機関等との
連携を図ることなどを内容とする学校保健法の一部
改正が行われ，平成２１年４月から学校保健安全法と
して施行されています。また，平成２０年３月に幼稚
園，小学校，中学校，翌年３月に高等学校，特別支
援学校の学習指導要領等の改訂も行われたところで
す。」と記載されている２）。
さて，歴史的に見ると，学校歯科保健の資料とし
ては，昭和５３年に初めて『小学校 歯の保健指導の
手引』（文部省）が出版された。いわゆる当時の「む

解 説

『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（文部科学省）の

改訂について

明海大学 学長 安井利一
（文部科学省『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』作成委員会 座長）
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２ ３

し歯の洪水」を何とか子どもたちのためにコント
ロールしなければいけない逼迫した状況であった。
治療では追いつかない状況の中で，教育の力によっ
て生活習慣の改善を図ることが必要な時代であっ
た。ところが，平成４年の同手引改訂版に示されて
いるように，実際に学校で歯科保健活動をやってみ
ると，例えば，人間性の陶冶に優れた力を発揮する
ことや，健康の基礎づくりに対する効果も各学校で
認められるようになった。すなわち，単純にむし歯
の予防からスタートした学校歯科保健活動の教育的
産物として，子どもたちの健康意識や行動の変容の
みならず，豊かな人間性の育成にも効果のあること
が示された。このことが，「生きる力」を具体的に
はぐくむための教育的な題材となりうることを示唆
したのである。さらには，現代の子どもたちには，
例えば，「心の問題」「いじめ」「薬物」「性の問題」
「生活習慣病」あるいは「安全」等，多くの課題が
あるとの指摘がある。これらの課題は重要である
が，子どもたちにとっては実体観のない，具体性に
乏しい，理解が難しい課題である。一方，「歯や
口」の課題は，目で見ることも，触れてみること
も，機能させてみることも，互いに観察することも
可能な課題である。前者を内在性の課題と称すれ
ば，後者は明らかに外在性の課題である。子どもた
ちにとって難しい内在性の課題解決の入り口とし
て，外在性の課題である「歯・口の健康づくり」が
広く利用できるのではないかと考えているのであ
る。

文部科学省の学校歯科保健参考資料
改訂の特徴

今回の改訂において示された基本的な作成方針は
次のとおりであった。

１）学校保健法等の改正および学習指導要領の改
訂を踏まえる必要のあること。
２）近年の咀嚼など口腔機能の未発達や口腔の疾
病の増加，食育の重要性を踏まえ，児童生徒等
の歯科保健の課題に即した内容とすること。
３）引き続き，ヘルスプロモーションの考え方を
活かし，学習を通して自律的な健康管理ができ
るような資質や能力を育成する視点を重視する

こと。
４）幼稚園，小学校，中学校，高等学校および特
別支援学校の教職員のための資料とし，発達の
段階や障害等に応じた指導や管理ができるよう
な内容とすること。

すなわち，前述した戸田の示したねらいと比較し
てみると，学校保健法が学校保健安全法として改正
されたことや学習指導要領が改訂されたこと，ある
いは平成１７年の食育基本法に基づく教育課程への食
育の位置づけ，そして中央教育審議会答申「子ども
の心身の健康を守り，安全・安心を確保するために
学校全体としての取組を進めるための方策について
（平成２０年１月１７日）」など学校保健に関係する基
本的な考え方や法の改正等のあったことが引き金と
なっている。さらには食育推進の一環である「ひと
くち３０回以上噛む」ことを目標とした「噛ミング３０
（カミングサンマル）」（平成２１年７月）に代表され
るように，「食べ方」の支援は健全な食生活を送る
ための基礎であり，生涯にわたる健康づくりを推進
する上で「食べる」機能を学習面から支援すること
は重要であるというような食に関する教育環境の変
化が大きかったと思慮される。
さらに，全体を通じて，歯・口の健康づくりは教
育課程上，健康の保持増進や機能の理解をはぐく
み，教職員と子どもが一体となって，子どもの自律
的・自立的な健康づくりにつながるような方向を出
している。

食育への対応

今回の改訂では，平成１７年の食育基本法を受け
て，「第２章 歯・口の健康づくりの理論と基礎知
識」の第７節に「歯・口の健康づくりと食育」とい
う新たな項目を設けている。内容的には次のような
考え方が示されている。すなわち，「（前略）『食べ
物をとり込み，食べる機能』は生きるための基本で
あるが，この機能を獲得していく時期は，まさに幼
児期から児童生徒期にある。さらに，歯・口の健康
づくりに関する学習を通して，自らの健康課題を見
つけ，それをよりよく解決する方法を工夫・実践
し，評価して，生涯にわたって健康の保持増進がで
きるような資質や能力を育てる一環としても，歯・

特 集
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４

５

６

口の健康づくりと機能との関係を知ることは重要な
ことである。『健康な身体が，健全な身体機能をは
ぐくむ』ことを学習し，理解することは，子どもた
ちにとっては健康の具体的な目標を持つことにつな
がる可能性がある。（後略）」さらに，「食育基本法
に示された『健全な食生活を実践することができる
人間を育てる』ためにも，『食べる』機能がはぐく
まれなければならない。」ことや，学校給食法の改
正等にも触れている。そして，学校における「食べ
る」機能の一般的な支援として，
１）食環境に対する支援
２）形態の発育と機能の発達の支援
３）生活習慣・生活リズムへの支援
４）五感を活かした感性の支援
を挙げている。

口腔機能への対応

口腔機能への考え方の基本については，次のよう
に示している。
「（前略）８０２０運動の目標は，歯を保つことにより
歯および口の機能を豊かに発揮し，最終的な目標で
ある各ライフステージのQOLに寄与することにあ
る。そこで，学校歯科保健活動は，従来のむし歯や
歯周病を予防し，疾病の早期発見による治療の勧め
を行うことにとどまらず，保健教育を通じて，子ど
もの豊かで健全な歯・口の働きの発達を支援すると
いう視点で歯・口の健康づくりを考えることが必要
である。『食物をよく噛み，味わいおいしく食べる
こと』，『人と豊かに話すこと』など歯・口の働き
は，生活の楽しさ・豊かさに深く結び付いており，
それは，あらゆる年齢に，むしろ年齢が高くなるほ
どその価値は増えてくる。この働きを正しく発達さ
せ獲得するために，子どもの歯・口の健康を維持
し，増進するための保健教育・保健管理がより重要
になってくる。厚生労働省に設置された『歯科保健
と食育の在り方に関する検討会』の報告書（平成２１
年７月）の中では，食育推進に向けた今後の取り組
みを各ライフステージにおける『食べ方』支援を中
心とした方策として提言し，その行動目標として『噛
ミング３０』を提唱している。これは『一口３０回噛も
う』という咀嚼目標でもあるが，３０という回数にこ

だわるものではなく，『よく噛むとおいしく味わ
え，健康にもいい』というメッセージとして広めて
いきたいものである。（後略）」

幼稚園ならびに特別支援学校
についての対応

今回の改訂では，幼稚園ならびに特別支援学校に
関する記載を充実させた。「第３章 歯・口の健康
づくりの実際」の「第８節 特別な支援を必要とす
る子どもの歯・口の健康づくりの進め方」では，「特
別支援学校においては，視覚障害，聴覚障害，知的
障害，肢体不自由，病弱・身体虚弱などの障害のあ
る子どもたちが在籍している。近年，子どもたちの
障害は重度・重複化，多様化しているため，指導に
おいては，個々の健康状態や発達段階などをしっか
りと把握した上で，子どもたちの『疾患』や『障
害』の特性を考慮したかかわり方が必要となってき
ている。」とした上で，特に特徴的な自立活動に踏
み込んだ内容となっている。また，摂食障害や指導
に対する内容も充実させた。

保健指導，健康相談ならびに
地域医療機関との連携

学校保健安全法により保健指導，保健相談ならび
に地域医療機関との連携が強調されている。これを
受けて，今回の改訂においても，日常の学校生活に
おける保健指導や子どもの実態に即した個別指導の
進め方について学校種ごとに記載するよう努めた。
また，「第５章 歯・口の健康づくりにおける組織
活動」では，「第１節 学校の役割」として教職員
の役割の明確化や運営組織の整備についても言及し
た。

参 考 文 献
１）㈳日本学校歯科医会：座談会 学校歯科保健参考資
料「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つ
くり」がめざすもの．日本学校歯科医会会誌，９４：
１０～２０，２００５．
２）文部科学省：「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康づくり，２０１１．
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学校歯科で使用する用語

学校歯科で使用する用語は，対象となる子どもたちが難しく感じたり，誤解したりしないように配慮する
必要があります。そのため，慣用的な語句も含め，以下に記した用語の使い方にご配慮ください。なお，学
術用語等とは異なる場合もあります。

■むし歯
「むし歯」は俗語ですが，一般的に使用されています。学術的には「う歯」ですが，話し言葉としてはで
きるだけ使用を避けてください。また。表記法として「虫歯」は通常使用せず，「むし歯」（「う歯」も可）
を使用します。

■第一大臼歯
生えてくる時期には個人差があるため「６歳臼歯」を使わず，「第一大臼歯」という正しい名称を使います。

■歯みがき
漢字の「磨き」は強い力で研磨するイメージを与えるため，ひらがなを使います。また，「歯ブラシを使

う」「ブラッシング」は問題ありませんが，「歯ブラシする」は造語なので，使用を避けてください。

■むし歯菌（ミュータンス，ミュータンス菌）
学術的には「ミュータンス連鎖球菌」ですが，「むし歯菌」は子どもがイメージしやすく理解しやすいた

め，慣用的な用語として使用しています。

■健康診断
学校の健康診断においては，「歯及び口腔の健康診断」，「歯・口腔の健康診断」，「歯・口の健康診断」，「歯
科健康診断」等を使用します。「検診」は疾病発見の診査・検査ですので，「歯周疾患検診」のように区別し
てご使用ください。「健診」は「健康診査」（母子保健領域など）の略称として使用されており，学校保健領
域では略さず「健康診断」を使用します。

■フッ化物
「フッ素」ではなく，正しい名称を使います。なお，元素を示す時は，フッ素です。

■歯・口の健康づくり
学校における歯・口の健康づくりに関しては，これまで「歯・口の健康つくり」としていましたが，文部
科学省の学校歯科保健参考資料の改訂に基づき，「歯・口の健康づくり」とします。

＊その他，特定の商品名や人権に抵触するような表現は避けてください。

※上記は，文部科学省の学校歯科保健参考資料『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』（１２２ページ）を
一部改変・追加し，引用しています。

「検診」と「健診」

「検診」は，各種疾患や臓器の検査を行う行為を表したもので，いわば「個別的な捉え方をした」意味で
使われることが多い。「健診」は広辞苑等にもあるように「健康診断（査）」の略語であり，全身を通して疾
病の診査（健康度の診査）を表したもので，いわば「全体的な捉え方をした」意味で使われる。両者とも読
みが「ケンシン」であるため，講演や講義をはじめ，話し言葉として用いるときには区別が難しい。
１９９７年，日本学校歯科医会では，「健診」は略さずに「健康診断」と表したほうが混乱を招きにくいとい
う結論を出した。また，文部科学省の『「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり』にも，学校
保健領域では「健康診断」を使用することが示されている。

特 集
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１．はじめに

学校歯科医にとって，健康教育の題材として喫煙
防止を取り上げることは，歯・口の健康づくりを進
めるために重要な課題の一つである。これまで教材
としては，学校医や学校薬剤師の先生方の資料を歯
科用に変更しながら用いていた。このような現場の
声を反映するために，日本学校歯科医会は，平成１９
年度の学術第三委員会の中で「喫煙防止シリーズ」
の検討を開始した。
第一弾として，中学生向けリーフレットの検討を
行い平成２１年３月無事発刊された。この中学生向け
の教材は，従来の喫煙防止教材と比較して，大変コ
ンパクトに仕上がっていることや，歯・口から導入
されていることなど，学校歯科医としては利用しや
すい教材である。そのため，多くの先生方また学校
関係者からも評価の高い教材となった。委員会では
当初より，小学生向け・中学生向け・高校生向けの
３冊子を関連あるシリーズとして作成する方向で検
討を行ってきたため，中学生向けリーフレットの好
評を受け，平成２１年度は学術第一委員会でシリーズ
化に向けて検討が継続された。

２．委員会活動

平成１９・２０年度の委員会では，学校歯科保健とし
ての喫煙防止教育に貢献できる視点や教材の開発と
いう目的に合う素材を膨大な資料の中から精選し，
１２ページというコンパクトな形に収め，シリーズの
中核となる中学生版を製作するための検討が重ねら
れた。委員会内ではこの作業に２年間を費やし，苦
労の末の発刊であったと伺っている。
学術第一委員会にシフトした平成２１年度には，小
学生シリーズを作成するか高校生シリーズとするか
について議論された。高校生にとっての喫煙問題は
飲酒や薬物などの入り口でもあり，歯周病との関連
も踏まえて歯科からの発信は喫緊の課題であること
から，中学生向けリーフレットの内容をさらに深
め，大人としての対応を求めるべきであるとの考え
で委員の意見の一致を見た。そこで，高校生シリー
ズの作業が開始された。朝田委員長，小暮副委員長
のリードにより，１年間という短期間で完成した高

し ひろ ばにち がく

歯 広 場日 学

今号のテーマ

喫喫煙煙防防止止シシリリーーズズ
３３部部作作のの
完完成成ににああたたりり
『学校歯科医からの話 ―健康とたばこ―
ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない』

学校歯科医の立場から

㈳日本学校歯科医会 常務理事
（平成２１・２２年度学術第一委員会 委員）

齋藤 秀子
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校生シリーズは平成２２年３月３１日に発刊された。
続く平成２２年度の委員会では，小学生に向けてど
こまで発信すべきなのか意見交換が行われ，
・小学生が理解できる内容のQ&Aを考える
・学習課題（調べ学習）として考える
・保護者，養護教諭が利用できるように受動喫
煙，歯科と喫煙のメカニズムなどを検討する

などを考慮しながら作業が進められた。小学生シ
リーズが完成したのは，平成２３年３月３１日である。

３．各シリーズの特徴

⑴ 中学生シリーズ
① 喫煙防止シリーズの中核的存在。
② 冊子のコンセプトは，歯・口からの導入で，
喫煙を自分自身の問題として考えさせる内容と
し，コンテンツを５項目に絞った。
１）喫煙の歯・口への影響 ２）全身への影響
３）受動喫煙 ４）中学生への影響
５）今，自分に出来ること
③ 目で見て理解しやすい内容とした。
④ 掲載の図・イラストを精査し，検討を重ねた。

⑵ 高校生シリーズ
① 喫煙による歯・口の影響の中に歯周病を取り
上げ，その病態および歯周病治療についても詳
細を述べた（図１）。

② 全身への影響の中で妊婦，授乳中などの女性
への啓発部分を拡大した。

③ 喫煙による社会問題に言及した。
④ 喫煙防止に対する日本および国際社会の取り
組みをわかりやすくスマートにまとめ，STOP
→THINK→ACTIONの言葉でアピールをした。

⑶ 小学生シリーズ
① 小学生に理解できる表現になるよう注意した。
② ページ数を最小限におさえた。
③ 調べ学習，クイズを取り入れた（図２）。
④ 学校の授業で使用できるブレインストーミン
グやロールプレイの補助資料のページを取り入
れた。

４．おわりに

１０年程前，中学校での歯科講話に喫煙問題を取り
上げたことがある。その後生徒たちが自ら考え，か
いわれ大根を栽培しニコチンの害についての実験を
した。その結果発表に私を学校へ招待してくれたこ
とが懐かしく思い出される。生徒たちへのタイミン
グの良い講話は，自ら進んで様々な学習への意欲を
持たせることが出来るのだと強く感じた時であっ
た。今回の喫煙防止リーフレットは，小学校，中学
校，高等学校とシリーズ化されたことで，大変利用
しやすい教材となった。３冊のリーフレットを眺め
ながら学校歯科医としてどのように役立てようかと
わくわくする冊子でもある。今後これらが活用さ
れ，子どもたちの自律的健康づくりの一助となるこ
とを願うところである。

図１ 高校生向けリーフレット（P３）より 図２ 小学生向けリーフレット（P６）より

日学歯広場 学校歯科医の立場から

日学歯広場
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１．はじめに

私は，平成１９年度より喫煙防止シリーズ３部作の
作成にかかわらせていただいた。１９・２０年度の２年
間をかけて中学生版，２１年度に高校生版，２２年度に
小学生版が完成した。
近年，若年性の生活習慣病患者の増加や，未成年
者の薬物乱用事件など現代の健康課題は深刻化し，
その対応が迫られている。例えば喫煙，飲酒，薬物乱
用防止教育については，学習指導要領では小学校体
育科で新たに盛り込まれ，中学校と高等学校の保健
体育科ではその充実が図られているところである。
このような社会状況の中で，薬物乱用のゲート
ウェイドラッグといわれる喫煙の問題を，「健康が
見える教材」である歯科保健の健康課題を通して学
ぶことは意義がある。子どもたちにとってわかりや
すく，納得して自分の健康生活習慣にいかすことが
できる。また，養護教諭にとっては歯科保健を喫煙
防止教育という新しい切り口から，校種を超えて取
り扱うことができる。さらに，「学校歯科医からの
話」とサブタイトルにあるように，学校歯科医が専
門的な立場で関与することによって，喫煙防止に大
きな教育的効果を上げると期待される。

２．３部作の特徴

１９年度に小・中・高での喫煙防止のためのシリー
ズ３部作を作成するという方針のもと話し合いが始
められた。まず，どの時期に何を扱うかの構成要素
について討議をした。出来上がったリーフレットの
構成要素をまとめたものが表１である。討議された
ものの，たばこに含まれる重金属の影響などは取り
上げられなかった。養護教諭としては大変興味深
く，今後の展開を期待している。
作成順，校種別に特徴を振り返ってみたい。中学
生は生活習慣が乱れやすく，好奇心や友人からの誘
いで喫煙を経験する子どもが増える時期である。中
学生版は，発達段階を踏まえ，歯と口の健康づくりと
喫煙の関連性をより明確にした内容となっている。
高校生にとって喫煙問題は喫緊の課題である。高
校生版は，喫煙を社会問題としてとらえ，社会人と
して，将来親となる責任への対応を求める視点で作
成されている。
小学生版は喫煙を題材に，歯と口の健康づくりの
大切さを，イラストやクイズで楽しみながら理解で
きる内容になっている。

３．小学生向けリーフレットの特徴

小学生版では高学年を対象とした。子どもたちは
周りの大人の口臭やヤニによって，喫煙が歯と口に
悪影響があることは体験的に知っている。しかし，
小学校高学年になると喫煙への好奇心が高まり，喫
煙を経験する者が増加する。その時期にたばこの有
害性について理解し，リーフレットにある「最初の
１本を吸わないことが予防の決め手」という喫煙を
しない態度の育成が重要である。全身や心への喫煙
の影響を視覚的に学ぶことで「喫煙はNo！」とい
う動機づけになると考える。
調べ学習やクイズ，ロールプレイングを取り入
れ，知識を学ぶだけでなく自分の健康は自分で守る
という意識を高め，健康によい生活習慣を自ら実践
できるようにすることを目指した。
３部作の最後に小学生版が作成され，連続した１２

にち がく し ひろ ば

日 学 歯 広 場
今号のテーマ

喫喫煙煙防防止止シシリリーーズズ
３３部部作作のの完完成成ににああたたりり
『学校歯科医からの話 ―健康とたばこ―
ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない』

養護教諭の立場から
東京都足立区立第八中学校 養護教諭
（平成１９・２０年度学術第三委員会および
平成２１・２２年度学術第一委員会 委員）

中村 智子
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年間の指導が可能になった。どの校種でも一律に指
導するのではなく発達段階に応じた内容で重点化を
図る必要がある。小学生版は，継続的に指導を進め
ていくための第一段階とも考えている。

４．ステキな笑顔いつまでも

心身ともに健やかな子どもたちの育成は私たちの
願いである。このリーフレットは「食習慣，運動習
慣，休養，喫煙，飲酒等の生活習慣がその発症に関
与する疾患群」と定義される生活習慣病予防の題材
であると同時に，喫煙の依存性という視点からは薬
物乱用防止の題材でもある。歯と口の健康づくりの
推進がまさに「ステキな笑顔いつまでも」の言葉の
ように生涯にわたる健康づくりの中核となることを

再認識させられた。
喫煙については受動喫煙という点からも保護者の
教育を抜きには考えられない。特に小学生のたばこ
を巡る環境にとっては重要である。保護者会や地域
との連携にもこのリーフレットの有効活用が期待で
きる。
平成２０年中央教育審議会答申では，近年の子ども
の健康課題の多様化に対応して，学校歯科医にはよ
り専門的な見地から，保健管理だけでなく，保健指
導や組織活動を通して，学校への支援をさらに充実
させることが求められている。私は，学校歯科医と
養護教諭のより一層の連携は，学校と地域社会の健
康を向上させる推進力となると確信する。そして，
喫煙防止シリーズ３部作が，そのための一助となる
ことを期待したい。

表１ 喫煙防止シリーズ リーフレット構成要素表（中村作成）

大項目 中 項 目 校 種
小学校 中学校 高校

歯
と
口
の
健
康
に

及
ぼ
す
た
ば
こ
の
害

歯の汚れ（歯，歯肉，口臭，歯周病）と喫煙の関係を知る ○ ○ ○
口腔がんと喫煙との関係を知る ○ ○ ○
食事と喫煙（味覚・臭覚異常）との関係を知る ○ ○
審美（美顔）と喫煙（歯の汚れ・歯肉の汚れ）との関係を知る ○ ○
コミュニケーションと喫煙（口臭）との関係を知る ○ ○
口唇・口蓋裂の発生について知る ○
喫煙と免疫機能の低下について知る ○
喫煙と歯の喪失について知る ○ ○
喫煙と歯科治療について知る ○

喫
煙
が
及
ぼ
す
体
へ
の
害

煙の中の３大有害物質（ニコチン，タール，一酸化炭素）について知る ○ ○ ○
血液の流れに対する影響を知る ○
肺の汚れと肺がんの発生率について知る ○
成長期への影響を知る ○ ○
喫煙開始年齢と肺がんなどの病気による死亡との関係について知る ○ ○
喫煙の急性の影響と慢性の影響について知る ○
喫煙の依存性と習慣性について知る ○ ○
女子生徒に対する問題（喫煙者の無月経，稀発月経の増加，閉経年齢の早期化）について知る ○ ○
がん，呼吸器疾患，消化器疾患などのリスクの増大について知る ○ ○
妊産婦の喫煙と体への影響について知る ○ ○

副流煙と受
動喫煙の健
康への影響

喫煙者が近くにいるときの影響について知る ○ ○ ○
禁煙・分煙の環境について知る ○ ○
胎児への影響について知る ○

発達段階に
応じた喫煙
との関係

未成年者の喫煙は法律で禁止されていることを知る ○ ○
学習と喫煙（記憶力・学習能力の低下）との関係を知る ○ ○ ○
喫煙の誘いに対する断り方（正しい知識，吸うきっかけ）を調べる ○
喫煙と生活習慣病について知る ○
健康行動の意志決定と行動選択について知る ○
スポーツと喫煙の関係について知る ○ ○ ○

大
人
や
社
会
と
の
つ
な
が
り

大人へ喫煙に関するインタビューをする ○
大人がたばこを吸うきっかけを知る ○
家族の特命大使になる（役目，仕事内容，評価方法） ○
学校や地域の人にたばこの害を伝える（ポスターなど） ○
禁煙がもたらす我が家の，我が校の，我が国の経済効果を調べる ○ ○
国民医療費の問題について知る ○ ○
火災の発生について知る ○ ○
未成年者喫煙防止法について知る ○
健康増進法・健康日本２１について知る ○ ○ ○
たばこの広告について知る ○
国際社会の取り組みについて調べる ○

日学歯広場 養護教諭の立場から

日学歯広場
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1. はじめに

2. 調査方法平成７年度から学校歯科健康診断基準が変わり，
将来の疾病を未然に防ぐという考え方からCO・
GOが導入された１）。これに伴い，新たにCO・GO
等の事後措置を行うことになった。その方法とし
て，地域歯科医院での継続的な管理や指導も考えら
れるが２），著書らは学校で事後措置として歯科保健
指導を行うことも，自律的健康行動を児童生徒に培
うために重要なことと考えている。しかし，著書ら
の実感として，多くの学校では事後措置がほとんど
実施されていないように感じられる。
例えば，平成２０年の倉敷市におけるアンケート調

査３）のように，CO・GOを対象とする個別指導や臨
時の学校歯科健康診断はほとんど行われていないと
の報告もある。
事後措置が学校で実施される条件を探るために
は，その背景や構造を学校現場，特に養護教諭の目
線で把握する必要があり，そのためには，現場の当
事者である養護教諭本人から発せられた語りに耳を
傾ける必要があると著書らは考えた。また，そこで
得られた情報は，今後，学校において歯科保健を推
進する際にも重要な基本情報になりうるものとも考
えている。
今回の調査は，３人の養護教諭へのインタビュー
を通したCO事後措置を中心とする質的調査だが，

経済状況や倫理観，健康観の多様化など，今の学校
を取り巻く状況がみえてきたように思う。

事前に趣旨を説明し了解を得た小学校３校の養護
教諭を対象に，学校歯科医・主インタビュアー・記
録者の３名のチームで各校を訪問し，インタビュー
調査を実施した。インタビューは，大まかな質問項
目を設定し，フリートーキング形式で行った。その
際に録音したテープから起こした記録を分析対象の
文字データとし，グラウンデッド・セオリー・アプ
ローチ法（GTA法）４），５）を基本とした質的分析を学
校ごとに行った。
GTA法とは，わが国でも看護研究などの分野で
普及しつつある質的研究の手法のことであり，語ら
れた言葉を「何が・どうした」（プロパティとディ
メンション）という単純な文章に切り分け（切片
化），この二つを手がかりに文章を一般化できる言
葉（ラベル）に置き換える（表１）。さらに，ラベ
ルを分類したカテゴリーを作り，カテゴリー相互の
関連性を見出すことによって現象を把握していく方
法である（図１）。
このようにして，３校それぞれについて分析し，そ
の後各校の構造を包括して他の学校にも敷衍できる
と考えられる状況を構造としてとりまとめた（図２）。

学校における事後措置の
普及についての考察
―養護教諭へのインタビューによる
CO事後措置状況調査を中心に―

NPO法人オーラルヘルスプロモーション研究会
土田俊哉＊・中村 孝・丹羽ひさゑ・熊谷英子・野上隆憲

地域レポート

寄 稿

＊
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表１ ラベリングの例

デ ー タ プロパティー ディメンション ラ ベ ル

私が来る前から，ここの学校は食後の歯み
がきは大事と感じているので，小さい子ほ
どやっている。

給食後の歯みがき習
慣

定着している。 給食後に歯みがきタイムが
ある。

NHKの歯みがきの歌，終わった子から流
しに行っている。

歯みがき時間の周知 歯みがきの歌を放
送

歯みがきタイムに放送で歯
みがき歌をながす。

クラス任せだが，水場は足りていますね。
水場は一つの階に２箇所ある。

水場の数 足りている。 水場は足りている。

４階が６クラス入っているが，４階は高学
年なので，さぼっている子もいるので。

歯みがきをサボる子 高学年にいる。 高学年では歯みがきをサボ
る子もいる。

時間差で食べ終わった子からやっているの
で，流しが足りないという意見は出たこと
がない。

水場使用の順番 歯みがきが終わり
次第

歯みがきが終わった子から
水場を使う。

職員室で食べている先生は子どもたちと一
緒に廊下で歯みがきしている。給食は担任
の先生も一緒に食べているが，歯みがきす
る先生は多い。

教員の歯みがき 自主的にしてい
る。

職員を含めた学校ぐるみで
の歯みがきがある。

練り歯みがきは使っている。特に禁止はし
ていない。

歯みがきタイムの練
り歯みがき使用

あり 多くの子が練り歯みがきを
使用している。

ワンセット持ってくる。お箸セットと一緒
に持ってくる。

歯ブラシの置き場所 毎日持参してい
る。

箸と歯ブラシをセットとし
て持参している。

そうですね，あとは授業みたいに，時間で
指導する。

歯科保健授業 保健の授業時間 保健の授業として歯科保健
教育を実施

歯みがきの時は私も行くが，今年は，私も
この学校に慣れてきたので全クラス染め出
しに行った。担任と二人で。

歯科保健授業担当者 担任と養護教諭の
TT

歯科保健授業は担任と養護
教諭で担当

図１ カテゴリーの関連付け例
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3. 調査結果

逐語録から得られたテクストの切片は，３校で
４３５個であった（表２）。それらを分析することによ
り，学校ごとの状況が構造として示された。
その上で，３校の結果を包括した構造図をまとめ
た。
その結果，養護教諭の立場からみた状況として，

〔１．学校歯科保健にどのような登場者がかかわっ
ているか〕，〔２．養護教諭の職務にはどのようなこ
とがあるか〕，〔３．担任教諭の多忙さはどこからき
ているか〕，〔４．児童の生活はどのような状況であ
るか〕，〔５．学校が取り組んでいる保健課題は何
か〕，〔６．養護教諭は歯科保健に対してどのような
イメージを抱いているか〕および〔７．養護教諭は
COに対してどのような認識をもっているか〕の７
つの状況について構造として示すことができた。以
下，その構造図と説明を述べる。

１）どのような登場者がかかわっているか（登場者
の関係）（図３）
今回のインタビューでは，養護教諭，児童のほか

に担任教諭や家庭，さらに教育委員会や学校歯科医
が主な登場人物となっていた。
このうち，児童は家庭の中で基本的価値観や生活
習慣が育まれることから，家庭のあり方が大切であ
るという問題意識が見受けられた。
一方，学校で取り組むべき課題は，その多くが教
育委員会から下りてくるものである。
家庭と教諭の関係をみると，養護教諭は担任教諭
に比べ接点が少なく，それぞれ努力しているようす
がうかがえた。
このような中で，学校歯科医は，主に養護教諭と
の関係を通して児童や担任教諭を含む学校全体にか
かわっている。
以上のように，歯科保健をめぐっては様々な登場
者がおり，それぞれに関係し合っていることが明ら
かになった。
なお，今回のインタビューでは出てこなかったも
のの，歯科医師会は学校・地域において歯科保健の
プライオリティを高める役割を担っており，学校に
おける事後措置を促進するうえで大切であると考え
補足した。

２）養護教諭の職務にはどのようなことがあるか
（図４）
養護教諭の職務について，仕事に対する思いを基
準に整理すると，健康診断にかかわる業務や保健室
へ来室する児童への対応等である「子どもに直接対
応する仕事」と，学校組織運営上の会議等からなる

表２ テクスト切片数

A小学校 B小学校 C小学校 計

切片数（個） ９１ １５４ １９０ ４３５

図２ GTA法によるモデル作成イメージ 図３ 登場者の関係
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「学校の組織の一員として行う仕事」の二つに大別
することができた。
後者のうち，多くは学校内で一人しかいない専門
職である養護教諭にとって，本来の職務である「子
どもに直接対応する仕事」を円滑に進める上で，他
の教諭の協力を得るためにも重要であることがうか
がえた。
また，近年は子どものストレスへの取り組みが新
たな課題ともなるなど日常の来室者対応の重要性が
増しており，取り組むべき事柄は多くなってきてい
る。
こうした優先度が高い多くの職務がある中で，事
後措置は必ずしも実施されてはいないようである。

３）担任教諭の多忙さはどこからきているか（図５）
担任教諭は，教育者として児童に対応する以外に
も様々な仕事を抱え，多忙な状態にある。そのた
め，養護教諭によっては，担任教諭に対して保健に
関することを気軽に依頼しにくい場面も発生してい
るようである。
例えば，事後措置のために保健室を空けることを
想定した場合，来室者対応を他の教諭に依頼するこ
とは，必ずしも容易なこととは言えないようであ
る。

４）児童の生活はどのような状況であるか（図６）
学校生活での様々なストレスの増大や時間的・精
神的なゆとりが減少したことにより，子どもたちの
拠り所・避難所としての保健室の役割は大きくなっ
ている。
また，家庭においては，子どもの健康に対する親

（保護者）の責任感も多様化し，医療機関への受診
に影響がみられる。具体的には，学校で怪我をした
り疾病が疑われ家庭に通知しても，保護者が医療機
関に連れて行かないケースなどが聞き取れた。

図４ 養護教諭の職務：養護教諭の仕事に対する思いを基準
にしたまとめ

図５ 担任教諭の職務：養護教諭からのインタビュー結
果として

図６ 児童の生活のようす
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そもそもCO事後措置の食生
活指導は,家庭がすべき問題

COの事後措置を,学校でやる
必要があるとは思っていない

COの事後措置は,どの学校で
もやっていない

COは重要ではないと
思っている

COの意味・診断基準
などをよく知らない

※「準備因子」,「強化因
子」,「実現因子」及び
「環境」は,MIDORI -
Modelにおける概念

COはう蝕とし
て扱われてい
ない

COの事後措
置の知識やや
り方を知らない

時間の確保が
難しい

休み時間が減
っている

いじめにつなが
りそうだ

こころの健康
には,特に注意
している

来室者対応が
できなくなる

他の教員には
依頼しづらい

（準備因子）

（強化・実現因子）

（環境）

個別指導が原則である
ため,負担感がある

５）学校が取り組んでいる保健課題は何か（図７）
本県の教育委員会からは５つの保健課題が提示さ
れているが，その中でも，「こころの健康」，「薬物
乱用防止」，「食育」に力を入れているとのことで
あった。養護教諭にとっては「薬物乱用防止」や「食
育」は「こころの健康」と結びついて捉えられてい
るように見受けられた。
一方「歯科保健」は，従来からの取り組みの結

果，平成２年度４．３０本であった全国の１２歳児の一人
平均DMF歯数が平成２２年度には１．２９本となる６）な
ど一定の成果を示しており，現在は「こころの健
康」など他の保健課題に比べ重点的に取り組む課題
とは考えられていないようである。
ただし，歯科保健は生活習慣形成を通して子ども
の様々な健康課題にかかわるきっかけとして，取り
組みやすい分野であると理解されているようすも見
受けられた。

６）養護教諭は歯科保健に対してどのようなイメー
ジを抱いているか（図８）
歯科保健は，近年，う歯保有児童が減少している
にもかかわらず，養護教諭の取り組むべき内容は依
然として多岐に渡っている。そのため，歯の治療に
関しては家庭が責任を持って行ってほしいという気
持ちもあるようである。

７）養護教諭はCOに対してどのような認識を
もっているか（図９）
COはう蝕として扱われていないことから，養護
教諭にとって重要な課題とは捉えられておらず，CO
の事後措置に関する知識も十分ではないというのが
実情のようである。
CO事後措置はCOを有する児童のみを対象に行
うため，養護教諭はいじめにつながることを懸念し
ている。また，対象児童および養護教諭の時間の確

図８ 養護教諭の歯科保健イメージ

図７ 学校で取り組んでいる主な保健課題

図９ 養護教諭のCOに対する認識
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4. 考 察

保，その際の来室者対応を他の教諭に依頼しなくて
はならないことを負担に思っているようである。
一方，CO事後措置としての保健指導は，食生活
の改善など家庭での生活習慣の改善も必要とするこ
とから，学校で行う必要性をそれほど強く感じてい
ないようすもうかがえた。

１）学校歯科健康診断の改定とCOへの関心との
関係性
過去において，学校歯科健康診断の事後措置は，
学校保健法７）のもとに疾病の早期発見・治療によ
り，児童の学校生活に支障のない健康状態を保障す
るという目的で実施されてきた。これを「《疾病→
治療》モデル」とする（図１０）。
一方，平成７年度のCO・GOの導入は，予防を
中心として自ら健康問題を解決できる力を高め，「生
きる力をはぐくむ」ことを目的としている。これを
「《リスク→健康教育》モデル」とする（図１０）。
今回の調査を通じて３校に共通していたのは，養
護教諭のCOに対する関心はいずれも高いものでは
なかったということである。
そもそも，著者らの調査前の仮説としては，CO
事後措置が実施されないのは教育委員会から報告を
求められないために実施の動機が得られないことが
直接的かつ最大の要因になっていることを想定して

いた。しかし，調査の結果，COはう蝕として扱わ
れないために，事後措置の対象として捉えられな
かったことが直接の要因となっていた。
すなわち，COは，「《リスク→健康教育》モデ
ル」の下では重要な概念であるにもかかわらず，従
来の「《疾病→治療》モデル」では重要視されにく
いことがより本質的な問題となっていると思われ
る。

２）事後措置の重要性が認められていくために
今後，事後措置の重要性が認められていくために
は，学校での歯科健康診断を通じて，児童が自らの
健康課題を解決する力を養い，「生きる力」をはぐ
くむという考え方の普及を図ることが不可欠である
と考えられる。
そのためには，教育委員会，学校・担任教諭，保
護者など，養護教諭を取り巻くそれぞれの主体が
CO・GO等の意義に対する関心を高め，養護教諭
を支える環境づくりをいかに進めていけるかが今後
の課題となると言える。
こうした取り組みにより，歯科保健の枠を超えて
学校における保健教育力全体の活性化に繋がってい
くことが期待される。

３）事後措置実施に向けた現実的な対応のために
学校において事後措置が実施されていくために，
養護教諭を始め教育委員会・学校・担任教諭，児童
生徒・保護者，歯科医師会・学校歯科医は，具体的
にどのような行動をしていけばよいのだろうか。ま
た，そのような行動に至るためにはどのような条件
が満たされていけばよいのだろうか。
それらの問いに答えるため，今回のCO事後措置
に関する調査結果をMIDORI モデル８）（図１１）の保
健行動と３因子に振り分けてまとめた（資料

▲

p.
５７）。
今後は，実施可能かつ効果的なアクションプラン
を確立していくために，今回の知見を踏まえ，多方
面の協力を得ながら，養護教諭を対象とする量的調
査を行っていきたいと考えている（図１２）。

図１０ 学校健康診断における二つのモデル
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※今回の調査は，必ずしも十分な数のヒアリング調
査を積み重ねたものとはなってはいないが，調査
の主題に対し一定の成果があると判断し，まとめ
たものである。よって，今後補足・修正がなされ
ることを期待している。

（本稿は，平成２２年２月１４日に開催された平成２１年度埼
玉県歯科医学会ポスター発表の事後抄録に加筆したもの
です。）
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図１１ MIDORI モデル 図１２ 全体のマップ
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資 料 CO事後措置に関する調査結果（MIDORI モデルによる保健行動と３因子）
＊空欄は今回の調査で把握できなかった項目

１）養護教諭に期待される行動と実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

養護教諭 ・COの事後措置を積極的に行う

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・学校保健は治療よりも予防が大切であると感じ
ている
・COの診断基準を知っている
・COの事後措置に関する知識や方法を知ってい
る
・COの事後措置を学校で行う必要があると思っ
ている
・CO事後指導は個別指導以外の方法で対応でき
ることを知っている

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・教育委員会が歯科健康診断結果とCOの事後措
置の実施状況を把握する
・どこの学校でもCOの事後措置を行っている
・学校歯科医が養護教諭をサポートしている

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）
・COの事後措置のための時間を確保できる
・いじめにつながらない指導ができる
・来室者の対応をお願いすることができる
・歯科保健について学校全体で話し合う場がある
・CO事後措置のマニュアルがある

２）担任教諭に期待される行動と実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

担任教諭 ・養護教諭の協力を得ながら，生活習慣
の形成に主体的にかかわる

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・CO事後措置が児童生徒の生活習慣形成に繋が
ることを知っている
・歯科保健指導が生徒の生活指導の一部であると
思っている

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・養護教諭が担任に協力的である
・保護者が協力的である
・保護者が評価してくれる

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）

・指導のための時間をとれる

３）学校に期待される行動と実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

学 校 ・歯科保健について学校全体で話し合う
場をつくる

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・歯科保健が児童生徒の生活習慣形成に繋がるこ
とを知っている
・CO事後措置は学校保健の活性化に繋がること
を知っている

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・ＣＯの事後措置の実施率が高まることが学校と
しての評価につながる仕組みがある

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）

（空欄）＊

４）市町村教育委員会に期待される行動と
実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

市町村
教育委員会

・教育委員会が歯科健康診断結果とCO
の事後措置の実施状況を把握する
・教育委員会が学校の実施状況を評価し
推奨する

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・CO事後措置は学校保健の活性化に繋がること
を知っている
・CO事後措置が児童生徒の生活習慣形成に繋が
ることを知っている
・う蝕のある児童の減少を目指したいと思ってい
る

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・CO事後措置の実施率が高まることが地域の教
育委員会の評価につながる仕組みがある

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）
・歯科医師会が協力的である
・歯科医師会から歯科保健について知識を得られ
る場がある
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５）児童に期待される行動と実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

児 童 ・CO事後措置を積極的に受けようとす
る

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・COがＣになる可能性が高いことを知っている
・歯が生えた直後のCOはＣになりやすいことを
理解できる
・むし歯になりたくないという気持ちがある

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・COのある子どもがむし歯を未然に防げたこと
をほめてもらう

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）

・保護者のむし歯予防に対する問題意識が高い

６）家庭（保護者）に期待される行動と
実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）
家 庭
（保護者）

・担任の先生がＣＯの事後措置にかかわ
ることについて評価する

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）

・ＣやCOについての知識がある

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）

（空欄）＊

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）
・かかりつけ歯科医から知識を得る場がある
・マスコミからCOについての情報を入手できる

７）学校歯科医に期待される行動と実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）

学校歯科医 ・養護教諭がCOの事後措置を実施で
きるようサポートする（時間をとる）

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・CO事後措置が実施されていない状況を問題で
あると感じている

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）

（空欄）＊

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）
・養護教諭をサポートするための技術がある（ど
のような技術か明確に）

８）地区歯科医師会に期待される行動と
実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）
地区
歯科医師会

・教育委員会とCOについて話し合う
場を作る

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・CO事後措置は学校保健の活性化に繋がること
を知っている
・CO事後措置が実施されていない状況を問題で
あると感じている

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）
・COへの取り組みが行われていることが社会的
に評価される

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）

（空欄）＊

９）地域の歯科医に期待される行動と
実現のための条件
実施主体 保健行動（目指す目標）
地 域 の
歯 科 医

・児童の保護者に対してCOについて
の知識を伝える

準備因子
（本人に予め備わっておくべき知識や意識等）
・COの大切さを知っている
・COへの対応方法を知っている（削らない）

強化因子
（行動を継続・強化させる周囲の支援や報酬）

（空欄）＊

実現因子
（実際に行動できるための技術や地域の条件）

（空欄）＊



（社）日本学校歯科医会出版物案内

日本学校歯科医会では，学校歯科医の活動や学校保健に関する以下の刊行物を取り扱っています。
ご注文，お問い合わせは下記までお願いいたします。代金の支払方法につきましては，通常，請求書と振込先ご案
内の文書を同封いたしますので，これに従ってお支払いいただくことになります。なお，送料が別途かかります。ご了
承ください。

１．学校歯科における口腔咀嚼機能・不正咬合に関する基本的な考え方 Ｓ．６２年発行 ￥ ５００
２．学校歯科保健とフッ素 Ｈ．２年発行 ￥ １００
３．幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき Ｈ．３年発行 ￥１，０００
４．大きく変わる学校歯科保健 Ｈ．５年発行 ￥ １００
５．歯・口腔の健康診断パネル①（CO・GOの意義と対応） Ｈ．２０年発行 ￥ １５０
６．歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法） Ｈ．９年発行 ￥ １００
７．歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準） Ｈ．１０年発行 ￥ １００
８．CD－ROM「学校歯科健診におけるCO，GOについて」 Ｈ．１３年発行 ￥１，５００
（HYBRID CD－ROM for Windows and Macintosh）

９．学校歯科保健Q&A①（歯垢染色剤について） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１０．学校歯科保健Q&A②（キシリトールについて） Ｈ．１４年発行 ￥ １００
１１．学校歯科保健Q&A③④（フッ化物・シーラントについて） Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１２．学校歯科医のためのスポーツ歯科医学 Ｈ．１５年発行 ￥ ５００
１３．歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）－CO・GOを中心に－ Ｈ．２１年発行 ￥ ２００
１４．歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

－よりよい顎・口腔機能の育成を目指して－ Ｈ．１４年発行 ￥ ３５０
１５．歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル Ｈ．１６年発行 ￥ １５０
１６．学校歯科医のための「『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり」活用ナビ Ｈ．１８年発行 ￥ ２００
１７．健全な口腔機能の育成のための指針 Ｈ．１８年発行 ￥ ４００
１８．CO，GOの考え方（パネル） Ｈ．１９年発行 ￥ １００
１９．ハイリスク把握のためのフローチャート Ｈ．１９年発行 ￥ １５０
２０．学校歯科医の活動指針＜改訂版＞ Ｈ．１９年発行 ￥ ９００
２１．健康日本２１と学校歯科保健 Ｈ．２０年発行 ￥ ６５０
２２．学校歯科医のための「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマニュアル Ｈ．２０年発行 ￥ ６００
２３．学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド－「食育」をどう捉え展開するか－ Ｈ．２０年発行 ￥ ５００
２４．喫煙防止シリーズ 中学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２１年発行 ￥ ２５０
２５．喫煙防止シリーズ 高校生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２２年発行 ￥ ２５０
２６．喫煙防止シリーズ 小学生向け 学校歯科医からの話－健康とたばこ－ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない Ｈ．２３年発行 ￥ ２００
２７．学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩 Ｈ．２３年発行 ￥ １５０

著作権文部科学省・日本学校歯科医会発行
２８．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり― Ｈ．２３年発行 ￥ ５００

（財）日本学校保健会出版物
２９．中学校の先生に読んでほしい歯の健康つくりのしおり Ｓ．６３年発行 ￥ ７０
３０．幼児のための歯の健康つくりのしおり Ｓ．６２年発行 ￥ ５５
３１．歯・口の健康つくりをめざしてⅡ Ｈ．１０年発行 ￥ １００
３２．歯・口の健康と食べる機能 Ｈ．１１年発行 ￥ ３００

『２８．学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり―』は９月より販売いたします。
なお，１６の（活用ナビ）および２２（クイックマニュアル）につきましては，旧版に対応した内容となっております。

そ の 他
○ NICHIGAKUSHI（ニチガクシ） 無 料
（日本学校歯科医会の活動内容などを記載したカラー PRパンフレット。無料で配布いたしております。）

URL http : //www.nichigakushi.or.jp/
本会のホームページで各書籍の内容をご紹介しています。また，注文書がダウンロードできますので，ご利用ください。

〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館４Ｆ 社団法人 日本学校歯科医会 事務局
TEL ０３－３２６３－９３３０ FAX ０３－３２６３－９６３４ Eメール JASD@nichigakushi.or.jp
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少しずつ、着実に――

本校は、開校以来３０年間、体育科を中心とした健康教育を推進してきまし

た。また、平成２１年度・２２年度の日本学校歯科医会の研究指定を受けたこと

を機に「歯・口の健康づくり」のさらなる充実を図りました。

具体的な取組としては、体育科保健領域、学級活動、総合的な学習の時間

において、教材化の工夫や自分なりの考えを確かに持って試行する学習活動

の積み上げ等により、理解を深め実践につなげる力を高める学習を進めまし

た。また、日常的な歯みがき指導、児童委員会活動、児童集会活動、学校保

健安全委員会等、健康教育を推進する場の充実を図り、少しずつではありま

すが、子どもたちは実践力を身につけてきています。

本校における学校歯科医との連携

こうした取組の中で、学校歯科医との連携の一つとして、６学年体育科保

健領域「病気の予防」の授業を学級担任といっしょに実施していただきまし

た。本校では、学校歯科医との授業での連携は、これまで十分に行われてお

らず、強い期待感を持って学校歯科医にお願いすることになりました。学校

歯科医への依頼は、まず教頭が趣旨と連携の効果を中心に説明し、話が具体

化する過程で体育科の担当者も加わって行いました。今まで授業をされたこ

とがないということで、最初は慎重でいらっしゃったのですが、学校歯科医

の重要な役割や授業内容の具現化についてお話を進める中で、授業に参画し

ていただく運びとなりました。参画される際、学校歯科医は福岡県学校歯科

医会等から情報収集され、顕微鏡を通したミュータンス菌の映像を子どもた

ちに提供し、歯周病予防の大切さについて授業を実施してくださいました。

子どもたちは、身近でしかも専門家である学校歯科医の説明と映像によっ

て、授業に集中し理解を深めていきました。あらためて、学校歯科医の専門

性が保健学習で生かされる効果の大きさを感じると同時に、授業に参画して

くださったことに感謝いたしました。

連携のもう一つの取組は、子どもを対象に歯・口の健康相談をしていただ

いたことです。はじめに給食後の歯みがき指導について参観していただいた

後、昼休みを活用して保健室で健康相談を実施していただきました。そこ

で、児童一人ひとりの歯・口の健康に関する不安や悩みに懇切ていねいに答

えていただきました。その健康相談の中で、印象的な場面がありました。２
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学校歯科医に
望 む こ と
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年生の児童が、学校歯科医に「歯が抜けたんだけどなぜ新しい歯が生えてこ

ないのですか。」と尋ねました。すると学校歯科医は、やさしい笑顔で、「横

の乳歯がじゃましているので、それを抜くとすぐに生えてくるよ。」と答え

られました。学校歯科医の言葉に、児童は、とてもうれしそうにしていまし

た。後日、児童は、歯科医院で乳歯を抜いてもらい、今では立派な歯が生え

ています。きっとその２年生の児童は、健康相談を受けるまで、「どうして

だろう。」と毎日不安だったに違いありません。それが、学校歯科医のひと言

で救われました。まさに学校歯科医に望むことが表出された一場面でした。

保護者への啓発は重要な課題です。

本校の課題の一つは、歯・口の健康に関する保護者への啓発です。本校で

は、学校だより、保健だより、PTAだより、歯みがきカレンダーの実施等、

保護者の啓発を図ることで、歯科健康診断結果による受診率を１５％高めまし

た。さらに高い割合の児童が歯科医院を受診するよう保護者の啓発に関して

も学校歯科医のご支援に大きな期待をしています。

これまで、学校歯科医による保護者への啓発として、学校保健安全委員会

の場で、参加者である PTA 役員および PTA 各委員会の代表者等に対して、

教職員の実践発表に関する助言や歯・口の健康についての講話をいただきま

した。今後、学校としてさらに保護者への啓発の内容と方法を工夫していく

ことが必要と考えています。例として考えられることは、保護者対象の講演

会、学校歯科医による歯・口の健康についての記事の掲載、家庭での歯科保

健指導に関する保護者対象の相談活動等です。これらの実施により、保護者

の感性に働きかけるような内容に高めていくことが大切と考えています。

食に関する指導についても、ご支援をお願いします。

本校においても、子どもの食生活の乱れが気になるところであり、食に関

しても歯・口の健康の視点から、学校歯科医のご支援に大きな期待をしてい

ます。本校では、朝食・栄養バランス・多様な食材等の大切さについて、授

業を中心に指導を行っていますが、まだまだ十分とは言えません。

今後は、歯・口の健康の視点から咀嚼や歯によい食事等について、学級担

任と連携した授業や学校行事における講話等ご支援をいただき、食に関する

指導の充実を図っていきたいと考えています。

山本達也氏
福岡県大野城市立
御笠の森小学校
教頭

「学校歯科医に望むこと」は今回をもちまして終了となります。ご愛読ありがとうございました。
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書籍『オーラルヘルスアトラス―世界の口腔健康関連地図―』

第９７回（２００９年）FDI 年次世界歯科大会において発
刊された『The Oral Health Atlas』の日本語翻訳
本が本年１月に完成し，出版された。
このアトラス（地図）は，地球的観点から，健康に
ついて読者が興味を持ち，また健康に関する専門家を
作るための貴重な資料である。
世界の歯科事情をまとめた本書では，国別のう蝕・
歯周疾患・口腔癌などの罹患状況，リスク要因，歯科
医療従事者の世界分布，経済状況による治療や予防格
差などのデータを視覚的に理解しやすいように地図化
し，世界規模での口腔の健康状態と課題を提示してい
る。
今では，口腔健康は歯に限られたことではなく，口
腔が驚く機能を持っており，口腔ケアの重要性が全身
の健康と密接に絡んでいることは周知の事実となっ
た。つまり，伝統的な「削って，詰めて請求する」か
ら，「全身の健康のためのケア」に変わっているとい
える。そして，近々すべての口腔疾患は予防可能とな
り，多くは処置可能となることで，劇的に生命の質を
進歩させることができると説いている。しかし，問題
点も多く残されており，裕福な国と貧しい国，高所得
者と低所得者の間に口腔の健康に関する大きなギャッ
プがあることが指摘されている。
本書は全８章からなり，各章の内容は左記に示した
通りである。
各章の特徴的かつ印象的な部分を抜粋すると，

◇口腔の健康と全身の健康
「口は身体への入り口で，健康をみる開業医にとっ
て初期の警告システムとして使うことができま
す。」

◇う 蝕
「健康のための行動：粘着性のある甘い食品，ソフ
トドリンクを減らす。不健康な間食をやめる。フッ
素入り歯磨剤を用いたブラッシングを１日２回励行
する。間食後，無糖ガムを噛む。定期的に歯医者へ
通う。」

Contents
第１章 イントロダクション
第２章 疾患と不平等
第３章 リスクファクター
第４章 解決策－行動を起こす
第５章 口腔の健康に従事する人々
第６章 歯科に働く人々とその組織
第７章 過去，現在，未来
第８章 添付－世界の一覧表

学校現場の
学校歯科保健教材

ご存知ですか？

世界の歯科事情をマッピング ～『The Oral Health Atlas』日本語翻訳本が完成～

『オーラルヘルスアトラス―世界の口腔健康関連地図―』
◎著 ：Roby Beaglehole, Jon Crail, Habib Benzian,

Judith Mackay
◎監訳：神原正樹，井上 孝
◎訳 ：日本歯科医師会 国際学術交流委員会
◎発行：財団法人口腔保健協会
B５判変型／１２４頁／カラー／定価４，４１０円（税込）
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年間タバコ消費量
15歳以上の1人当たり
2007年

タバコ消費国トップ5
（単位；10億本）

タバコに関連した
口腔疾患が、絵入り警告
として使用されている。

世界の紙巻タバコ消費量
1940 2020年
（単位：10億本）

毎年アメリカでは、エイズ・
アルコール・コカイン・ヘロ
イン・殺人・自殺・交通事故・
火事による死亡の総計より
も、タバコは多くの人々を死
に至らしめている。

世界のどこかで、6.5 秒
ごとに、喫煙者はタバコ
に関連した疾患によって
死亡している。

喫煙は、すべての歯
周疾患の半分以上に
関係する。

喫煙者は非喫煙者と比
べて、抜歯窩の治癒に
2倍の時間がかかる。

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

1,000

1,686

2,150

3,262

5,328

4,485

5,711

6,319
6,769

煙は口腔の健康に多大な影響を与えます。そしてそれは、口腔におけ
る疾患の一つの鍵となるリスクファクターでもあります。喫煙による
重要な影響は、口腔癌と前癌病変、歯周疾患の程度と進行の悪化、そ

して創傷治癒力の低下です。タバコはどんな形のものであれ危険です。すなわ
ち、市販の紙巻タバコ、手巻タバコ、葉巻、パイプ、嗅ぎタバコ、噛みタバコ、
そしてパーン（ビンロウジュの実を主成分とするガム）がそれです。
　現在、世界には14億人の喫煙者が存在し、その数は増加し続けています。
WHOは、2030年には喫煙者の数は16億人になるだろうと推定しています。
20世紀において、喫煙は世界中の1億人の人々を死に至らしめました。国家
による大規模な減煙政策が実施されない限り、21世紀には10億人の人々が喫
煙によって命を落とすとWHOは予測しています。

喫
若かりし時、私にとって初め
てのキスと初めてのタバコは
同じ日のことだった。信じてほ

しいのだが、その後、決して私はそれ
以上の時間をタバコに浪費しなかった。
（アルトゥーロ・トスカニーニ

イタリアの指揮者
1867 1957）

2,000 以上
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口腔の健康に対する
タバコの影響

• 口腔癌
• ニコチン性口内炎

• 歯周疾患
• 歯の早期喪失

• 歯肉炎
• 着色
• 口臭

• 味覚や臭覚の鈍化

2,163

331

259

法律によって禁止され
ているにもかかわら
ず、インドではタバコ
含有の歯磨剤が製造さ
れ続け、幅広く使用さ
れている。
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　世界的にみて、喫煙は2番目に深刻な死に至る原因であり、年間540万人
に対する致死の原因となっています。紙巻タバコは生涯喫煙者の半分を殺し、
その半分は35歳から 69歳で亡くなり、平均すると20年から 25年の寿命を
失うことになります。
　口腔保健の専門家は、患者の禁煙の支援に重要な働きをします。FDI と
WHOは、口腔保健の専門家が活動的な役割を果たし、喫煙コントロールにお
いて連携することを推進しています。歯科医師と歯科医療従事者は、禁煙カウ
ンセリングの場において、その他の保健の専門家と同等の効果を与えることが
できます。成功したモデルを示すために、保健の専門家たちは禁煙し、すべて
の保健施設を禁煙にする必要があります。

どんな形であれ、喫煙は全身と口腔の
健康にとって危険なものです。歯科医
師やそのチームは、患者がタバコをや
めるよう支援することができます。

健康活動指針
• 減煙や禁煙は、口腔

の健康を増進させる。もしそれ
ができないのであれば、歯

科医師による口腔癌の検査を忘
れないようにすること。
• タバコのない世界を
奨励すること。

16 タバコ
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◇歯周疾患
「５から２０％の人々が，深い歯周ポケットを形成す
る重度の歯周病に罹患している。」
「猫や犬，その他の動物は歯石を形成し，歯周病に
罹患する傾向にある。」

◇口腔癌
「２００２年には，世界で４０万症例以上が口腔癌と診断
された。口腔癌の発生は，主な２つのリスクファク
ターであるタバコとアルコールを共に使用すると１５
倍高くなる。」

◇フッ化物
「インドのいくつかの地域（そしていくつかの国）
では，飲料水中の天然のフッ化物の濃度は非常に高
く，それは健康問題の原因となりうる。」

などがある。このように，実に示唆に富むアトラスと
なっている。

本書が，国際的な視野に立った口腔保健の普及・向
上について考える一助となり，また，世界の歯科事情
をご理解いただければ幸いである。

なお，日歯会員向けに期間限定で特別価格での販売
を行っている。希望者は所定の注文書を日歯ホーム
ページ（http：//www.jda.or.jp/）のメンバーズ
ルームからダウンロードの上，下記㈶口腔保健協会ま
で FAXにてお申込みいただきたい。

（日本歯科医師会 学術課）

●お問い合わせ先 財団法人口腔保健協会（販売部）
〒１７０-０００３ 東京都豊島区駒込１－４３－９ 駒込ＴＳビル５０１
TEL : 03-3947-8301 FAX : 03-3947-8073
ホームページ http : //www.kokuhoken.or.jp/

学校歯科保健活動で使える学校現場の教材をなんでも把握していると思ったら
大間違い⁉知っているようで意外に知らない学校に備えられているスグレモノや
これから活用したい教材をご紹介します。明日からの実践にお役立てください。

『オーラルヘルスアトラス』（P４６～４７）より



2011 愛媛県

「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
～自らわかる！自らできる！健康行動への道しるべ～

文部科学省・社団法人日本学校歯科医会・財団法人日本学校保健会・
社団法人愛媛県歯科医師会・愛媛県・松山市・愛媛県教育委員会・
松山市教育委員会

平成２３年１０月２０日（木）～２１日（金）
愛媛県県民文化会館（ひめぎんホール） 松山市道後町２－５－１

■記念講演
講 演 者 明海大学 学 長 安井 利一

■シンポジウム
座 長 東京医科歯科大学 名誉教授 黒田 敬之
シンポジスト 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 教科調査官 森 良一

愛媛県教育委員会事務局管理部保健体育課 課 長 福田 和樹
滋賀県東近江市立能登川西小学校 学校歯科医 藤居 正博
福岡県春日市立須玖小学校 養護教諭 田中さえ子

■領域別研究協議会
①保育所（園）・幼稚園部会

座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 土屋 松美
コメンテーター 日本歯科大学生命歯学部衛生学講座 准 教 授 福田 雅臣
発 表 者 前・北海道札幌市立らいらっく幼稚園 養護教諭 池田 友子（現・札幌市立桑園小学校）
発 表 者 愛媛県八幡浜市立松蔭幼稚園 主 任 山本けい子

②小学校部会
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 杉原 瑛治
コメンテーター 日本大学歯学部衛生学講座 教 授 前野 正夫
発 表 者 山梨県富士河口湖町立小立小学校 養護教諭 丹羽 厚子
発 表 者 愛媛県松山市立粟井小学校 教 諭 高橋ゆかり

③中学校部会
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 齊藤 愛夫
コメンテーター 奥羽大学歯学部口腔衛生学 教 授 廣瀬 公治
発 表 者 鳥取県鳥取市立気高中学校 養護教諭 山本 みさ
発 表 者 愛媛県今治市立大三島中学校 教 諭 垂水 上司

同 養護教諭 岡本 由美
④高等学校部会

座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 齋藤 秀子
コメンテーター 九州大学大学院歯学研究院 教 授 山下 喜久口腔保健推進学講座口腔予防科学
発 表 者 岡山県立岡山操山高等学校 養護教諭 岡本加奈子
発 表 者 愛媛県立東温高等学校 教 諭 兵頭 靖子

⑤特別支援教育部会
座 長 社団法人日本学校歯科医会 常務理事 今井 健二
コメンテーター 日本大学 名誉教授

社団法人日本学校歯科医会 常務理事 赤坂 守人

発 表 者 沖縄県立泡瀬特別支援学校 養護教諭 大城小百合
発 表 者 愛媛県立宇和特別支援学校 養護教諭 片桐 弥生

同 養護助教諭 宇都宮庄子

■お問い合わせは，下記まで

（社）日本学校歯科医会
〒１０２‐００７３ 東京都千代田区九段北４‐１‐２０

歯科医師会館４F
TEL：０３‐３２６３‐９３３０ FAX：０３‐３２６３‐９６３４
E-mail JASD@nichigakushi.or.jp

（社）愛媛県歯科医師会
〒７９０‐００１４ 愛媛県松山市柳井町２‐６‐２

TEL：０８９‐９３３‐４３７１ FAX：０８９‐９３２‐５０４８
E-mail 75th-ehimetaikai@ehimeda.or.jp

●参加者 学校歯科医，歯科医師，歯科教育関係者，都道府県市町村教育関
係者，学校・保育所（園）・幼稚園の教職員，学校医，学校薬剤
師，歯科衛生士，歯科技工士，PTA会員，その他学校歯科保健
関係者，歯科保健並びに学校歯科保健に関心のある方

１２：００ １３：００ １４：００ １４：１０ １５：３０ １５：４０ １７：５０ １８：００ ２０：００

受付 開会式
表彰式 休憩 基調講演 休憩 シンポジウム 移動 懇親会２０日（木）

ポ ス タ ー 発 表
９：００ ９：３０ １１：００ １１：１０ １２：１０ １２：３０

受付 領域別研究
協 議 会 休憩

シンポジウム・
領 域 別
協議会報告

閉会式２１日（金）

ポスター発表

主題及び副題

主 催

期 日

会 場

第７５回全国学校歯科保健研究大会予告

日 程
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昭和６年（１９３１年）６月２２日，「学校歯科医及幼稚園歯科医令」が公布され，日本の各学校に学
校歯科医を置くことが定められました。翌昭和７年（１９３２年）には，日本学校歯科医会の前身であ
る「日本聯合学校歯科医会」が設立されましたが，戦中の活動休止期を経て，昭和２１年（１９４６年）
に解消され，学校歯科保健は「財団法人日本学校衛生会歯科医学部会」として引き継がれることと
なりました。
その後，昭和２９年（１９５４年）に「日本学校歯科医会」が設立され，昭和４６年（１９７１年）１１月２５日
付で文部大臣から「社団法人日本学校歯科医会」の設立が認可されて現在に至ります。
そして平成２３年（２０１１年），学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年を迎
えました。これを記念し，中田郁平本会会長ならびに社団法人日本歯科医師会大久保満男会長から
のメッセージとともに，過去２０年間の日本学校歯科医会の活動を振り返ります。
また，長年学校歯科保健の向上に尽力された功績から周年記念文部科学大臣表彰の栄誉に輝いた

１９０名の方のお名前を掲載いたしました。受賞された皆様に心よりお祝い申し上げます。

周年記念

周年記 念
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■メッセージ／社団法人日本学校歯科医会 会長 中田郁平

■メッセージ／社団法人日本歯科医師会 会長 大久保満男

■日本学校歯科医会の活動に関する年表／平成３年（１９９１年）～平成２３年（２０１１年）

■周年記念文部科学大臣表彰被表彰者名簿
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学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年という記念すべき年を迎えら
れましたことは，大きな喜びであり，このような節目の年に会長職を務めさせていただくこと
を大変光栄に存じます。また，全国各地で学校歯科保健活動を支えてくださっている会員各位
には，この場をお借りし敬意と感謝を表します。
去る６月２２日の「学校歯科医」の日に，アルカディア市ヶ谷私学会館において「学校歯科医
制度８０周年・社団設立４０周年記念式典」を執り行いました折には，日本歯科医師会の大久保会
長をはじめとするご来賓の先生方にはご祝辞を頂戴し，加盟団体長におかれましては，公務ご
多忙にもかかわらずご参集いただきまして，厚く御礼申し上げます。また，文部科学大臣表彰
をご受賞されました１９０名の先生方，会長表彰を受けられた学識者の先生方に心よりお祝いを
申し上げますとともに，感謝状をお贈りした関係団体の皆様には改めて衷心より感謝申し上げ
る次第です。
「学校歯科保健」の黎明期より時は流れ，子どもたちを取り巻く社会環境や健康課題は大き
く変わりました。関係法規や制度も時代とともに整備・改正され，われわれ学校歯科医はこう
した行政の方策や社会の趨勢にも対応しながら，さまざまな活動を行ってきました。特に，昭
和４６年に当時の文部省（現・文部科学省）より社団法人の認可を受けて以来，同省からのご指
導・ご協力による取り組みや委託事業など，学校歯科医を束ねる団体として責任ある活動も増
えてまいりました。１２歳の永久歯一人当たり平均むし歯等数が年々低下し，過去２０年間で約７０％
減少したことを鑑みましても，先人たちによる個々の努力と団体としての公益活動が実を結ん
だひとつの成果ではないかと考えます。
子どもたちの歯・口の健康を守るためには，教育者としての情熱はもちろんですが，時代を
読み，将来を見据える冷静な目も必要です。また，現代の複雑化する健康課題に対応し，子ど
もたちの生きる力をはぐくむために，学校歯科医と学校歯科保健関係者の連携がますます重要
視されております。学校現場や地域の医療機関のほか，加盟団体，日本歯科医師会との連携を
図りながら，学校歯科保健のさらなる発展・向上のために有益な事業を推進してまいりたいと
存じますので，関係各位には次代，次々代に向けてご支援とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。

メッセージ

時代を読み，将来を見据えて

社団法人 日本学校歯科医会
会長 中田 郁平

周年記 念
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このたび日本学校歯科医会が，学校歯科医制度８０周年，および社団法人設立４０周年を迎えら
れましたことに，日本歯科医師会を代表して心からお祝いとお慶びを申し上げます。
また平素より貴会におかれましては，わが国の将来を担う子どもたちの健康を守り育てる活
動を真摯に継続してこられたことに敬意を表します。
児童生徒のう蝕罹患率の減少を始めとする多くの成果は，学校歯科医制度が創設されてから
の多くの先達のご努力の結果であり，そしてそれが現在まで貴会の歴史として脈々と引き継が
れてこられたことにも合わせて敬意を表する次第であります。
歯科保健と歯科医療の分野の中で，学校歯科の役割はまことに大きなものがあると，私はか
ねがね思っております。それは学校歯科だけが持つ二つの大きな特徴から由来していると思い
ます。一つは，学校歯科が学童期という限られた年代を対象にしていることであり，もうひと
つは，学校という限られた場所を対象にしているからです。
この二つは，人間にとって極めて大きな意味を持ち，そしてそれはある意味で人生の行く末
を大きく決めることもあるような大切な時期と場所であることは言うまでもありません。
わが国は，明治維新によって新たな西欧的な近代教育を導入しました。これはこれで大きな
成果を上げはしましたが，一方で教える者と教わる者の区分をあまりにも明確にしてしまった
という説があります。
ご承知のように，江戸時代のわが国の「学びの場」は，世界に誇る素晴らしいものでした。
開国を迫って日本にやってきたペリーが，訪れるあらゆる場で，多くの庶民が読書を楽しみ，
清潔な暮らしをしていることを見て，「この国を植民地として支配することは困難だ」と述べ
たことはよく知られています。このように，江戸時代の様々な場所で，すでに身分を問わない
学問の場が出来上がっていました。京都の伊藤仁斎や日田の広瀬淡窓等の塾は，常に師もまた
生徒として共に学んだといわれています。
ここには「教育」と「学ぶ」ということの本質的な違いが表れていると，時に私は考えるこ
とがあります。
こんな話を書くのは，場違いだと思われる方もあるでしょうが，私はそうではないと考えて

メッセージ

学びの場としての学校歯科

社団法人 日本歯科医師会
会長 大久保満男

（
撮
影

田
沼
武
能
）
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います。それは，学校歯科が学校という教育の場，いや先の表現にしたがえば，学びの場にお
いて実践されているということに強く関係しています。
学校歯科の最大の目的は，子どもたちの健康を口の健康を通してどのように守り育てるかに
あることは言うまでもありません。その時，学びの主体は，教える学校歯科医や養護教諭にあ
るのではなく，自らの身体と精神の健康の在り方を知る子どもたちでなければなりません。そ
れは人のこととしてではなく，自らが生きるうえにもっとも大切な基本である，自らの身体と
精神に関わることを学ぶからです。やや大げさに言えば，自己とは何かを心身の問題を通して
学ぶことに他ならないと，私は考えています。さらにもう一つ重要な課題は，教育の場が
「今」のみならず「未来」にも関わることだということです。そうであるなら，われわれ歯科
の分野は，教育の中で，大きなかつ重要な位置を占めていると考えています。それは，私たち
歯科医師が８０２０運動を得たことによって，健康の問題を「今」だけでなく，「未来」の自分の
姿を明確に自覚することが可能となったということだと思います。
１０歳の児童が，７０年後の自らの姿を，歯の本数や義歯の有無や，ひいては生き生きと生きて
いるかも含めて，そこに思いを寄せることができることが歯科の最大の強みだと私は考えてい
ます。思いを寄せるということを別の言葉で表現すれば，それは「想像力」ということです。
私は，人間には二つの大きな力が備わっていると思います。それは二つの「そうぞうりょ

く」つまり「想像力」と「創造力」です。
私は，学校現場において口の健康を考えることにより，自らの未来を想像する想像力と，そ
こから自らの未来の健康を創りだす創造力を共に学び養うことが，学校歯科の真の目的であ
り，そこに向けて，われわれの力を結集することこそが，現代という混迷する時代において，
最も大切な課題だと信じております。
われわれ歯科医師会も，学校歯科医の志を共有しつつ，生涯にわたり国民の生きる力を支え
る歯科医療の実現に向けて力を尽くしてまいります。
この記念すべき時に，お祝いを申し上げる場をお与えいただいたことに感謝しつつ，貴会の
さらなるご発展を願ってメッセージといたします。

周年記 念

69日本学校歯科医会会誌 109号



●学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年記念資料●

日本学校歯科医会の活動に関する年表
平成３年～平成２３年

主要参考文献
■社団法人日本学校歯科医会：日本学校歯科医会会誌第８９号（日本学校歯科医会創立７０周年記念号），社団法人日本学校歯科医会，２００３
■社団法人日本学校歯科医会：広報「日学歯」No.４５～No.１３１，社団法人日本学校歯科医会，１９８９～２０１１
■文部科学省：学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり―，社団法人日本学校歯科医会，２００５
■学校保健・安全実務研究会：新訂版 学校保健実務必携 第２次改訂版，第一法規株式会社，２００９
■財団法人日本学校保健会：学校保健の動向（平成３年度版～平成２１年度版），財団法人日本学校保健会，１９９１～２００９
■Think the Earth プロジェクト：Think the Earth Paper vol.8, Think the Earth プロジェクト, ２０１１
◇文部科学省 ホームページ
◇厚生労働省 ホームページ
◇社団法人日本歯科医師会 ホームページ
◇財団法人日本学校保健会 ホームページ
◇８０２０推進財団 ホームページ
◇独立行政法人日本スポーツ振興センター ホームページ
◇医学評論社 ホームページ
◇電通 消費者情報トレンドボックス 広告景気年表
◇榊原悠紀田郎の歯科関係「略年表」全集 ホームページ

［大 会］【大】■：全国学校歯科保健研究大会
【ア】■：学校歯科保健アジア会議

［会 議］【総】●：総会，【加】●：加盟団体長会，【他】●：その他の会議
［協議会］【医】◆：全国学校歯科医協議会

【推】◆：「生きる力」をはぐくむ歯・口の健康つくり推進事業連絡協議会
【協】◆：学校歯科保健研究協議会

［表 彰］【会】☆：日本学校歯科医会会長表彰（日付：表彰日）
【優】☆：全日本学校歯科保健優良校表彰（日付：表彰日）
【図】☆：歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール（日付：審査日）

［研修会］※内容別に該当年の下部にまとめて記載
［出版物］※該当年の下部にまとめて記載（×印は販売終了，ホ印は日本学校保健会）

年
学校歯科保健（日本学校歯科医会の活動）

主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成

3
年

1991

◇

◇

学校歯科医制度６０周年・社団法人日本学
校歯科医会設立２０周年

養護教諭が４学級以上の学校にほぼ配置
される。

【加】● ２．１９
【総】● ３．１２

【会】☆ ３．１２

【総】● ６．２０

【推】◆ ９．１８
【協】◆ ９．１９～２０
【大】■１０．１８～１９

【優】☆１０．１８

【図】☆１０．３０

【医】◆１１．７

［研修会］

［出版物］

平成２年度加盟団体長会
第３８回総会
平成３年度予算額：１４４，２００，０００円
平成２年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：４８名］
第３９回総会／学校歯科医制度６０周年・社団法人日本学校歯科医会設
立２０周年記念式典
平成３年度むし歯予防推進指定校協議会（福島県）
平成３年度学校歯科保健研究協議会（福島県）
第５５回全国学校歯科保健研究大会（宮城県）
【主題】：学校歯科保健の包括化

ー発達段階に即した歯科保健指導の展開と生活化ー
第３０回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：７７校（応募校：７９校）
［最優秀賞：６校，特別賞：８校］
平成３年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：９５点，最優秀賞：１８点］
第４１回全国学校歯科医協議会（奈良県）

◇第１３回学校歯科保健研修会
［中部・東海（静岡県）：５／２５，５／２６，
関東Ｂ（東京都）：７／１３，７／１４，
関東Ａ（群馬県）：７／２０，７／２１，
中国・四国（香川県）：１１／３０，１２／１］

（×）幼児・児童・生徒の歯・口腔の健康診断と事後措置
・幼児・児童・生徒の歯・口腔のはたらき

平成３年度
１２歳児の
DMFT指数

４．２９本

平成３年度
加盟団体数

５４団体

平成３年度
会員数

１８，７６８人

平成

4
年

1992

◇ ２． 『小学校／歯の保健指導の手引 改訂版』
を文部省が発刊。「歯肉に起こる病気」
の項目が新たに織り込まれる。
＊【主な改訂点】：
①生涯を通じて健康で安全な生活を送
るための基礎を培う，②小学校の時期
になぜ歯・口腔の健康が重要であるか
の認識を教職員に徹底指導，③高学年

【加】● ２．１８
【総】● ３．１７

【会】☆ ３．１７

【総】● ６．２３
【推】◆１０．２１

平成３年度加盟団体長会
第４０回総会
平成４年度予算額：１４７，７００，０００円
平成３年度日本学校歯科医会会長表彰（学校歯科医制度６０周年記念
会長表彰）
［受賞者：１，１８０名］
第４１回総会
平成４年度むし歯予防推進指定校協議会（長野県）

●表内の略称説明●
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年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成４年度
１２歳児の
DMFT指数

４．１７本

平成４年度
加盟団体数

５４団体

平成４年度
会員数

１９，２６４人

◇ ４．１

◇

から増加する歯周疾患について，その
特性，原因，予防について記述，④歯
みがきの方法を問題解決学習とし，み
がき残しのないみがき方の必要性，工
夫と実践，自己評価の三項目を明記，
⑤歯・口の健康づくりは，学校，家
庭，地域社会との連携，学校間の交流
などを図りながら進める必要を強調。

学習指導要領改訂（平成元年告示：“個
性を生かす教育”）実施にともない，小
学校で教科書を用いた保健学習がはじま
る。
＊小学校５・６年生に１０時間の保健授
業，歯科の問題も疾病予防として教科
書に掲載される。

「歯科保健に関する図画・ポスターコン
クール」に「中学生の部」が設けられる。

【協】◆１０．２２～２３
【図】☆１０．２８

【医】◆１１．５
【大】■１１．１３～１４

【優】☆１１．１３

［研修会］

［出版物］

平成４年度学校歯科保健研究協議会（長野県）
平成４年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１３３点，最優秀賞：図画１７点，特別賞１点］
＊平成４年度から中学生の部が設けられる。
第４２回全国学校歯科医協議会（山梨県）
第５６回全国学校歯科保健研究大会（徳島県）
【主題】：学校歯科保健の包括化 ー発達段階に即した学校歯科保健

活動と生活化を図るためにー
第３１回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８１校（応募校数：８２校）
［最優秀賞：６校，特別賞：８校］

◇第１４回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（青森県）：５／３０，３１，九州 （宮崎県）：７／１８，１９，
近畿・北陸（兵庫県）：１１／２８，２９］

―

平成

5
年

1993

◇ ４．１

◇ ４．１

学習指導要領改訂（平成元年告示）実施
にともない，中学校で教科書を用いた保
健学習がはじまる。

文部省の第６次教職員配置改善計画（平
成５年度～１２年度）が実施され，養護教
諭複数配置に１，１８４人の増員。

【加】● ２．１６
【総】● ３．１６

【会】☆ ３．１６

【総】● ６．２２
【推】◆１０．５
【協】◆１０．６～７
【図】☆１０．７

【医】◆１１．１２
【大】■１２．２～３

【優】☆１２．２

［研修会］

［出版物］

平成４年度加盟団体長会
第４２回総会
平成５年度予算額：１５１，２００，０００円
（補正予算額：１５９，２８０，３６８円）
平成４年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：４６名］
第４３回総会
平成５年度むし歯予防推進指定校協議会（青森県）
平成５年度学校歯科保健研究協議会（青森県）
平成５年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４６点，最優秀賞：図画２７点，特別賞１点］
第４３回全国学校歯科医協議会（大分県）
第５７回全国学校歯科保健研究大会（埼玉県）
【主題】：学校歯科保健の包括化 ―発達段階に即した学校歯科保健

活動と生活化を図るために―
第３２回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８８校（応募校数：８７校）
［最優秀賞：６校，特別賞：７校］

◇第１５回学校歯科保健研修会
［関東Ａ（茨城県）：６／５，６，中部・東海（岐阜県）：７／１０，１１，
関東Ｂ（東京都）：７／２２，中国・四国（山口県）：１０／３０，３１］

・大きく変わる学校歯科保健
・歯と歯肉の健康づくり（ビデオテープ）

①はじめまして！おとなの歯
②まえ歯もおとなになったよ！
③歯肉は元気？！
④きれいにみがこう！おとなの歯
＊日学歯企画・構成／医歯薬出版㈱制作

平成５年度
１２歳児の
DMFT指数

４．０９本

平成５年度
加盟団体数

５４団体

平成５年度
会員数

２０，４２８人

平成

6
年

1994

◇ ４．１

◇ ４．７

◇１２．８

学習指導要領改訂（平成元年告示）実施
にともない，高等学校で教科書を用いた
保健学習がはじまる。

平成６年のWHO“世界保健デー”は「口
腔保健」がテーマとなる。

学校保健施行規則が改正され，昭和３３
（１９５８）年の学校保健法施行以来の健康
診断の見直しがなされる。
（平成６年１２月８日文部省令第４９号，通
知：文体学第１６８号）
［施行：平成７年４月１日］

＊【改正後の健康診断】：
要点は５項目。①健康度チェック，②
スクリーニング，③技術的，経済的に
平易なもの，④地域・医療機関との役
割分担，⑤教育活動に生かせるもの。
従来以上に教育面からの位置づけがな
され，健康保持に対する子どもの自己
管理能力の育成に重点が置かれた。

＊【歯科領域の主な改正点】：
・歯牙は従来の４度分類ではなく，健全
歯，要観察歯（CO）未処置歯（C）
処置歯（◯）の４段階で評価。

・新たな検査項目「歯列・咬合・顎関節」
「歯垢の状態」「歯肉の状態」が加わ
り，異常なし（０），要観察（要注
意）（１），要治療（要精査）（２），の
３段階で評価。歯肉の「１・２」につ
いてはGO・Gを記入。

【加】● ２．１５
【総】● ３．１５

【会】☆ ３．１５

【総】● ６．２２
【他】● ７．８～１０

【大】■ ９．２９～３０

【優】☆ ９．２９

【図】☆１０．６

【推】◆１０．１８
【協】◆１０．１９～２０
【医】◆１１．１０

［研修会］

［出版物］

平成５年度加盟団体長会
第４４回総会
平成６年度予算額：１６９，２１６，０００円
平成５年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１３６名］
第４５回総会
世界口腔保健学術大会（東京都）
＊日本学校歯科医会は，主催「世界口腔保健学術大会委員会」の構
成団体としてかかわる
第５８回全国学校歯科保健研究大会（富山県）
【主題】：学校歯科保健の包括化 ―発達段階に即した学校歯科保健

の生活化達成をめざして―
第３３回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８８校
［最優秀賞：６校，特別賞：８校］
平成６年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４１点，最優秀賞：図画２７点］
平成６年度むし歯予防推進指定校協議会（宮崎県）
平成６年度学校歯科保健研究協議会（宮崎県）
第４４回全国学校歯科医協議会（和歌山県）

◇第１６回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（北海道）：５／２８，２９，
近畿・北陸（福井県）：７／１６，１７，
九州（鹿児島県）：１１／２６，２７］

＊【ワークショップの内容変更】：
OHP歯科講話の作成（第２１回まで同）

（×）高等学校における歯科保健指導

平成６年度
１２歳児の
DMFT指数

４．００本

平成６年度
加盟団体数

５４団体

平成６年度
会員数

２０，８８８人

周年記 念
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◇

＊【健康診断票】：
従来の３号様式を廃止，各専門医が適
切に定めることができるようになり，
文部省が様式例を示した。

日本歯科医師会の手帳に「学校歯科医の
日（６月２２日）」が記載される。

平成

7
年

1995

◇ ３．２８

◇ ４．１

◇

◇

学校教育法施行規則の一部改正により，
「保健主事は教諭又は養護教諭をもって
これに充てる」ことが示される。
（平成７年３月２８日文部省通達：文教地
第３９号）

学校保健法施行規則の一部改正の施行に
より，学校での健康管理についての考え
方が，疾病志向から健康志向に切り替わ
る。
歯科健康診断に，CO・GOの基準が導
入される。
＊【改正後の健康診断について】：詳細→
「平成６年学校歯科保健：主なできご
と」欄参照

西連寺愛憲，日本学校歯科医会会長就任。

日本学校歯科医会会費が年７千円から１
万円になる。
＊昭和５５年以来の変更

【加】● ２．１７
【総】● ３．１４

【会】☆ ３．１４

【総】● ６．２０
【図】☆１０．１２

【大】■１０．１９～２０

【優】☆１０．１９

【推】◆１０．３１
【協】◆１１．１～２
【医】◆１１．１６

［研修会］

［出版物］

平成６年度加盟団体長会
第４６回総会
平成７年度予算額：２１８，２９０，０００円
平成６年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１４７名］
第４７回総会
平成７年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１３９点，最優秀賞：図画１５点］
第５９回全国学校歯科保健研究大会（愛知県）
【主題】：学校歯科保健の包括化

―発達段階に即した歯科保健指導の展開―
第３４回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８９校［最優秀賞：６校，特別賞：８校］
平成７年度むし歯予防推進指定校協議会（群馬県）
平成７年度学校歯科保健研究協議会（群馬県）
第４５回全国学校歯科医協議会（徳島県）

◇第１７回学校歯科保健研修会
［中国・四国（高知県）：５／２８，２９，
関東Ａ（神奈川県）：７／１，２，関東Ｂ（東京都）：７／２０，
中部・東海（長野県）：９／３０，１０／１］

（×）学校における歯・口腔の健康診断
（健康診断マニュアル一式）

平成７年度
１２歳児の
DMFT指数

３．７２本

平成７年度
加盟団体数

５４団体

平成７年度
会員数

２１，５８９人

平成

8
年

1996

◇

◇

学校保健法施行規則の一部改正後の学校
歯科保健活動が，より円滑に行われるた
めの対応のひとつとして，『学校歯科医
の活動指針』をはじめとする各種出版物
を作成，配布。
＊【詳細】：→「出版物」欄参照
＊広報紙「日学歯」７１号の特集として「こ
れからの学校歯科保健 改正における
不正咬合（歯列不正）と顎関節につい
て」を掲載。

『学校歯科医の活動指針』が幼・小・
中・高の全校種共通となる。

【加】● ２．１６
【総】● ３．２７

【会】☆ ３．２７

【総】● ６．２６
【図】☆１０．２３

【医】◆１１．１４
【推】◆１１．２０
【協】◆１１．２０
【大】■１１．２１～２２

【優】☆１１．２１

［研修会］

［出版物］

平成７年度加盟団体長会
第４８回総会
平成８年度予算額：２２２，６８０，０００円
平成７年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１７６名］
第４９回総会
平成８年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４４点，最優秀賞：図画１８点］
第４６回全国学校歯科医協議会（佐賀県）
平成８年度むし歯予防推進指定校協議会（東京都）
平成８年度学校歯科保健研究協議会（東京都）
第６０回全国学校歯科保健研究大会（東京都）
【主題】：２１世紀の学校歯科保健 ー確かな健康観の育成ー
第３５回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８９校［最優秀賞：６校，特別賞：７校］

◇第１８回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（秋田県）：５／１１，１２，
近畿・北陸（滋賀県）：７／６，７，九州（熊本県）：１２／７，８］

（×）学校歯科医の活動指針
（×）歯・口腔の健康診断パネル①②③④（CO・GOパネル）

平成８年度
１２歳児の
DMFT指数

３．５１本

平成８年度
加盟団体数

５４団体

平成８年度
会員数

２２，０４７人

平成

9
年

1997

◇ ５．１９

◇ ９．２２

◇

「むし歯予防推進指定校協議会」が
「歯・口の健康つくり推進指定校協議
会」に改称，「学校歯科保健研究協議
会」と離れ，単独で開催される。
＊同協議会は昭和５４（１９７９）年より，「学
校歯科保健研究協議会」の前日に開催
されていた。

保健体育審議会（答申）：生涯にわたる
心身の健康の保持増進のための今後の健
康に関する教育及びスポーツの振興の在
り方について
＊「健康的な生活行動の実践」という一次
予防を促す教育指導面の充実の必要性
や，保健教育，安全教育，給食指導等
を統合した概念である「健康教育」へ
の組織的な取組の必要性が示される。

日本学校歯科医会事務局分室の設置

【加】● ２．１９
【総】● ３．１９

【会】☆ ３．１９

【推】◆ ５．１９

【総】● ６．２５
【医】◆ ９．２５
【図】☆１０．９

【大】■１０．１６～１７

【優】☆１０．１６

【協】◆１１．１３～１４

［研修会］

［出版物］

平成８年度加盟団体長会
第５０回総会
平成９年度予算額：２２９，２９０，０００円
平成８年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１５１名］
平成９年度歯・口の健康つくり推進指定校協議会
（東京都）
＊名称を変更。
【詳細】：→「主なできごと」欄参照
第５１回総会
第４７回全国学校歯科医協議会（鳥取県）
平成９年度歯科保健に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４８点，最優秀賞：図画１８点］
第６１回全国学校歯科保健研究大会（福島県）
【主題】：２１世紀の学校歯科保健

ー確かな健康観の育成を目指してー
第３６回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：８７校［最優秀賞：６校，特別賞：９校］

平成９年度学校歯科保健研究協議会（兵庫県）

◇第１９回学校歯科保健研修会
［中国・四国（広島県）：５／１０，１１，
関東Ａ（千葉県）：７／１２，１３，関東Ｂ（東京都）：７／１７，
中部・東海（愛知県）：１１／２９，３０］

・歯・口腔の健康診断パネル⑤（顎関節の診査の流れと診査法）

平成９年度
１２歳児の
DMFT指数

３．３４本

平成９年度
加盟団体数

５４団体

平成９年度
会員数

２２，５０１人
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平成

10
年

1998

◇１１．１９
～２０

３５年続いた「学校歯科保健研究協議会」
が開催される最後の年となり，次年度か
ら同協議会は「全国学校歯科保健研究大
会」に取り込まれる。
＊同協議会は昭和３８（１９６３）年に文部省
主催の「学校歯科医講習会」としてス
タート，その後昭和５３（１９７８）年に『小
学校／歯の保健指導の手引』（文部
省）の刊行を機に「学校歯科保健講習
会」となり，昭和５４（１９７９）年に「学
校歯科保健研究協議会」と名称を変更
した。同協議会は「全国学校歯科保健
研究大会」に併催される形で平成１０年
度で終了，平成１１（１９９９）年からは同
大会に取り込まれた。

【加】● ２．１８
【総】● ３．２５

【会】☆ ３．２５

【推】◆ ５．２５

【総】● ６．２４
【図】☆１０．８

【医】◆１１．５
【大】■１１．１９～２０

【協】◆１１．１９～２０

【優】☆１１．１９

［研修会］

［出版物］

平成９年度加盟団体長会
第５２回総会
平成１０年度予算額：２３５，２００，０００円
平成９年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１７０名］
平成１０年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
＊名称を「協議会」から「連絡協議会」に変更
第５３回総会
平成１０年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４３点，最優秀賞：図画１８点］
＊名称変更
第４８回全国学校歯科医協議会（宮城県）
第６２回全国学校歯科保健研究大会（沖縄県）
【主題】：２１世紀の学校歯科保健

―長寿につながる確かな健康観の育成をめざして―
平成１０年度学校歯科保健研究協議会（沖縄県）
＊全国学校歯科保健研究大会（第６２回）と併催し，平成１０年度で終了
【詳細】：→「主なできごと」欄
第３７回全日本よい歯の学校表彰
被表彰校：９０校［最優秀賞：６校，特別賞：９校］

◇第２０回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（山形県）：５／２２，２３，
近畿・北陸（和歌山県）：６／２０，２１，九州（佐賀県）：７／２５，２６］

・歯・口腔の健康診断パネル⑥（歯列・咬合の診査基準）
（ホ）歯・口の健康づくりを目指してⅡ

平成１０年度
１２歳児の
DMFT指数

３．１０本

平成１０年度
加盟団体数

５４団体

平成１０年度
会員数

２２，６３８人

平成

11
年

1999

◇

◇

◇

WHOが２０００年に向けて提唱した口腔保
健目標のひとつである「１２歳児のDMFT
指数３以下」を達成。
＊１９８１年５月，WHOは口腔保健に関す
る初めての国際目標を表明（Int Dent
J１９８３；３３：６０～６５）。１２歳児のDMFT
が口腔保健分野で国際的な健康指標と
なるよう提言。

＊【目標の内容】：
①５～６歳児の５０％をカリエスフリー
に。②１２歳児のDMFTを３歯以下。
③１８歳の８５％が永久歯をすべて保有。
④３５～４４歳の無歯顎者の割合を現在の
レベルより５０％減少。３５～４４歳の７５％
が２０歯の機能歯を保有。⑤６５歳以上の
無歯顎者の割合を現在のレベルより２５
％減少。６５歳以上の５０％が２０歯の機能
歯を保有。⑥口腔保健の変化を監視す
るためのデ－タベ－スを確立。

平成１１年度より「全日本よい歯の学校表
彰」は，「全日本学校歯科保健優良校表
彰」に名称を変更。

日本歯科医学会による「フッ化物応用の
総合的な見解」の発表。
「フッ素洗口は有効か有害か」の議論。

【加】● ２．１７
【総】● ３．２４

【会】☆ ３．２４

【推】◆ ５．２６
【総】● ６．２３
【大】■ ９．３０

～１０．１

【優】☆ ９．３０

【図】☆１０．６

【医】◆１１．１８

［研修会］

［出版物］

平成１０年度加盟団体長会
第５４回総会
平成１１年度予算額：２３７，８００，０００円
平成１０年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１９３名］
平成１１年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
第５５回総会
第６３回全国学校歯科保健研究大会（北海道）
【主題】：２１世紀の学校歯科保健

―生涯に通ずる確かな健康観の育成を目指して―
第３８回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：９１校［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］
＊名称変更
平成１１年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４９点，最優秀賞：図画１８点］
第４９回全国学校歯科医協議会（岐阜県）

◇第２１回学校歯科保健研修会
［関東Ａ（栃木県）：５／２２，２３，
中部・東海（岐阜県）：６／１２，１３，
中国・四国（徳島県）：７／１０，１１，
関東Ｂ（東京都）：７／１５］

（×）障害のある児童生徒に対する学校歯科保健

平成１１年度
１２歳児の
DMFT指数

２．９２本

平成１１年度
加盟団体数

５４団体

平成１１年度
会員数

２２，９３１人

平成

12
年

2000

◇ ３．３１

◇

「健康日本２１」（厚生労働省：第３次国
民健康づくり運動）の策定で「歯の健
康」が数値目標の対象となり，学齢期の
う蝕予防の数値目標が提示される。

＊【数値目標の内容】：
①学齢期のう蝕予防の数値目標
［目標値：１２歳児ＤMF歯数１歯以下，
基準値：１人平均う歯数１２歳児２．９歯］
②リスク低減目標
［目標値：学齢期におけるフッ化物配
合歯磨剤使用者の割合９０％以上，学齢
期において過去１年間に個別的歯口清
掃指導を受けたことのある者の割合３０
％以上］

厚生省（研究）：歯科疾患の予防技術・
治療評価に関するフッ化物応用の総合的
研究

【加】● ２．１６
【総】● ３．２２

【会】☆ ３．２２

【推】◆ ５．２６
【総】● ６．２８
【図】☆１０．５

【医】◆１１．９
【大】■１１．３０

～１２．１

【優】☆１１．３０

［研修会］

［出版物］

平成１１年度加盟団体長会
第５６回総会
平成１２年度予算額：２３９，３００，０００円
平成１１年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：２０３名］
平成１２年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
第５７回総会
平成１２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４８点，最優秀賞：図画１８点］
第５０回全国学校歯科医協議会（福岡県）
第６４回全国学校歯科保健研究大会（高知県）
【主題】：２１世紀の学校歯科保健

―８０２０につながる確かな健康観の育成をめざしてー
第３９回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：９０校 ［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］

◇第２２回学校歯科保健研修会
［近畿・北陸（奈良県）：５／２０，２１，
北海道・東北（岩手県）：６／１７，１８，
九州（長崎県）：７／１５，１６］

＊【ワークショップの課題の変更】：OHP歯科講話作成の課題が
「健康診断結果モデルの提示」となる。

―

平成１２年度
１２歳児の
DMFT指数

２．６５本

平成１２年度
加盟団体数

５４団体

平成１２年度
会員数

２３，０５９人

周年記 念
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年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成

13
年

2001

◇

◇ １．６

◇ ７．１７
～１９

◇

学校歯科医制度７０周年・社団法人日本学
校歯科医会設立３０周年

中央省庁再編により，文部科学省が設置
される。

「学校歯科保健アジア会議」を学校歯科
医制度７０周年・社団法人日本学校歯科医
会設立３０周年記念事業として，日本（東
京）で開催。
＊「学校歯科保健アジア会議」はアジア
地域の子どもたちの歯・口の健康の増
進を願い，各国（地域）の現状や課
題，その対策などの情報交換と意識の
共有を目的とした会議。第１回の会議
（東京）では１４カ国（地域）［バングラ
ディッシュ，カンボジア，香港，イン
ドネシア，韓国，ラオス，マレーシ
ア，フィリピン，シンガポール，スリ
ランカ，台湾，タイ，ベトナム，日
本］の参加を得て，公開授業，基調講
演，地域報告，パネルディスカッショ
ンなどを行った。「学校歯科医制度７０
周年」を記念した事業だったが，好評
のため，その後隔年で開催されること
になった。

平成１３年度より，文部科学省の委託によ
る学校歯科保健活動等に関する調査研究
の実施がはじまる。

【加】● ２．２２
【総】● ３．２１

【会】☆ ３．２１

【推】◆ ５．２２

【総】● ６．２７

【ア】■ ７．１７～１９

【図】☆１０．１８

【医】◆１１．８
【大】■１１．１５～１６

【優】☆１１．１５

［研修会］

［出版物］

平成１２年度加盟団体長会
第５８回総会
平成１３年度予算額：２４２，３００，０００円
平成１２年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１４７名］
平成１３年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
＊文部科学省委託事業となる（平成１８年まで）
第５９回総会／学校歯科医制度７０周年・社団法人日本学校歯科医会設
立３０周年記念式典
第１回学校歯科保健アジア会議（日本：東京）
＊【詳細】→「主なできごと」欄参照
平成１３年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４６点，最優秀賞：図画１８点］
第５１回全国学校歯科医協議会（千葉県）
第６５回全国学校歯科保健研究大会（大阪府）
【主題】：変革に向けての学校歯科保健の飛躍 ー生涯にわたる健康

意識の向上と実践力の育成をめざしてー
第４０回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８４校［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］

◇第２３回学校歯科保健研修会
［関東Ｂ（東京都）：８／３０，関東Ａ（埼玉県）：９／８，９，
中国・四国（岡山県）：１０／２０，２１，
中部・東海（長野県）：１２／８，９］

・CD-ROM「学校歯科検診におけるCO・GOについて」
（HYBRID CD-ROM for Windows and Macintosh）

平成１３年度
１２歳児の
DMFT指数

２．５１本

平成１３年度
加盟団体数

５４団体

平成１３年度
会員数

２３，２３０人

平成

14
年

2002

◇ ３．２８

◇ ４．１

◇ ４．１

◇

「初期う蝕」及び「要観察歯＝CO」の
検出基準の変更について（日学歯発第３３
６号）を告示。
＊【変更点】：C及びCOの検出基準か
ら「探針を用いて」の一文を削除，視診
での検出を主とした基準に変更。

学校保健法施行規則の一部改正の施行に
より，「就学時の健康診断」が一部見直
され，歯科領域では健康診断票の様式の
（注）が変更される。
（平成１４年３月２９日文部科学省令：第１２
号，通知：１３文科ス第４８９号）
＊【施行規則の主な改正点】：①知的障
害の判断のために標準化された知能検
査法が用いられていたが，検査法は適
正なものであればよいとされたこと。
②就学時健康診断票の様式および
（注）の内容が変更されたこと。③就
学時の健康診断の結果に基づいて地区
教育委員会が行う事後措置について，
実施の留意事項が変更されたこと。

＊【歯科領域の健康診断票の改正点】：
①「歯」および「口腔の疾病および異
常」の欄の記入方法について，歯科分
野において医療技術の進歩に併せて表
現をあらためたこと。②就学時の健康
診断において受診勧告を行うべき不正
咬合や歯周疾患について，その対象を
明確にしたこと。

学習指導要領改訂（平成１０年告示：“ゆ
とり教育”）実施にともない，保健の学
習が小学校３年生からになる。

日本学校歯科医会のホームページを開設

【加】● ２．２０
【総】● ３．２０

【会】☆ ３．２０

【推】◆ ５．２２
【総】● ６．２７
【大】■１０．１０～１１

【優】☆１０．１０

【図】☆１０．１７
（二次審査日：

１０．２７）
【医】◆１１．７

［研修会］

［出版物］

平成１３年度加盟団体長会
第６０回総会
平成１４年度予算額：２４３，６７０，０００円
平成１３年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１４４名］
平成１４年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
第６１回総会
第６６全国学校歯科保健研究大会（宮崎県）
【主題】：変革に向けての学校歯科保健の飛躍 ―幼稚園から高等学

校までの連携の新しい構築をめざして―
第４１回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８６校［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］
平成１４年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５０点，最優秀賞：１７点］

第５２回全国学校歯科医協議会（福井県）

◇第２４回学校歯科保健研修会
［近畿・北陸（石川県）：６／２２，２３，
北海道・東北（福島県）：７／１３，１４，九州（大分県）：９／６，７］

・学校歯科保健Ｑ＆Ａ①（歯垢染色剤について）
・学校歯科保健Ｑ＆Ａ②（キシリトールについて）
（×）歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点

―CO・GOを中心に―
・歯・口腔の健康診断と事後措置の留意点
―よりよい顎・口腔機能の育成を目指して―

平成１４年度
１２歳児の
DMFT指数

２．２８本

平成１４年度
加盟団体数

５４団体

平成１４年度
会員数

２３，３８３人

平成

15
年

2003

◇ １．３０

◇ ４．１

厚生労働省の定めた「フッ化物洗口ガイ
ドライン」が周知される。
（平成１５年１月３０日文部科学省スポー
ツ・青少年局学校健康教育課連絡）

学校保健法施行規則一部改正の施行によ
り，「児童生徒健康診断票（歯・口腔）」
そのものが「様式例」として示される。
（平成１５年１月１７日文部科学省通知：１４
文科ス第３７１号）
＊【改正様式例】：→「『生きる力』をは
ぐくむ学校での歯・口の健康つくり」
１４８㌻参照

【加】● ２．６
【ア】■ ２．２１～２３
【総】● ３．２５

【会】☆ ３．２５

【推】◆ ５．３０
【総】● ６．２５
【大】■１０．２～３

【優】☆１０．２

【図】☆１０．１６

平成１４年度加盟団体長会
第２回学校歯科保健アジア会議（タイ：アユタヤ）
第６２回総会
平成１５年度予算額：２４４，２２０，０００円
平成１４年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１３８名］
平成１５年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
第６３回総会
第６７回全国学校歯科保健研究大会（秋田県）
【主題】：変革に向けての学校歯科保健の飛躍 ―「生きる力」を育

む歯・口の健康つくりの実践をめざして―
第４２回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８６校［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］
平成１５年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５１点，最優秀賞：１７点］

平成１５年度
１２歳児の
DMFT指数

２．０９本
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年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成１５年度
加盟団体数

５４団体

平成１５年度
会員数

２３，４０５人

◇ 「健康診断時の探針使用の注意」をホー
ムページに掲載

【医】◆１１．６

［研修会］

［出版物］

第５３回全国学校歯科医協議会（青森県）

◇第２５回学校歯科保健研修会
［中国・四国（香川県）：７／１２，１３，関東Ｂ（東京都）：７／３１，
関東Ａ（茨城県）：８／９，１０，
中部・東海（静岡県）：１０／２５，２６］

・学校歯科医のためのスポーツ歯科医学

平成

16
年

2004

◇ ４．１

◇

学校保健法施行令の一部改正の施行によ
り，「学校保健法に基づく医療券のう歯
治療」の制限が廃止される。
（平成１６年４月１日文部科学省通知：１６
文科ス第３５号）

「歯・口の健康に関する図画・ポスター
コンクール」の規定が変更される。
＊【変更内容】：平成１６年度より，小学生
を対象とした「図画またはポス
ター」，中学生を対象とした「ポス
ター」となる（前年度までは小学校
１～３年は「図画」，４～６年は「ポ
スター」という区分）。

【加】● ２．１８
【総】● ３．２４

【会】☆ ３．２４

【推】◆ ５．１４
【総】● ６．２３
【図】☆１０．２１

【医】◆１０．２８
【大】■１１．１１～１２

【優】☆１１．１１

［研修会］

［出版物］

平成１５年度加盟団体長会
第６４回総会
平成１６年度予算額：２４４，５２０，０００円
平成１５年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：４３９名］
平成１６年度歯・口の健康つくり推進指定校連絡協議会（東京都）
第６５回総会
平成１６年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５０点，最優秀賞：１７点］
＊【規定変更】→詳細「主なできごと」欄
第５４回全国学校歯科医協議会（福島県）
第６８回全国学校歯科保健研究大会（静岡県）
【主題】：変革に向けての学校歯科保健の飛躍ー「生きる力 口と食

から考えよう」
第４３回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８７校［最優秀賞：８校，特別賞：１０校］

◇第２６回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（北海道）：７／１０，１１，
近畿・北陸（富山県）：７／３１，８／１，
九州（沖縄県）：９／１１，１２］

・学校歯科保健Ｑ＆Ａ③④（フッ化物・シーラントについて）
・歯・口腔・顎顔面のスポーツ外傷対応マニュアル
（ホ）歯肉の状態から健康つくりを見直そう

平成１６年度
１２歳児の
DMFT指数

１．９１本

平成１６年度
加盟団体数

５４団体

平成１６年度
会員数

２３，３６９人

平成

17
年

2005

◇ ３

◇ ４．１

◇ ４．１

◇

◇ ６．１７

『学校歯科保健参考資料―「生きる力」
をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり
―（著作：文部科学省）』を日本学校歯
科医会より発刊
＊『小学校／歯の保健指導の手引（改訂
版）』（平成４年 文部省発行）に代わ
る幼・小・中・高・特を対象とした参
考資料。

松島悌二，日本学校歯科医会会長就任。

栄養教諭制度がはじまる。
（平成１６年４月１日文部科学省通知：１７
文科ス第１２号）

文部科学省委託事業「歯・口の健康つく
り推進指定校」が，平成１７年度から「生
活習慣病予防等を目指した歯・口の健康
つくり調査研究事業」に名称及び事業の
内容を変更。
＊【趣旨】：①「生きる力」をはぐくむ観
点から，地域との連携を深め，健康教
育の充実。②新たに作成された「『生
きる力』をはぐくむ学校での歯・口の
健康つくり」（学校歯科保健参考資
料）の具現化。

＊【前年度までの事業との違い】：①指定
の対象を小学校に限らず，希望する学
校種とする。②むし歯予防を基盤に生
活習慣病，口腔機能の発達等，新たな
課題への取組を強化。③健康教育及び
CO・GO等の健康診断の事後措置
で，学校，家庭，学校歯科医及び地域
の保健・医療機関等との連携をより具
体的に行う。④歯・口の健康を入り口
に，確かな健康観や健康的な生活習慣
の確立など心身のトータルな健康つく
りを目指す。

食育基本法が公布される。

【加】● ２．１６
【総】● ３．１６

【会】☆ ３．１６

【ア】■ ４．７～１０
【推】◆ ６．１６

【総】● ６．２２
【図】☆ ９．２９

【医】◆１１．１０
【大】■１１．１７～１８

【優】☆１１．１７

［研修会］

［出版物］

平成１６年度加盟団体長会
第６６回総会
平成１７年度予算額：２４５，６２０，０００円
平成１６年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：２５３名］
第３回学校歯科保健アジア会議（台湾：高雄）
平成１７年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
＊【名称変更】：→詳細「主なできごと」欄参照
第６７回総会
平成１７年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５１点，最優秀賞：１７点］
第５５回全国学校歯科医協議会（滋賀県）
第６９回全国学校歯科保健研究大会 （岡山県）
【主題】：変革に向けての学校歯科保健の飛躍 ―生きる力の育成…

…自ら学び，自ら考え，そして実践へ―
第４４回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：９１校［最優秀賞：９校，特別賞：１０校］

◇第２７回学校歯科保健研修会
［中部・東海（三重県）：９／２４，２５，
中国・四国（鳥取県）：１０／２９，３０］

（×）学校における学校歯科医のためのフッ化物応用ガイドブック
・学校歯科保健参考資料 ―「生きる力」をはぐくむ学校での歯・
口の健康つくり―（著作：文部科学省）

平成１７年度
１２歳児の
DMFT指数

１．８２本

平成１７年度
加盟団体数

５４団体

平成１７年度
会員数

２３，６０８人

平成

18
年

2006

◇ ４．２４

◇１０．１９

「『早寝早起き朝ごはん』全国協議会」
への参画
「全国学校歯科保健研究大会」の領域別
研究部会に「特別支援教育部会」が加わ
る。

【加】● ２．１４
【総】● ３．１０

【会】☆ ３．１０

平成１７年度加盟団体長会
第６８回総会
平成１８年度予算額：２７５，０７０，０００円
（補正予算額：３１５，７３８，０７０円）
平成１７年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：２０５名］

周年記 念
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年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成１８年度
１２歳児の
DMFT指数

１．７１本

平成１８年度
加盟団体数

５４団体

平成１８年度
会員数

２３，６７４人

◇

◇

「食育」に関する学校歯科保健活動の本
格的な調査研究がはじまる。
＊平成１８年度は，食に関する検討臨時委
員会を設置し，食育に関わる歯・口の
健康つくりの具体的方策について検
討。また，『健全な口腔機能の育成の
ための指針』作成臨時委員会でを冊子
を発行，会誌９６号に各専門分野からの
「食育」への提言をまとめた「食」の
特集を掲載（広報第一委員会），さら
に全国学校歯科保健研究大会では
「食」を副題に設定した。

私立学校への歯科保健活動についての実
態調査がはじまる。

【推】◆ ５．２２

【総】● ６．２１
【他】● ８．２９

【図】☆ ９．１９

【大】■１０．１９～２０

【優】☆１０．１９

【医】◆１１．９

［研修会］

［出版物］

平成１８年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
第６９回総会
平成１８年度学校歯科保健事務担当者連絡会
＊加盟団体の事務担当者に対する第１回目の連絡会を開催
平成１８年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５０点，最優秀賞：１８点］
第７０回全国学校歯科保健研究大会（千葉県）
【主題】：歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

ー生きる力をはぐくむ学校歯科保健……今，学校歯科から
「食」を考えるー

＊領域別研究協議会に「特別支援教育部会」が加わる
第４５回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８３校［最優秀賞：１０校，特別賞：１０校］
第５６回全国学校歯科医協議会（島根県）

◇第２７回学校歯科保健研修会
［関東Ｂ（東京都）：１／２６，関東Ａ（山梨県）：２／４，５］

◇第２８回学校歯科保健研修会
［近畿・北陸（大阪市）：７／２９，３０，
九州（熊本県）：９／９，１０，
北海道・東北（宮城県）：１２／２，３］

・『生きる力』をはぐくむ学校での歯・口の健康つくり 活用ナビ
・健全な口腔機能の育成のための指針
（ホ）児童生徒の健康診断マニュアル（改訂版）
（ホ）歯・口の健康と食べる機能Ⅱ －「食べる」ことから健康な

生活を考える－

平成

19
年

2007

◇ ３．

◇ ３．

◇ ６．４

『学校歯科医の活動指針＜改訂版＞』を
発刊

『食に関する指導の手引』を文部科学省
が発刊

「食育推進宣言」を発表
＊日本歯科医師会，日本歯科医学会，日
本学校歯科医会，日本歯科衛生士会の
４団体連盟による宣言〔宣言文：『学
校と学校歯科医のための「食」教育支
援ガイド－「食育」をどう捉え展開す
るか－』（平成２０年刊行）参照〕

【加】● ２．１４
【総】● ３．２０

【会】☆ ３．２０

【推】◆ ６．６

【総】● ６．２０
【ア】■ ９．１４～１５
【大】■１０．１８～１９

【優】☆１０．１８

【図】☆１０．３０

【医】◆１１．８

［研修会］

［出版物］

平成１８年度加盟団体長会
第７０回総会
平成１９年度予算額：２８２，０７２，０００円
（補正予算額：２９３，５０１，５４７円）
平成１８年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：２００名］
平成１９年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
＊文部科学省の委託を外れ，日学歯単独の事業になる
第７１回総会
第４回学校歯科保健アジア会議（韓国：慶州）
第７１回全国学校歯科保健研究大会（福岡県）
【主題】：歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

―「生きる力」の育成……自律的健康つくりと学校・家
庭・地域の役割の再考察―

第４６回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８７校［最優秀賞：１０校，特別賞：１０校］
平成１９年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４７点，最優秀賞：１８点］
第５７回全国学校歯科医協議会（香川県）

◇第２９回学校歯科保健研修会
［関東Ａ（群馬）：７／２８，２９，
中国・四国（愛媛県）：９／２９，３０，
関東Ｂ（東京都）：１１／２３，２４］

・学校歯科医の活動指針＜改訂版＞
・ハイリスク把握のためのフローチャート
・CO・GOの考え方

平成１９年度
１２歳児の
DMFT指数

１．６３本

平成１９年度
加盟団体数

５４団体

平成１９年度
会員数

２３，９４７人

平成

20
年

2008

◇ １．１７

◇

中央教育審議会（答申）：子どもの心身
の健康を守り，安全・安心を確保するた
めに学校全体としての取組を進めるため
の方策について
＊食育や安全教育の充実や体制の整備を
求め，養護教諭の重要性を法的にも裏
付けする必要性を訴える内容。また，
従来の「学校医等」の表記が「学校
医・学校歯科医・学校薬剤師」と明
記。食育について「咀嚼」の文言が加
わる。

「学校歯科保健研修会」の受講対象者，
ワークショップの内容を変更
＊【受講対象者】：第３０回から学校現場の
歯科保健関係者（学校長・養護教諭・保
健主事・学級担任等）が中心。これに学
校歯科医，歯科衛生士が加わる形に。

＊【ワークショップの内容】：「口腔機能
についての保健だより案」の作成。
「案」は後日，日学歯ホームページ上
で公開。

【加】● ２．６
【総】● ３．１９

【会】☆ ３．１９

【推】◆ ６．３

【総】● ６．２５
【図】☆１０．７

【大】■１０．１６～１７

【優】☆１０．１６

【医】◆１１．６

［研修会］

平成１９年度加盟団体長会
第７２回総会
平成２０年度予算額：２７８，００６，０００円
平成１９年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１９２名］
平成２０年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
第７３回総会
平成２０年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４７点，最優秀賞：２点］
＊【規定変更】：→詳細「主なできごと」欄参照
第７２回全国学校歯科保健研究大会（神奈川県）
【主題】：歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

―こころとからだの健康…「生きる力」を基盤として―
第４７回全日本学校歯科保健優良校表彰
被表彰校：８９校［最優秀賞：１０校，特別賞：１０校］
第５８回全国学校歯科医協議会（新潟県）

◇第２９回学校歯科保健研修会
［中部・東海（長野県）：２／２，３］
◇第３０回学校歯科保健研修会
［近畿・北陸（奈良県）：１０／３０，九州（鹿児島県）：１１／２８］
＊【受講対象者，内容の変更】：→詳細「主なできごと」欄参照

平成２０年度
１２歳児の
DMFT指数

１．５４本

平成２０年度
加盟団体数

５３団体

平成２０年度
会員数

２４，１９９人

76



年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物
◇

◇

「歯・口の健康に関する図画・ポスター
コンクール」の規定を変更
＊【変更点】：平成２０年度より最優秀賞に
文部科学大臣賞が付与される。同賞は
前年度まで学年ごとに各２点だった
が，２０年度から小学校の部１点，中学
校の部１点に。

３０年ぶりに「日本学校歯科医会会誌」の
発行回数が年３回になる
＊過去に会誌の発行回数が年３回だった
のは昭和４８～５２（１９７３～１９７７）年。昭
和５２（１９７７）年の広報紙発刊により昭
和５３（１９７８）年以降は年２回だった。

［出版物］

◇平成２０年度学校歯科医生涯研修制度基礎研修会モデル事業
［札幌市：９／２０，群馬県：９／２１，滋賀県：１０／５，静岡県：１２／１８，
福島県：１２／２１］

＊【学校歯科医生涯研修制度について】：→詳細「平成２１年：主なで
きごと」欄参照

・歯・口腔の健康診断パネル１（CO・GOの意義と対応）
・健康日本２１と学校歯科保健
・「生きる力」をはぐくむ学校での歯・口の健康つくりクイックマ
ニュアル
・学校と学校歯科医のための「食」教育支援ガイド ―「食育」を
どう捉え展開するか―

平成

21
年

2009

◇ ４．１

◇ ４．１

◇ ４．１

◇ ７．１３

◇

◇

中田郁平，日本学校歯科医会会長就任。

学校保健安全法（学校保健法から学校保
健安全法に改題）が施行される。
（平成２０年６月１８日法律第７３号）
＊【改正のポイント】：①学校の設置者
の責務及び国・地方公共団体の責務の
明示（養護教諭・学校医・学校歯科医
等の適切な配置など学校保健上必要な
措置に対する責務の明示）②学校にお
ける環境衛生の保持・改善③学校内外
における連携を図った保健活動の推進

＊【学校歯科医の職務】：「保健指導に従
事すること」が追加，健康診断に基づ
く事後措置を含めた保健指導の必要性
が強調され，「学校安全」では子ども
の事故・けがの防止にも関わる必要性
が示された。

「学校歯科医生涯研修制度」を施行（第
７４回総会「学校歯科医生涯研修制度規
則」可決確定）
＊【概要】：「全ての学校歯科医が歯科医
師としての専門性を活かしながら教育
者としての資質を備え，積極的に学校
歯科保健活動を推進し，生涯にわたっ
てその資質の維持と向上を図り幼児，
児童生徒の歯・口腔の健康増進に貢献
すること」（同制度規則第１条）を掲
げ，礎として平成２１年４月より「基礎
研修会」を全国展開。

＊【研修内容】：統一したテキストで，全
国で同じ内容を研修。「学校歯科保健
の概念」「保健教育」「保健管理」「組
織活動」に関する基礎的事項について
３時間以上の研修が義務づけられる。
受講者には修了証を授与，本人の承諾
のもと氏名を日学歯ホームページで公
開。基礎研修に続くアドバンス研修の
構築も検討される。

厚生労働省が，歯科保健と食育の在り方
に関する検討会報告書「歯・口の健康と
食育～噛ミング３０（カミング・サンマ
ル）を目指して～」を発表。

全日本学校歯科保健優良校表彰の規定を
変更し，表彰対象が５校種に拡大。
＊【対象】：平成２１年度から表彰対象が，
幼稚園・小学校・中学校・高等学校・
特別支援学校の５校種に拡大（前年度
までは小学校のみ）。

＊【表彰】：①実地審査の結果をもって優
秀校を文部科学大臣賞に申請。②優秀
校は幼稚園・高等学校・特別支援学校
は各１校内，小学校は学校規模別（区
分：学級数０～７，８～１５，１６以上）に
より３校以内，中学校も学校規模別（区
分：学級数０～１０，１１以上）により２校
以内。

ホームページに「子ども向けコンテン
ツ」を掲載

【加】● ２．４
【総】● ３．１８

【会】☆ ３．１８

【推】◆ ５．１５

【総】● ６．２４
【ア】■ ９．１０～１２
【図】☆１０．７

【大】■１０．２９～３０

【優】☆１０．２９

【医】◆１１．１０

［研修会］

［出版物］

平成２０年度加盟団体長会
第７４回総会
平成２１年度予算額：２８９，６８０，０００円
（補正予算額：２９９，３７８，０９８円）
平成２０年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：２０２名］
平成２１年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
＊第１５次の文部科学省の研究委嘱となる（平成２１・２２年度）
第７５回総会
第５回学校歯科保健アジア会議（タイ：プーケット）
平成２１年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１４９点，最優秀賞（文部科学大臣賞）：２点，優秀賞：７点，
佳作１４０点］
第７３回全国学校歯科保健研究大会（京都府）
【主題】：歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して

―「はぐくむ」を考える……子どもたちへの支援的教育活
動の確立に向かって―

第４８回全日本学校歯科保健優良校表彰
全応募数：１２６校（園）
［優秀賞（文部科学大臣賞）：５校（園），日本学校歯科医会会長賞：
７校（園），日本歯科医師会会長賞：１０校（園），奨励賞：９８校
（園）］
＊【規定変更】：→詳細「主なできごと」欄参照
第５９回全国学校歯科医協議会（広島県）

◇平成２０年度学校歯科医生涯研修制度基礎研修会モデル事業
［福岡県：２／７，島根県：２／２２］
◇第３０回学校歯科保健研修会
［北海道・東北（岩手県）：１／２２］
◇第３１回学校歯科保健研修会
［中部・東海（愛知県）：９／３， 中国・四国（島根県）：１０／８，
関東Ａ（新潟県）：１０／２２］

・歯・口腔の健康診断と対応（事後措置）
―CO・GOを中心に―
・喫煙防止シリーズ中学生向け 学校歯科医からの話 －健康とた
ばこ－ ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない
・児童生徒のための被災時の歯・口の健康対応マニュアル
・学校歯科保健指導用資料
「むし歯予防大作戦 COってな～に？」（CD-ROM）

平成２１年度
１２歳児の
DMFT指数

１．４０本

平成２１年度
加盟団体数

５３団体

平成２１年度
会員数

２４，２７１人

周年記 念
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年 主なできごと 行 事 ・ 出 版 物

平成

22
年

2010

◇ ３．２４

◇ ６．

◇ ７．４

歯科検診を含む健康診断が児童虐待の防
止の早期発見の機会であることが，文部
科学省の通知に明記される。
（平成２２年３月２４日文部科学省通知：２１
文科初第７７７号）

「子どもを見守り育てるネットワーク推
進会議」への参画
＊【「子どもを見守り育てるネットワーク
推進会議」について】：同会議は，い
じめ，不登校，自殺等の子どもたちの
悩み，児童虐待等の課題に対応するた
め，関係機関・団体を構成員として平
成２２年１月に文部科学省の呼びかけに
より設置された。「子どもを見守り育
てる新しい公共の実現に向けた行動計
画の策定」にあたっては，日本学校歯
科医会から，『ハイリスク把握のため
のフローチャート』を提供。

「学校歯科医の日」記念 子どもの歯を
守るお母さんのためのトーク・ライブを
開催
＊「学校歯科医の日」を記念した初の試
み。東京・市ヶ谷の歯科医師会館で「笑
顔を育むブラッシング～学校から家庭
から地域から～」と題し，応募のあっ
た親子５０名に対し，学校歯科医・養護
教諭・歯科衛生士によるトーク・ライ
ブとブラッシングレッスン，生活習慣
と歯のヘルシーチェックを行った。

【加】● ２．３
【総】● ３．２４

【会】☆ ３．２４

【推】◆ ５．２１

【総】● ６．２３
【図】☆１０．４

【大】■１０．２８～２９

【優】☆１０．２８

【医】◆１１．１８

［研修会］

［出版物］

平成２１年度加盟団体長会
第７６回総会
平成２２年度予算額：２８６，２６５，１２０円
平成２１年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１８２名］
平成２２年度生活習慣病予防等を目指した歯・口の健康つくり調査研
究事業連絡協議会（東京都）
第７７回総会
平成２２年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
［応募数：１５０点，最優秀賞（文部科学大臣賞）：２点，優秀賞：７点，
佳作：１４１点］
第７４回全国学校歯科保健研究大会（茨城県）
【主題】：歯・口の健康つくりの総合的展開を目指して ―「生きる

力」を考える……学校・家庭・地域社会の連携の在り方―
第４９回全日本学校歯科保健優良校表彰
全応募数：１２７校（園）被表彰校：１２４校（園）
［優秀賞（文部科学大臣賞）：５校（園），日本学校歯科医会会長賞：
８校（園），日本歯科医師会会長賞：１０校（園），奨励賞：１０１校
（園）］
第６０回全国学校歯科医協議会（群馬県）

◇第３１回学校歯科保健研修会
［関東Ｂ（千葉県）：２／２５］
◇第３２回学校歯科保健研修会
［九州（宮崎県）：７／８，近畿・北陸（神戸市）：７／２２，
北海道・東北（秋田県）：９／１６］

・喫煙防止シリーズ高校生向け 学校歯科医からの話 ―健康とた
ばこ― ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない

平成２２年度
１２歳児の
DMFT指数

１．２９本

平成２２年度
加盟団体数

５３団体

平成２２年度
会員数

２４，４０６人

平成

23
年

2011

◇ ３．

◇ ４．１

◇

◇ ７．２

「学校歯科保健参考資料－『生きる力』
をはぐくむ学校での歯・口の健康づくり
－（著作：文部科学省）」が改訂される
（日本学校歯科医会より発行）。

学習指導要領改訂（平成２０年告示：“「生
きる力」をはぐくむ教育”）の実施にと
もない，「外国語（英語）活動」の創
設，主要科目の授業時間の増加（３０年ぶ
りの増加），「総合的な学習の時間」の削
減がなされる。

学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学
校歯科医会設立４０周年

「学校歯科医の日」記念 子どもの歯・
口の健康を考える市民セミナーを開催
＊東京・市ヶ谷の歯科医師会館で「歯・
口の健康と生活習慣 ～ブラッシング
からはじめる望ましい生活習慣づく
り～」と題し，応募のあった親子約１００
名に対し，学校歯科医・養護教諭・歯
科衛生士による講演とブラッシング
レッスン，生活習慣と歯のヘルシー
チェックを行った。

【加】● ２．９
【総】● ３．３１

【会】☆ ３．３１

【総】● ６．２２

【推】◆ ６．２３

【図】☆１０．４
【大】■１０．２０～２１

【優】☆１０．２０
【医】◆１０．２７
【ア】■１１．９～１１

［研修会］

［出版物］

平成２２年度加盟団体長会
第７８回総会
平成２３年度予算額：２８９，３７４，０００円
平成２２年度日本学校歯科医会会長表彰
［受賞者：１５６名］
第７９回総会／学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設
立４０周年記念式典
平成２３年度生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業連絡協
議会（東京都）
平成２３年度歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール
第７５回全国学校歯科保健研究大会（愛媛県）
【主題】：生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくりの展開を目指して
第５０回全日本学校歯科保健優良校表彰
第６１回全国学校歯科医協議会（静岡県）
第６回学校歯科保健アジア会議（ベトナム：ハノイ）

◇第３３回学校歯科保健研修会
［関東（神奈川）：７／７，東京：７／２１，
中国四国（山口県）：７／２８， 信越東海（名古屋市）：９／８］

・喫煙防止シリーズ小学生向け 学校歯科医からの話 ―健康とた
ばこ― ステキな笑顔いつまでも たばこは吸わない
・学校給食の舞台に踏み出す 新しい一歩

＊デジタルブック
・学校におけるフッ化物応用ガイドブック
・特別支援が必要な児童生徒に対する学校歯科保健（特別支援学
校・学級における学校歯科保健）

※平成２３年度の行事は予定を含みます（平成２３年７月末日現在）。
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学校歯科医制度８０周年・社団法人日本学校歯科医会設立４０周年記念
文部科学大臣表彰被表彰者名簿

（五十音順，敬称略）

氏 名 地区名 氏 名 地区名 氏 名 地区名 氏 名 地区名

相原 俊一 神奈川県 柿沼 幸宏 栃木県 須田 彰雄 埼玉県 福井 直壽 埼玉県
青木 啓次 神奈川県 梶川 善博 福井県 関 允 茨城県 福田 徳治 東京都
赤坂 孝夫 岩手県 加藤 賢 岐阜県 瀬口 康隆 鹿児島県 藤澤 義弘 愛媛県
赤田 留吉 東京都 加藤 幸紀 愛知県 髙瀬 浩一 群馬県 藤田 忠司 兵庫県
赤間 德明 福岡県 門屋 高靖 千葉県 髙成田 力 静岡県 寳崎 錠二 北海道
秋山 巖 埼玉県 金子 榮男 神奈川県 高野 紘宇 福岡県 堀 悟 岐阜県
秋山 雄平 鳥取県 椛島 恭德 福岡県 高橋 淳 京都府 堀 紀彦 滋賀県
浅井 達夫 岐阜県 亀本 興紀 広島県 高橋 一夫 秋田県 本田 朝之 高知県
阿部 恒夫 岩手県 川越 文雄 群馬県 髙橋 利武 東京都 増田 清治 東京都
阿部 義和 岐阜県 川﨑 英夫 愛知県 高橋 実 埼玉県 松井 澄夫 鹿児島県
荒井 利夫 埼玉県 川島 一仲 東京都 髙安 史仁 大阪府 松下秋大郎 鹿児島県
荒川 治久 名古屋市 河田 清寛 埼玉県 竹松 啓一 石川県 松田 隆光 大阪市
荒木 良子 東京都 河野 郁 京都府 龍田 安司 兵庫県 松田 典憲 愛媛県
有本利兵衛 福岡県 川野 哲也 神奈川県 田中 和夫 高知県 松田 龍二 奈良県
安齋 勲 福島県 河野 尚俊 大分県 田中 淳一 東京都 松村 博正 大阪府
安藤知枝子 川崎市 河野 美純 福岡県 塚田 昇 宮城県 松本 満茂 埼玉県
安藤 弘道 宮城県 川平 淳 鹿児島県 辻 右行 静岡県 溝部ユミ子 山梨県
飯田 慶治 千葉県 川村 禎男 宮城県 土田 勝雄 石川県 道脇 公一 千葉県
池田 良 滋賀県 菊池 強郎 神奈川県 手島 一禧 神奈川県 宮井 亨 徳島県
石川 建司 埼玉県 菊池 成幸 宮城県 手塚 誠之 長野県 宮本 清實 京都府
石原 美章 岡山県 喜田 正昭 静岡県 中井 重清 福島県 宮本 正彰 名古屋市
板倉 紘一 神戸市 北本 純司 広島県 長尾 茂 茨城県 三好 彬 福岡県
市川 泰右 東京都 久保田文良 栃木県 長坂 允 千葉県 宗行 逸平 兵庫県
市原 浩 岐阜県 倉員 孝昭 福岡県 中澤 望典 岩手県 村上 元一 東京都
伊藤 英紀 愛知県 小嶋 憲 東京都 中嶋 滋教 大阪府 室橋 和夫 群馬県
伊藤 昌男 千葉県 小菅 良章 東京都 中島 拓治 埼玉県 百溪 正明 大阪府
伊藤 雅幸 千葉県 後藤 治久 大阪府 中島 千晴 大阪府 森 一 熊本県
稲垣 昭夫 青森県 小西 健介 兵庫県 中島 康則 岐阜県 森山 憲一 東京都
入船 元綱 大阪府 小林 岳敏 茨城県 中谷 伸家 和歌山県 毛呂千鶴夫 山形県
岩本 峯雄 大阪府 小屋 忠嗣 山梨県 中津 道昭 栃木県 矢嶋 統夫 群馬県
印南 光世 福島県 三枝 敏夫 神奈川県 中村 隆之 広島県 安井 照治 大阪府
鵜飼 大策 大阪府 齋藤 保 静岡県 中村 博亘 千葉県 安井 忠男 京都府
右近 文夫 神戸市 坂野 宇内 福井県 成田 德昭 愛知県 安田 順一 山口県
梅村 和弘 愛知県 阪本冨士男 福島県 難波 昭一 東京都 山﨑 弘 長崎県
大岡紀一郎 東京都 佐知 正道 福岡市 西村 正之 北海道 山崎 康郎 愛媛県
大口 賢司 名古屋市 佐藤 峻 宮城県 西森 巖 高知県 山﨑 芳昭 札幌市
大崎 義一 埼玉県 座覇 秀政 沖縄県 新田 賢 和歌山県 山田 英夫 東京都
大須賀 正 神奈川県 仕合 邦雄 京都府 野上 宏一 埼玉県 山本 誠一 愛知県
大関 豊壽 埼玉県 塩谷 求身 京都府 野口 浩 福岡県 由井 孝 東京都
大曽根正史 東京都 静間 紀佳 大阪府 野村 隆祥 神奈川県 弓倉 威己 大阪市
太田 隆温 岡山県 篠川 之靖 富山県 野村 光次 愛知県 吉田 勝郎 兵庫県
大田尾節男 神奈川県 柴田 勝 栃木県 林 勉 富山県 吉田 利正 香川県
大竹 康資 福島県 渋谷 宣隆 香川県 原田恵美子 島根県 吉野 英文 東京都
大橋 儀男 静岡県 島崎 清 千葉県 針谷 龍宜 札幌市 若林 明人 愛知県
大村 惠紀 静岡県 嶋田 貢 神奈川県 樋口 忠彦 大阪市 渡邊 享 東京都
岡 卓爾 大阪府 清水 英男 宮崎県 樋口 光司 静岡県 渡邉 義彦 愛知県
奥野 敏明 大阪府 菅沼 聰介 長野県 廣木 義憲 福島県
甲斐 寿男 宮崎県 鈴木 文雄 千葉県 廣田 幹雄 大阪府 （計１９０名）

周年記 念
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平成２３年７月２８日，土浦市の県南生涯学習セン
ターにおいて平成２３年度学校歯科保健研修会を開
催しました。本年度の講師は日本歯科大学生命科
学部衛生学講座准教授，福田雅臣先生，演題は
「口腔衛生の海外事情と今後の学校での取り組
み」です。以下福田先生の要綱からの抜粋です。

「近年学齢期におけるう蝕状況は顕著な減少が
示されています。しかし，う歯数を減少させるこ
とだけが学校保健活動の最終目標ではありませ
ん。現在，学校教育の中で，学校保健活動の大き
な柱となっているのが“「生きる力」をはぐく
む”です。う歯数を減少するに至った様々な保健
教育，保健活動が，子どもの“「生きる力」をは
ぐくむ”ために寄与したかを評価する視点も忘れ
てはいけません。本研修会では口腔衛生の海外事
情として，フィンランドの小児期の歯科保健につ
いて紹介するとともに，「生きる力」を育成する
ために今後の学校での取り組みとして，フッ化物
応用の考え方，食育支援，学校安全についてお話
させていただきます。」

今回のご講演では，歯と口の健康管理，安全管
理をとおして“「生きる力」をはぐくむ”という
ことの具体的な方法とその評価方法とを教えてい
ただきました。そして，歯と口の健康管理，安全
管理によって子どもたちの身体的，精神的な健康
を向上させることができるということを示してく
ださいました。

（茨城県歯科医師会 県民歯科保健委員会
学校歯科部会 椎名和郎）

茨城県 平成２３年度
学校歯科保健研修会報告

加盟団体だより
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予告 第６１回全国学校歯科医協議会

◇主 催
◇共 催
◇後 援

社団法人静岡県歯科医師会
社団法人日本学校歯科医会
静岡県教育委員会・静岡県学校保健会・静岡市教育委員会

◇期 日

◇会 場
平成２３年１０月２７日（木） １６時３０分～２０時３０分
ホテルセンチュリー静岡 ５階「センチュリールーム」
静岡県静岡市駿河区南町１８－１

◇日 程

受 付 開会式
大臣表彰者紹介 シンポジウム 休 憩 懇親会

■シンポジウム

「学校歯科医がかかわる食教育の展開 ～食の自律（立）と五感の育成を支援する～」
座 長
シンポジスト

社団法人静岡県歯科医師会 会 長
日本歯科大学生命歯学部衛生学講座 准 教 授
埼玉県さいたま市立宮原小学校 栄養主査
静岡県沼津市立ときわ保育所 歯科医師

飯嶋 理
福田 雅臣
若林 美子
竹内 純子

（社団法人日本学校歯科医会 理事、社団法人静岡県歯科医師会 理事）

シンポジウム趣旨

近年の生活環境の変化により，子どもたちの健康課題も多様化している中で，子どもたちが
豊かな人間性をはぐくみ，「生きる力」を身につけていくためには，人が生きるための基本で
ある「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し，健全な食生活を実践することが必要
であり，学校歯科医も積極的に食教育にかかわることが求められている。
本シンポジウムは，摂食・咀嚼・嚥下といった「食べ方」の指導を通して，食の自律（立）
への支援や，より豊かな生活を送るための五感の育成に学校歯科医としてどのようにかかわっ
ていったらよいかを探り，子どもたちの「生きる力」の育成に資することを目的とする。

●お問い合わせ
社団法人静岡県歯科医師会 「第６１回全国学校歯科医協議会」係
〒４２２－８００６ 静岡県静岡市駿河区曲金３－３－１０
TEL：０５４－２８３－２５９１ FAX：０５４－２８３－３５９０
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社団法人日本学校歯科医会加盟団体名簿（平成２３年７月１日現在）

団 体 名 会長名 〒 所 在 地 TEL・FAX

北海道歯科医師会 富野 晃 ０６０‐００３１ 札幌市中央区北１条東９－１１ ０１１‐２３１‐０９４５ ０１１‐２７１‐７５１４
札幌歯科医師会 藤田 一雄 ０６４‐０８０７ 札幌市中央区南７条西１０丁目 ０１１‐５１１‐１５４３ ０１１‐５１１‐１５３０
青森県歯科医師会 山口 勝弘 ０３０‐０８１１ 青森市青柳１－３－１１ ０１７‐７７７‐４８７０ ０１７‐７２２‐４６０３
岩手県歯科医師会 箱崎 守男 ０２０‐００４５ 盛岡市盛岡駅西通２－５－２５ ０１９‐６２１‐８０２０ ０１９‐６５４‐５４７４
秋田県歯科医師会 藤原 元幸 ０１０‐０９４１ 秋田市川尻町字大川反１７０－１０２ ０１８‐８６５‐８０２０ ０１８‐８６２‐９１２２
宮城県歯科医師会 細谷 仁憲 ９８０‐０８０３ 仙台市青葉区国分町１－５－１ ０２２‐２２２‐５９６０ ０２２‐２２５‐４８４３
山形県歯科医師会 石黒 慶一 ９９０‐００３１ 山形市十日町２－４－３５ ０２３‐６３２‐８０２０ ０２３‐６３１‐７４７７
福島県歯科医師会 金子 振 ９６０‐８１０５ 福島市仲間町６－６ ０２４‐５２３‐３２６６ ０２４‐５２４‐１３２３
茨城県歯科医師会 森永 和男 ３１０‐０９１１ 水戸市見和２－２９２ ０２９‐２５２‐２５６１ ０２９‐２５３‐１０７５
栃木県歯科医師会 柴田 勝 ３２０‐００４７ 宇都宮市一の沢２－２－５ ０２８‐６４８‐０４７１ ０２８‐６４８‐８１４９
群馬県学校歯科医会 村山 利之 ３７１‐０８４７ 前橋市大友町１－５－１７ ０２７‐２５２‐０３９１ ０２７‐２５３‐６４０７
千葉県歯科医師会 浅野 薫之 ２６１‐０００２ 千葉市美浜区新港３２－１７ ０４３‐２４１‐６４７１ ０４３‐２４８‐２９７７
埼玉県歯科医師会 島田 篤 ３３０‐００７５ さいたま市浦和区針ケ谷４－２－６５ 彩の国すこやかプラザ５Ｆ ０４８‐８２９‐２３２３ ０４８‐８２９‐２３７６
東京都学校歯科医会 川本 強 １０２‐００７３ 千代田区九段北４－１－２０ 歯科医師会館２Ｆ ０３‐３２６１‐１６７５ ０３‐３２２２‐６５２８
神奈川県歯科医師会 高橋 紀樹 ２３１‐００１３ 横浜市中区住吉町６－６８ ０４５‐６８１‐２１７２ ０４５‐６８１‐２４２６
川崎市歯科医師会 井田 満夫 ２１０‐０００６ 川崎市川崎区砂子２－１０－１０ ０４４‐２３３‐４４９４ ０４４‐２２２‐３９２４
山梨県歯科医師会 三塚 憲二 ４００‐００１５ 甲府市大手１－４－１ ０５５‐２５２‐６４８１ ０５５‐２５３‐０８５４
長野県歯科医師会 滝澤 隆 ３８０‐８５８３ 長野市岡田町９６－６ ０２６‐２２７‐５７１１ ０２６‐２２４‐１１８８
新潟県歯科医師会 五十嵐 治 ９５０‐０９８２ 新潟市中央区堀之内南３－８－１３ ０２５‐２８３‐３０３０ ０２５‐２８３‐６６９２
静岡県歯科医師会 飯嶋 理 ４２２‐８００６ 静岡市駿河区曲金３－３－１０ ０５４‐２８３‐２５９１ ０５４‐２８３‐３５９０
愛知県歯科医師会 渡邉 正臣 ４６０‐０００２ 名古屋市中区丸の内２－４－７ 産業貿易館西館９Ｆ ０５２‐９６２‐８０２０ ０５２‐９５１‐５１０８
名古屋市学校歯科医会 松浦 和典 ４６０‐０００１ 名古屋市中区三の丸３－１－１ 名古屋市教育委員会学校保健課内 ０５２‐９７２‐３２４６ ０５２‐９７２‐４１７７
岐阜県歯科医師会 髙木 幹正 ５００‐８４８６ 岐阜市加納城南通１－１８ ０５８‐２７４‐６１１６ ０５８‐２７６‐１７２２
三重県歯科医師会 峰 正博 ５１４‐０００３ 津市桜橋２－１２０－２ ０５９‐２２７‐６４８８ ０５９‐２２７‐０５１０
石川県歯科医師会 白尾 理英 ９２０‐０８０６ 金沢市神宮寺３－２０－５ ０７６‐２５１‐１０１０ ０７６‐２５１‐６４５０
福井県学校歯科医会 山口 一郎 ９１０‐０００１ 福井市大願寺３－４－１ ０７７６‐２１‐５５１１ ０７７６‐２７‐５６４０
富山県歯科医師会 吉田 季彦 ９３０‐０８８７ 富山市五福字五味原２７４１－２ ０７６‐４３２‐４４６６ ０７６‐４４２‐４０１３
滋賀県歯科医師会 芦田 欣一 ５２０‐００４４ 大津市京町４－３－２８ 滋賀県厚生会館５Ｆ ０７７‐５２３‐２７８７ ０７７‐５２３‐２７８８
和歌山県学校歯科医会 中谷 讓二 ６４０‐８２８７ 和歌山市築港１－４－７ 県歯科医師会館内 ０７３‐４２８‐３４１１ ０７３‐４３１‐２６６０
奈良県歯科医師会 田中 康正 ６３０‐８００２ 奈良市二条町２－９－２ ０７４２‐３３‐０８６１ ０７４２‐３４‐１２７９
京都府歯科医師会 平塚 靖規 ６０４‐８４１５ 京都市中京区西ノ京栂尾町３－８ ０７５‐８１２‐８４９２ ０７５‐８１２‐８８１４
大阪府学校歯科医会 金森 市造 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６７ ０６‐６７７５‐２２５５
大阪市学校歯科医会 辻本 宣一 ５４３‐００３３ 大阪市天王寺区堂ヶ芝１－３－２７ 府歯科医師会館内 ０６‐６７７２‐８３６２ ０６‐６７７４‐０４８８
兵庫県学校歯科医会 釜谷 隆秋 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１８ ０７８‐３５１‐４１８１ ０７８‐３５１‐４３３３
神戸市歯科医師会 住谷 幸雄 ６５０‐０００３ 神戸市中央区山本通５－７－１７ ０７８‐３５１‐００８７ ０７８‐３７１‐７１１８
岡山県歯科医師会学校歯科医部会 酒井 昭則 ７００‐０８１３ 岡山市北区石関町１－５ ０８６‐２２４‐１２５５ ０８６‐２２４‐８５６１
鳥取県歯科医師会 樋口壽一郎 ６８０‐０８４１ 鳥取市吉方温泉３－７５１－５ ０８５７‐２３‐２６２１ ０８５７‐２３‐５５８４
広島県歯科医師会 山科 透 ７３０‐００４３ 広島市中区富士見町１１－９ ０８２‐２４１‐５５２５ ０８２‐２４６‐０３８９
島根県歯科医師会 仲佐 善昭 ６９０‐０８８４ 松江市南田町１４１－９ ０８５２‐２４‐２７２５ ０８５２‐３１‐０１９８
山口県歯科医師会 右田 信行 ７５３‐０８１４ 山口市吉敷下東１－４－１ ０８３‐９２８‐８０２０ ０８３‐９２８‐８０２５
徳島県歯科医師会 和田 明人 ７７０‐０００３ 徳島市北田宮１－８－６５ ０８８‐６３１‐３９７７ ０８８‐６３１‐４１７９
香川県歯科医師会 豊嶋 健治 ７６０‐００２０ 高松市錦町２－８－３８ ０８７‐８５１‐４９６５ ０８７‐８２２‐４９４８
愛媛県歯科医師会 清水 惠太 ７９０‐００１４ 松山市柳井町２－６－２ ０８９‐９３３‐４３７１ ０８９‐９３２‐５０４８
高知県歯科医師会 織田 英正 ７８０‐０８５０ 高知市丸ノ内１－７－４５ 総合あんしんセンター２Ｆ ０８８‐８２４‐３４００ ０８８‐８７２‐８０１１
福岡県学校歯科医会 杉原 瑛治 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７１４‐４６２７ ０９２‐７１４‐７５９９
福岡市学校歯科医会 佐知 正道 ８１０‐００４１ 福岡市中央区大名１－１２－４３ ０９２‐７８１‐６３２１ ０９２‐７８１‐６５１２
佐賀県学校歯科医会 寺尾 隆治 ８４０‐００４５ 佐賀市西田代２－５－２４ ０９５２‐２５‐２２９１ ０９５２‐２２‐７５８６
長崎県歯科医師会 許斐 義彦 ８５２‐８１０４ 長崎市茂里町３－１９ ０９５‐８４８‐５３１１ ０９５‐８４６‐０１７５
大分県歯科医師会 長尾 博通 ８７０‐０８１９ 大分市王子新町６－１ ０９７‐５４５‐３１５１ ０９７‐５４５‐３１５５
熊本県歯科医師会 浦田 健二 ８６０‐０８６３ 熊本市坪井２－４－１５ ０９６‐３４３‐８０２０ ０９６‐３４３‐０６２３
宮崎県歯科医師会 重城 正敏 ８８０‐００２１ 宮崎市清水１－１２－２ ０９８５‐２９‐００５５ ０９８５‐２２‐６５５１
鹿児島県歯科医師会 森原 久樹 ８９２‐０８４１ 鹿児島市照国町１３－１５ ０９９‐２２６‐５２９１ ０９９‐２２３‐６０７９
沖縄県歯科医師会 比嘉 良喬 ９０１‐２１３４ 浦添市港川１－３６－３ ０９８‐８７７‐１８１１ ０９８‐８７７‐７９２５
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社団法人日本学校歯科医会役員名簿（平成２３年７月１日現在）

（任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）

役 職 氏 名

名 誉 会 長 西連寺 愛 憲

顧 問 大久保 満 男

顧 問 野 溝 正 志

役 職 〔職務分掌〕 氏 名 役 職 〔職務分掌〕 氏 名

会 長 中 田 郁 平 理 事 〔総 務 他〕 水 野 泰 弘

副会長兼
専務理事 〔総 括 他〕 金 森 市 造 理 事 〔制 度 他〕 髙 橋 達 行

副 会 長 〔法人改革 他〕 黒 住 正 三 理 事 〔普 及〕 是 澤 恵 三

副 会 長 〔学 術 他〕 柘 植 紳 平 理 事 〔制 度 他〕 髙 瀨 厚太郎

副 会 長 〔渉 外 他〕 山 科 透 理 事 〔普 及 他〕 黒 田 智

常務理事 〔制 度 他〕 杉 原 瑛 治 理 事 〔広 報 他〕 竹 内 純 子

常務理事 〔会 計 他〕 藤 平 雅 紀 理 事 〔学 術 他〕 城 川 和 夫

常務理事 〔学 術 他〕 齋 藤 秀 子 理 事 〔学 術 他〕 米 津 隆 仁

常務理事 〔学校歯科
保健表彰他〕 川 本 強 理 事 〔普 及 他〕 坪 水 良 平

常務理事 〔総 務 他〕 土 屋 松 美 監 事 宮 﨑 禎 之

常務理事 〔制 度 他〕 齊 藤 愛 夫 監 事 箱 崎 守 男

常務理事 〔生きる力
推進事業他〕 今 井 健 二 監 事 大 薮 武 男

常務理事 〔学 術 他〕 赤 坂 守 人

社団法人日本学校歯科医会名誉会長・顧問名簿（平成２３年７月１日現在）

（任期：平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日）

名 簿
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●４月より広報を担当させていただくこととなりました。よろしくお願いします。節電の夏を
皆様はいかが過ごされましたか？ これから夏本番が始まろうとしている現時点では，家電製
品のみならず衣料品にいたるまで節電グッズが数多く販売され，スーパークールビズ？！ と
いう新たな装いも登場しました。出身大学では，６月の授業を朝８：３０から夕方１７：００までと
いう遠距離通学者には酷ともいえる日程でこなし，７・８月は完全休校となりました。私た
ち，歯科業界にとっても計画停電は大変深刻な問題です。３月，４月の悪夢を思い出すと多少
暑い思いをしても節電に励む気持ちになれます。まだまだ，暑い時期ですが皆様一緒に頑張り
ましょう。 （髙柴重幸）

●歯科健康診断の度に思うこと……。～昔に比べて明らかにう歯が減ってきている。～確か
に，DMF指数も低くなってきています。しかし一方，前年からの未処置歯の放置，歯肉炎の
増加，ハイリスク児童への対応等，毎年同じ課題が上がります。「歯科講話もやったのになあ」
と，つい愚痴が……。いずれも，事後処置への取り組みが大切な要素であるのは分かるのです
が，いざ実践となるとなかなか難しいようです。本誌の数回にわたる事後処置の特集記事を，
もう一度読み返してみたいと思います。 （田中 隆）

●今年の夏，子どもたちはどんな夏休みを過ごしたのだろうか。太陽を際限もなく浴び，様々
な遊びに興じた我が子ども時代が懐かしい。夏休みが始まる高揚感，そして往く夏を惜しむ寂
寥感。新学期，再会した友はどの顔も真っ黒だった。今，親たちは日差しの中で遊ばせてやり
たい気持ちと為害性を増した紫外線対策に悩み多い。まして福島の子らは……。長袖に帽子，
マスク，戸外で土をいじることさえできず，深呼吸も儘ならぬ。我々は実利優先の経済発展や
物質的欲望と引き換えに，かけがえのないものを失った。 （藤田俊也）

●民放で全国各都道府県の食に関する地域性を紹介する番組があり，ほぼ毎回視聴している。
出身タレントがその土地の食材や食習慣について解説するのだが，狭い日本でこれだけ違うも
のかと見ていて飽きない。食事風景を見ていると，調理法や食材だけでなく，食べ方や食のマ
ナーにもその地域独特のものがあることが分かる。食習慣に限らず生活習慣全般について，基
本的な部分はまず保健教育の中で子どもたちにしっかり身につけさせた上で，学校と地域が連
携してその土地の風習や伝統を学ばせることも大切であろう。 （藤本直樹）
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学校歯科医生涯研修制度に関するお知らせ

平成２１年４月１日より社団法人日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度が始動し、この制度に基づく基礎研修会

が全国各地で開催され、これまでの受講者は１４，０００名を越えるに至りました。各加盟団体をはじめ関係者各位に厚く

御礼を申し上げます。

加盟団体ならびに会員各位におかれましては、引き続きご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

社団法人日本学校歯科医会
学校歯科医生涯研修制度規則

第１章 総 則
（目的）
第１条 この規則は、社団法人日本学校歯科医会（以下

「本会」という）定款第４条ならびに第５条の規
定に基づきこれを定め、全ての学校歯科医が歯科
医師としての専門性を活かしながら教育者として
の資質を備え、積極的に学校歯科保健活動を推進
し、生涯にわたってその資質の維持と向上を図り
幼児、児童生徒の歯・口腔の健康増進に貢献する
ことを目的とする。

第２章 事 業
第２条 前条の目的を達成するために本会は，「社団法

人日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度」
（以下、学校歯科医生涯研修制度という）を設
け，この制度の実施に必要な事業を行う。

（事業の施行）
第３条 この事業の施行については、別に定める社団法

人日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修制度施行
細則（以下、施行細則という）によるものとす
る。

（委員会の設置）
第４条 本会は、学校歯科医生涯研修制度運営の機関と

して学校歯科医生涯研修制度運営委員会（以下「委
員会」という）を設置する。
２ 委員会の運営についは、定款施行細則第２０条、
第２１条、第２２条、第２３条、第２４条、第２５条、第２６
条、第２７条、第２８条、第２９条を準用する。

（委員会の業務）
第５条 委員会は、次の業務を行う。
一 研修の内容及び制度の検討
二 加盟団体が申請する研修の内容審査
三 施行細則に定める必要な事項
四 その他、本制度運営に関する事項

（研修の種別）
第６条 本制度の研修の種別は次の通りとする。
一 基礎研修

第３章 基礎研修
（目的）
第７条 この研修は、学校歯科医がその職務を行ううえ

での基礎となる「学校保健の概念」「保健教育」
「保健管理」「組織活動」に関する基礎的事項を
習得することを目的とする。

（実施主体）
第８条 この研修の実施主体は本会およびその加盟団体

とする。

（受講資格）
第９条 この研修の受講には次のいずれかの資格を要す

る。
一 本会正会員
二 加盟団体が推薦する者
三 本会理事会で承認を得た者

（修了証の交付）
第１０条 基礎研修を修了した者には、本会より基礎研修

修了証を交付する。
（研修の実施要領）
第１１条 この研修の実施要領は、施行細則に定める。

第４章 補 則
（規則の改廃）
第１２条 この規則の改廃には理事会の議を経て、総会の

議決を得なければならない。

附則
この規則は、平成２１年４月１日より施行する。

社団法人日本学校歯科医会
学校歯科医生涯研修制度施行細則

第１条 社団法人日本学校歯科医会学校歯科医生涯研修
制度規則（以下、規則という）の施行にあたり、
同規則に定められている事項以外は、次の各条に
従うものとする。

第２条 規則第７条に規定する基礎研修の実施要領は、
以下のものとする。

１ 基礎研修は、社団法人日本学校歯科医会もしくは
その加盟団体が実施主体となり開催することとす
る。なお、加盟団体が実施主体となり、当該団体の
郡市区歯科医師会もしくは学校歯科医会が開催する
ことを妨げない。
２ 基礎研修は以下の四つの研修項目を必須とし、社
団法人日本学校歯科医会が配布する基礎研修会テキ
ストに基づく内容とする。なお、実施団体の判断に
よりこれ以外の研修項目を加えることができる。
一 学校歯科保健概論
二 学校歯科保健における保健教育
三 学校歯科保健における保健管理
四 学校歯科保健における組織活動

３ 四つの研修必須項目の研修時間は、３時間以上と
し、各項目は概ね以下の時間配分により実施するも
のとする。また、研修は実施団体の実状に応じて複
数日に分割して行うことができる。
一 学校歯科保健概論 ３０分
二 学校歯科保健における保健教育 ６０分
三 学校歯科保健における保健管理 ６０分



四 学校歯科保健における組織活動 ３０分
４ 基礎研修の講師は、別に定める要件を満たす者と
し、原則として実施団体関係者もしくは加盟団体が
認める教育行政機関関係者などが務めることとす
る。但し、特段の事由により実施団体は社団法人日
本学校歯科医会にその役員を講師として派遣するこ
とを申請できるものとする。社団法人日本学校歯科
医会役員が講師となる場合、その派遣にかかわる旅
費は社団法人日本学校歯科医会で負担する。
５ 基礎研修は、社団法人日本学校歯科医会が作成、
配布する基礎研修会テキストを資料とし、同じく配
布する講師用パワーポイントを使用し講義する。
６ 加盟団体が実施主体となる場合は、その研修会を
社団法人日本学校歯科医会に申請し、生涯研修制度
運営委員会の審査を経て、理事会承認を得ることを
必要とする。
７ 基礎研修の受講資格において「加盟団体が推薦す
る者」には、学校教職員等歯科医師以外の者も含
む。
８ 受講者の募集、開催案内等の文書発送ならびに研
修会の運営は実施団体で行う。
９ 実施主体となる加盟団体は、開催一ヶ月前までに
社団法人日本学校歯科医会へ所定の様式（様式１）
にて研修会開催の申請を行い、承認を得た研修会に
ついて、開催１４日前までに所定の様式（様式２）に
て研修会受講者予定者名簿を社団法人日本学校歯科
医会へ電子媒体にて提出する。なお、受講予定者名
簿の提出後に受講者の追加があった場合は、研修会
終了後に受講完了者名簿（様式５）にて本会へ提出
することとする。

１０ 社団法人日本学校歯科医会が実施する基礎研修の
受講者募集は、加盟団体を通じて行うものとし、参
加案内等の文書発送ならびにその他の運営は、社団
法人日本学校歯科医会が行う。

１１ 社団法人日本学校歯科医会は、講師用パワーポイ
ントならびに提出された受講者予定者名簿に基づく
人数分の基礎研修会テキストを開催前に実施団体へ
送付する。

１２ 社団法人日本学校歯科医会は、必須研修項目全て
の受講を修了した歯科医師ならびに学校歯科医の職
にある者には、「基礎研修修了証」（様式３ならびに
様式３－２）を交付するものとする。なお、実施団

体が加盟団体の場合、修了証は社団法人日本学校歯
科医会会長名と実施加盟団体会長名を併記したもの
とし、受講予定者名簿に基づいて事前に社団法人日
本学校歯科医会が作成のうえ、日本学校歯科医会会
長印を捺印後、開催前に実施団体へ送付し、加盟団
体が当該会長印を捺印し交付することとする。
なお、交付にあたって実施団体は途中退席者、欠
席者を十分に確認し、研修会終了後に交付するよう
配慮することとする。分割受講となった者について
は、四つの必須研修項目全ての受講修了後に修了証
を交付するものとする。

１３ 途中退席者、欠席者の修了証は残部テキストとと
もに、研修会終了後に社団法人日本学校歯科医会へ
返却することとする。

１４ 「基礎研修修了証」は学校歯科医もしくは歯科医
師の受講者に対し一枚を交付するものとし、再度基
礎研修会を受講しても修了証の交付は行わない。

１５ 実施団体は研修終了後、所定の様式（様式４）に
て研修会実施報告書ならびに欠席者、分割受講者、
追加受講者を記した受講修了者名簿（様式５）を社
団法人日本学校歯科医会へ提出する。

１６ 社団法人日本学校歯科医会は、受講修了者本人の
了承に基づき、その氏名、所属都道府県ならびに郡
市区名を当該年度末に社団法人日本学校歯科医会の
ホームページで公開する。なお、受講修了者は当該
年度を超えてもその氏名等の公開や中止を加盟団体
を通じて社団法人日本学校歯科医会へ申し出ること
ができるものとする。

１７ 社団法人日本学校歯科医会は、基礎研修開催に掛
かる費用について当該年度一回に限り実施主体であ
る加盟団体に補助金を交付するものとし、その費用
の額は理事会で決定する。

１８ 前項の補助金は研修会終了後、当該年度内に交付
するものとする。

第３条 この細則を改正する場合は、委員会の議を経
て、本会理事会の承認を得なければならない。

附 則
１．この細則は平成２１年４月１日より施行する。
２．この細則は平成２１年４月９日より施行する。
３．この細則は平成２２年４月１日より施行する。

基礎研修講師の要件

学校歯科医生涯研修制度における基礎研修（規則第７条）における講師の要件（施行細則
第２条４項）は、以下のいずれかを備えた者とする。

・社団法人日本学校歯科医会もしくは加盟団体が実施する学校歯科医基礎研修を受講し、修
了証の交付を受けた者で、学校歯科医として５年以上の経験を有する社団法人日本学校歯
科医会正会員。
・歯科医師を養成する医育機関または学校保健教育関連大学において学校歯科保健関連教科
を担当する者もしくは担当していた者で、社団法人日本学校歯科医会または加盟団体が実
施する学校歯科医基礎研修を受講したことのある者、もしくは社団法人日本学校歯科医会
が認めた者。
・国または都道府県および市区町村の教育委員会等教育行政機関または教育機関に勤務する
者、もしくは勤務していた者で社団法人日本学校歯科医会または加盟団体が認めた者。


